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第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画（案）について 

 

 
（付議の要旨） 
第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画（平成３０年度～平成３３年度） 

の策定に取り組んでおり、その案を取りまとめたので、報告する。 

 

 
１ 主旨 
平成２６年度から１０年間のめざすべき教育のすがたを明らかにした「第２次世田

谷区教育ビジョン」に関し、平成２６年度から平成２９年度の４年間の具体的な施策

の方向性を定めた「第１期行動計画」の最終年度を迎えていることから、第２期行動

計画（平成３０年度～平成３３年度）を策定するとともに、今後、教育に関する大綱

の改定にかかる必要な調整をおこなう。 
この度、平成３０年度を初年度とする第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計

画（案）を取りまとめたので、報告する。 
 
２ 第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画（案）について 
 第２期行動計画の策定にあたっては、第１期行動計画の取組み状況やこの間の教育

に関する国等の動き等を踏まえ、教育関連計画との整合を図り策定する。 

 

第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画（案）【概要版】 別紙１のとおり 
第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画（案） 別紙２のとおり 

 
３ パブリックコメント実施結果 
 別紙３「パブリックコメントの実施結果」のとおり 
 
４ 今後のスケジュール（予定） 
 平成３０年２月 文教常任委員会（計画案の報告） 

３月 計画策定 



 

 

１．第２期行動計画の策定にあたって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画の位置付け・構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■構成（教育目標、基本的な考え方、基本方針、施策の柱の関連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

行動計画へ 

（１）第１期行動計画を振り返って 

世田谷区「学校支援地域本部(仕組み)」の拡充、いじめ防止等の総合的な推進、世田谷マネジメントスタン

ダードの策定、学校図書館機能の充実、教育推進会議の実施、家庭教育への支援、体力向上・健康推進の取組

み、子どもたちが体験・体感する機会の拡充など、第１期の取組みを踏まえ、取組みを推進・拡充する。 

 世田谷９年教育の推進、ＩＣＴを活用した授業の推進、特別支援教育の充実、幼児教育・保育の推進、学

校支援の充実・新教育センターの整備検討、世田谷の伝統文化を伝え未来にいかす取組みなど、社会の変化や

国などの新たな動きへ的確に対応するとともに、新たに策定した計画や方針に基づき取組みを推進する。 

教育 

目標 

基本的な考え方 
一人ひとりの多様な個性・能力を伸ばし、社会をたくましく生き抜く力を 

学校・家庭・地域が連携してはぐくむ 

 

地域とともに 

子どもを育て 

る教育の推進 

これからの社会を 

生き抜く力の育成 

生涯を通じた 

学びの充実 

施
策
の
柱 

Ⅰ 地域との連

携・協働による

教育 

Ⅱ 家庭教育へ

の支援と乳幼

児期からの教

育の推進 

Ⅲ 「世田谷９年

教育」で実現す

る質の高い教育

の推進（学習内

容) 

Ⅳ 「世田谷９年教

育」で実現する質

の高い教育の推

進(学校経営･教

員支援) 

Ⅴ 多様な個性が

いかされる教育

の推進 

Ⅵ 教育環境の整

備･充実と安全

安心の確保 

Ⅶ 生涯を通じ

て学びあう地

域コミュニテ

ィづくり 

Ⅷ 開かれた教育委員会の推進 

第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画（案）～新たな時代をみすえた、豊かな人間性と生きる力の育成に向けて～【概要版】 

第２次世田谷区教育ビジョンの基本的な部分は継承しつつ、第１期行動計画での取組みや教育に

関する動き等を踏まえ、施策の柱について、従来の「６つの施策の柱」から、「８つの施策の柱」に

整理した。 

主な変更点は、①新学習指導要領に基づく学習内容の充実や、教育総合センター整備をみすえた

学校支援等の取組みを「『世田谷９年教育』で実現する質の高い教育の推進（学習内容）」と「『世田

谷９年教育』で実現する質の高い教育の推進（学校経営・教員支援）」に、②幼児教育・保育をより

一層推進する視点から、「家庭教育への支援と乳幼児期からの教育の推進」に、③配慮を要する子ど

も等、多様な個性を伸ばす視点から、「多様な個性がいかされる教育の推進」という柱にそれぞれ整

理し、また④教育施策推進全体の基盤として、「開かれた教育委員会の推進」を施策の柱に位置付け

た。 

（２）第２次世田谷区教育ビジョン策定後の動き 

＜国や都の動き＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜区の動き＞ 

 

 

 

 

① 教育委員会制度の改革 

新「教育長」の設置、「総合教育会議」の設置と教育に関する「大綱」の策定 等 

②教育再生実行会議の提言 

個に応じた教育の充実、学校・地域の教育力の向上、教師の働き方改革 等 

③新学習指導要領(幼稚園H30～、小学校H32～、中学校H33～) 

「社会に開かれた教育課程」を重視、「主体的・対話的で深い学び」の実現、カリキュラム・マネジメ

ント、外国語教育の充実、理数教育の充実、伝統や文化に関する教育の充実、道徳教育の充実、体験活

動の充実、幼稚園教育要領、情報活用能力（プログラミング教育含む） 等 

④東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定 

地域スポーツの振興、文化・芸術に触れる環境の整備、未来の共生社会を担う子どもたちをはぐくむ 等 

①教育委員会の組織改正 

 生涯学習部の新設や総合型地域スポーツ・文化クラブを区長部局より事務移管 

 新教育センター整備担当課、副参事（第２次教育ビジョン推進担当）の新設 等 

②世田谷区の教育に関する諸計画や方針の策定 

 第２次世田谷区立図書館ビジョン、世田谷区特別支援教育推進計画、世田谷区文化財保存活用基本方針、

世田谷区教育総合センター構想、世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン、(仮称)不登校対策アクションプ

ラン 

はじめに 

平成２６年度から１０年間の教育の方向性を示した「第２次世田谷区教育ビジョン」について、平成３０年

度から平成３３年度の４年間を計画期間とする第２期行動計画を策定する。ビジョンの基本的な理念を踏ま

え、教育委員会制度改革、新学習指導要領、学校や教職員が抱える課題の複雑・多様化など、教育を取り巻く

状況の大きな変化、また情報通信技術等の発展や急激なグローバル化、社会の多様化や国際化の流れなどを踏

まえ、非認知的能力を含めた「生きる力」の基礎を培う世田谷らしい質の高い教育を推進する。 

すべての教育活動を通して人権教育を推進、４つの育てたい子ども像、 

地域とともに子どもを育てる教育の推進 

別紙１ 



２.第２期行動計画 

（１）行動計画の体系 

第２期行動計画における具体の計画を示すとともに、リーディング事業との関連性を示した。 

施策の柱 取組み項目 ﾍﾟｰｼﾞ 行動計画 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 

Ⅰ 

地
域
と
の
連
携
・
協
働
に
よ
る 

教
育 

１ 地域が参画

する学校づく

り 

54 

①地域運営学校の充実、学校を支援する効率的な体

制の検討 
L1 

②（再掲）学校評価システムの推進  

２ 地域コミュ

ニティの核と

なる学校づく

り 

56 

①学校施設の活用  

②ＰＴＡ活動への支援  

③総合型地域スポーツ・文化クラブによるスポー

ツ・文化活動の促進 

L1・L3 

・L4 

④区立学校の魅力アップ  

３ 地域教育力

の活用 
59 

①大学等との連携の充実  

②地域人材の活用 L1 

③（再掲）新・才能の芽を育てる体験学習の充実  

Ⅱ 

家
庭
教
育
へ
の
支
援
と
乳

幼
児
期
か
ら
の
教
育
の 

推
進 

１ 家庭教育 

の支援 
62 

①家庭教育への支援 L9 

②（再掲）ＰＴＡ活動への支援  

２ 幼児教育・保

育の充実 
64 

①世田谷の特色をいかした教育・保育の推進 L9 

②乳幼児期における教育・保育の充実 L9 

③保育者等の資質及び専門性の向上 L7・L9 

④幼稚園・保育所（施設）・認定こども園・小学校

の連携 
L7・L9 

⑤地域で見守り支える教育・保育 L9 

⑥幼保一体化の推進  

Ⅲ 

「
世
田
谷
９
年
教
育
」
で
実
現
す
る
質
の
高
い
教
育
の
推
進
（
学
習
内
容
） 

１ 豊かな人間

性の育成 
69 

①人権尊重教育の推進 L4 

②道徳教育の充実 L2・L6 

③（再掲）いじめ防止等の総合的な推進  

④児童・生徒が体験・体感する機会の拡充  

⑤（再掲）中学校の部活動の充実  

２ 豊かな知力

の育成 
74 

①世田谷区教育要領に基づいた教育の推進 L2 

②理数教育の充実 L2 

③読書力の育成・学校図書館機能の充実  

④個に応じた学習支援  

３ 健やかな身

体・たくましい

心の育成 

78 

①体力の向上  

②食育の推進  

③心と体の健康づくり  

④中学校の部活動の充実  

４ ことばの力

の育成 
82 

①教科「日本語」の充実 L2 

②英語教育の充実 L2・L3 

③（再掲）読書力の育成・学校図書館機能の充実  

５ これからの

社会を生きる

力の育成 

85 

①環境エネルギー教育の推進  

②国際理解教育の推進 L4 

③防災・安全教育の推進  

④社会とかかわる体験活動の充実  

⑤ＩＣＴを活用した授業の推進・家庭学習の支援 L2 

⑥主権者教育の推進  

⑦オリンピック・パラリンピック事業の推進 L4 

 

 

 

 

施策の柱 取組み項目 ﾍﾟｰｼﾞ 行動計画 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 

Ⅳ 

「
世
田
谷
９
年
教
育
」
で

実
現
す
る
質
の
高
い
教
育
の

推
進
（
学
校
経
営
・
教
員
支
援
） 

１ 教員の資

質・能力の向上

に向けた支援 

91 

①教員研修の充実 L7 

②教育の実態把握・分析・研究・改善 L7 

③学校への支援体制の強化 L7・L10 

④教員の負担軽減 L10 

⑤教育総合センターの整備 L7 

２ 信頼される

学校経営の推

進 

95 

①「世田谷マネジメントスタンダード」の推進  

②学び舎による学校運営の充実  

③学校情報等の発信  

④学校評価システムの推進  

Ⅴ 

多
様
な
個
性
が
い
か
さ
れ
る 

教
育
の
推
進 

１ 才能や個性

をはぐくむ体

験型教育の推

進 

99 

①新・才能の芽を育てる体験学習の充実 L3 

②外遊びの推奨及び小学校の遊び場開放の充実 L3 

２ 特別支援教

育の推進 
101 

①特別支援教育体制の充実 L5・L７ 

②特別支援学級等の整備・充実 L5 

③特別支援教育を推進する教材・教具の充実 L5 

④障害者理解教育の推進 L4 

３ ニーズに応

じた相談機能

の充実 

105 

①不登校等への取組みの充実 L6・L7 

②相談機能の充実 L6 

③いじめ防止等の総合的な推進 L6 

Ⅵ 

教
育
環
境
の
整
備
・ 

充
実
と
安
全
安
心
の
確
保 

１ よりよい学

びを実現する

教育環境の整

備 

110 

①学校の適正規模化・適正配置  

②地域に貢献する学校改築の推進  

③安全・安心の学校施設の改修・整備  

④環境に配慮した学校づくり  

⑤学校給食施設の整備  

２ 学校教育を

支える安全の

推進 

113 
①学校教育を支える安全の推進  

②地域と連携した児童・生徒の安全対策の推進 L1 

Ⅶ 

生
涯
を
通
じ
て
学
び
あ
う
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り 

１ 学びの場と

機会の充実・地

域社会の担い

手づくり 

117 

①各種団体への支援の充実  

②地域での生涯学習事業の推進  

③社会教育の充実  

④青少年教育の充実  

⑤福祉教育の推進  

２ 郷土を知り

次世代へ継承

する取組み 

120 

①文化財とそれを取り巻く環境の一体的な保存の推

進 
 

②文化財に関する総合的把握及び情報化の推進  

③地域住民が主体となった保存・活用の推進 L8 

④世田谷の郷土を学べる場や機会の充実 L8 

⑤世田谷の歴史・文化に関する情報の効果的な発信 L8 

３ 知と学びと

文化の情報拠

点としての図

書館の充実 

125 

①地域で学びをいかす人材の育成  

②地域情報の収集・発信の充実  

③多様な図書館サービスの充実  

④図書館ネットワークの構築  

⑤家庭や地域、学校における読書活動の充実  

⑥民間活力の活用  

 
１ 開かれた教

育委員会の推

進 

130 

①情報提供の充実  

②区民参画の推進  

 

Ⅷ 

開
か
れ

た
教
育
委
員

会
の
推
進 



（２）４年間のリーディング事業 

10項目のリーディング事業を掲げ、第 2期行動計画（平成 30～33

年度）の４年間に力点を置いて横断的に取り組む。 

 

＜リーディング事業＞ 

L1 地域の教育力をいかした学校の支援 

学校・家庭・地域がそれぞれの役割を担い、相互に連携・協力しながら、

学校を支える様々なしくみとともに、地域全体で学校教育を支えるしくみ

づくりを進めます。 

■主な取組み例 

○学校支援地域本部の実施校拡大 

○総合型地域スポーツ・文化クラブの拡充及び活動支援 

○学校教育を支える地域人材の確保 

○安全・安心に関する取組み 

 

L2 「世田谷９年教育」の推進 

自己肯定感や相手を思いやる心など、豊かな人間性とともに、豊かな知

力、健やかな身体・たくましい心を培います。新学習指導要領を踏まえ改

訂した「世田谷区教育要領」による教育活動の推進や「特別の教科 道徳」、

教科「日本語」の充実に取組みます。理数教育・プログラミング教育等（Ｓ

ＴＥＭ教育）の推進や多様な方法による英語教育などこれからの社会を生

きる力の育成や、言語能力を高める取組みを推進します。 

■主な取組み例 

○世田谷区教育要領の改訂 

○「特別の教科 道徳」の推進 

○ＩＣＴ環境の整備と機器の活用 

○理数教育・プログラミング教育等（ＳＴＥＭ教育）の推進 

○新学習指導要領を見据えた、教科「日本語」の改訂 

○英語教育の充実 

○多文化体験コーナーの整備 

 

L3 才能や個性をはぐくむ体験型教育の推進 

学校教育にとどまらず、多様な学びや遊びの体験の機会を提供し、参加

することで、自らの才能や個性に気付き将来の夢や希望を持ち、コミュニ

ケーション能力を高めながら、たくましく生きる力を身に付けるような取

組みを推進します。 

■主な取組み例 

○新・才能の芽を育てる体験学習の充実 

○外遊びの推奨及び小学校遊び場開放の充実に向けた取組み 

○【再掲】多文化体験コーナーの整備 

 

L4 オリンピック・パラリンピック教育の推進 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、人

権教育、国際理解教育や障害者理解教育などを一層推進することにより、

多様性を理解し、尊重する心をはじめ、他者を思いやる気持ちやボランテ

ィアマインドなどを醸成します。また、地域スポーツの振興も含め、学校

における体力向上・健康推進の取組みも併せて進めていきます。 

■主な取組み例 

○人権尊重教育の推進 

○国際理解教育の推進 

○障害者理解教育の推進 

○教育活動を通したボランティアマインドの醸成 

○【再掲】総合型地域スポーツ・文化クラブの拡充及び活動支援 

 

L5 一人ひとりの個性を伸ばす特別支援教育の推進 

特別支援教育に関する人的支援体制の充実に取り組むとともに、特別支

援学級等の整備を進め、連続性のある支援の場の強化を図ります。また、

就学（就園）後も専門的な視点で子どもの状況を継続的に見守り、学校（園）

を支援する専門チーム（特別支援教育巡回チーム）の設置や特別支援学級

で使用する教具の充実に向けた取組みを進めます。 

■主な取組み例 

○通常の学級における人的支援（学校包括支援員）の充実 

○特別支援学級における人的支援（特別支援学級支援員）の充実 

○特別支援学級等の整備・充実（発達障害教育の推進等） 

○校（園）外から支援する体制の充実（特別支援教育巡回チーム） 

○教材・教具の整備 

 

L6 いじめ防止対策及び不登校対策等の総合的な推進 

いじめの早期発見や未然防止及び深刻化防止のため、家庭への支援を含

めた適切な対応を図るとともに、学校内外の教育相談機能を充実します。 

不登校対策では、不登校の予防、初期対応から事後対応まで、児童生徒

の個々の状況に応じたきめ細やかな支援を一貫して行う体制を整備しま

す。また、ほっとスクールにおける支援拡充や民間との連携推進等の不登

校対策の充実を図り、児童生徒の学校復帰や社会的自立につなげます。 

■主な取組み例 

○早期発見・未然防止を含めたいじめ問題への総合的・組織的な対応 

○学校内外の教育相談体制の充実（心理教育相談員、スクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカー） 

○不登校の初期対応の段階から学校を支援する組織体制の整備 

○新たなほっとスクールの開設 

○教育支援チームの拡充 

○【再掲】「特別の教科 道徳」の推進 

 

L7 世田谷の教育を推進する拠点づくり～教育総合センター～ 

専門性の高い研究の推進や教職員の研修に取り組んでいきます。また、

乳幼児期の就園相談、就学相談に関する相談、不登校やいじめなどの相

談等に対応する総合的な教育相談の拠点となり、子どもや保護者の支援

を行うとともに、子どもに関わる専門人材を集約し、専門性の高いチー

ムを組織して学校を支援する連携の拠点とします。さらに、学校教育活

動に関わる機能を集約・一元化し、世田谷の教育を推進する拠点として

整備します。 

■主な取組み例 

○教育総合センター（整備・開設、運営体制） 

○研修・研究機能の充実・研究体制の整備 

○学校運営に関わる各種支援員などの人材バンクの構築・運用 

○【再掲】教育支援チームの拡充 

○幼児教育・保育推進ビジョンに基づく取組み 

○特別支援教育推進計画に基づく取組み 

○(仮称)不登校対策アクションプランに基づく取組み 

 

L8 歴史・文化を次世代へ継承するための文化財の保存活用 

文化財やそれを取り巻く環境が失われることのないよう、幅広い視点で

把握し適切な保存を行うとともに、郷土「せたがや」を次世代へ継承して

いくため、地域の歴史や文化を学び、暮らしの中で活用しながら、地域の

手で守り伝えていくことをめざします。また、保存及び活用の取組みを支

えるため、行政と地域社会との連携による体制づくりをめざします。 

■主な取組み例 

○(仮称)世田谷デジタルミュージアムの構築 

○「せたがや歴史文化物語」の取組みの推進 

○民家園の機能の再検討と事業の充実 

○地域の文化財保護の担い手の育成 

 

L9 家庭教育への支援と幼児教育の充実 

家庭を取り巻く環境が大きく変化する中で、福祉や保健・医療との連携

を図り、家庭教育を支援するとともに、乳幼児期の子どもたちが日々の遊

びや生活のなかで健やかな心と体や、自尊感情、粘りづよくやりぬく力、

相手を思いやる気持ち、自己を表現する力など非認知的能力をはぐくみ、

「生きる力」の基礎を培うための取組みを推進します。 

■主な取組み例 

○家庭教育学級実績のデータベース化、情報発信 

○乳幼児期における教育・保育と小学校教育の円滑な接続 

○「ことばの力」の育成（教科「日本語」との関連） 

○乳幼児教育アドバイザーの派遣 

 

L10 教員が子どもとかかわる時間の拡充 

教員の働き方改革を踏まえ、学校の課題解決を支援する教育支援チーム

の拡充や中学校部活動への人的支援等による教員の負担軽減を図り、教員

が子どもとかかわる時間を拡充します。また、部活動のあり方の検討とと

もに、部活動支援員制度の充実を図るための検討を行っていきます。 

■主な取組み例 

○指導力向上サポート室や人的支援の拡充 

○部活動支援員制度の充実 

○【再掲】教育支援チームの拡充 

○【再掲】特別支援教育巡回チームの設置 

 

※第２次世田谷区教育ビジョンの 10年間で重点的に取り組む事業(重点事業)の

一つである「新中央図書館機能・ネットワークの拡充」については、レファレ

ンス機能の充実、民間活力の導入、学校図書館との連携等の視点も含め、第２

次世田谷区立図書館ビジョン・第２期行動計画に基づき推進します。 
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第１章 第２期行動計画の策定にあたって 
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はじめに 

 

教育委員会は、平成２６年３月に学校教育のみならず、家庭教育への支援や

生涯学習の推進なども視野に入れ、平成２６年度を初年度とする、今後１０年

間の教育の方向性を「第２次世田谷区教育ビジョン」として取りまとめました。

第２次世田谷区教育ビジョンでは、「一人ひとりの多様な個性・能力を伸ばし、

社会をたくましく生き抜く力を、学校・家庭・地域が連携してはぐくむ」こと

を基本的な考え方として掲げ、平成２６年度から平成２９年度の４年間を計画

期間とする、「第１期行動計画」において、教育の基本、原点を的確に見すえた、

適切で地に足のついた施策の着実な推進をめざしてまいりました。 

 この間、改正地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行による教育委

員会制度の改革や、これからの時代に必要となる資質・能力を育んでいくため

の新学習指導要領の告示など、教育を取り巻く状況は大きく変化しております。 

法の下に首長が設置した「総合教育会議」では公開の場での議論が原則とされ、

教育委員会の会議の状況も区民へ公表することとし、教育行政の透明化を図っ

ております。また、新学習指導要領では「社会に開かれた教育課程」を重視し、

社会と情報を共有し連携のもと教育を推進していく考えが示されました。学校

や教職員が抱える課題がより複雑・多様化する中で、学校組織や教職員の専門

性だけで対応することが難しくなってきている状況があり、今後は、教育に関

わる専門人財や地域の教育力を活用し、地域とともに子どもを育てる教育の推

進が一層必要となってまいります。 

また、情報通信技術等の発展や急激なグローバル化などの社会の在り方が変

容する中で、近い将来にはＡＩ（人工知能）の進化等により、現在人間が行っ

ている仕事が機械に代替されるとの予想もありますが、人間がもつ創造性や感

性、自己肯定感、粘り強くやり抜く力等の非認知的能力や、一人ひとりの多様

な個性がこれからの時代を動かす原動力には不可欠であると考えられます。 

このためには、乳幼児期から非認知的能力をはぐくみ、「生きる力」の基礎を

培うことが大変重要です。 

さらに、社会の多様化、社会状況によりそれぞれの家庭が置かれている状況、

また国際化の流れや在住外国人の増加等の状況を踏まえ、人権尊重や教育機会

均等の観点も含め施策を展開していくことが必要です。 

平成３０年度（２０１４年度）から平成３３年度（２０２１年度）の４年間

を計画期間とする第２期行動計画では、第１期行動計画における取組みを踏ま

えるとともに、予測困難な時代を生きる子どもたちにとって必要となる資質・

能力をはぐくむため、「新たな時代をみすえた、豊かな人間性と生きる力の育成

に向けて」を副題として設定し、様々な施策を通して世田谷らしい質の高い教

育を推進してまいります。 
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第１節 第１期行動計画を振り返って  

 

第２次世田谷区教育ビジョンは、「学校教育のみならず、家庭教育への支援や

生涯学習の推進をも視野に入れること」、「前教育ビジョンで築き上げた世田谷

の特色ある様々な教育基盤の定着と内容・質の向上に取り組むこと」、「社会状

況などの変化を的確に把握しつつ、子どもたちや学校等の状況に即応していく

こと」を念頭に置き、教育の基本、原点を見すえた、適切で地に足のついた施

策を着実に推進することとしています。第１期行動計画では、４年間に力点を

置いて横断的に取り組む「リーディング事業」を設定し、様々な施策展開を図

ってきました。 

これまでの主な取組みを振り返り、その課題等を整理しました。 

 

〈世田谷区「学校支援地域本部（仕組み）」の拡充〉 

地域運営学校の区立小・中学校全校指定を機に、学校協議会との関係や学校を支

えるボランティア組織等の役割などを整理すべき時期にきているとの判断から、地域運

営学校の運営の充実を図りながら、学校を支えるボランティア組織等を、世田谷区「学

校支援地域本部（仕組み）」へ位置付け、地域で学校を支える体制づくりを進めまし

た。 

平成２７年度に区立小・中学校７校においてモデル実施を行い、平成２９年度には本

格実施校として小学校２５校、中学校９校に拡大しました。 

今後は、学校支援地域本部の全校での実施に向けて、学校協議会は地域による学

校支援の基盤として捉え「地域への情報発信・地域の総会的な場」、学校運営委員会

は「検討・承認の場」、学校支援地域本部（仕組み）は「学校の教育活動を支援する実

働部隊」としての役割を明確化し、機能する体制づくりや、学校支援コーディネーター

の確保及び人材育成等が必要です。 

 

〈いじめ防止等の総合的な推進〉 

教育環境におけるいじめの早期発見や未然防止、発生後の対応等の重要性が

これまでにも増して高まっており、平成２５年９月の「いじめ防止対策推進法」

の施行を踏まえ、平成２６年３月に策定した「いじめ防止基本方針」に基づき、

いじめの早期発見や未然防止、発生後の適切な対処等、いじめ防止等に関する

総合的な取組みを推進しています。 

いじめ防止プログラムは、①いじめ防止講演会、②いじめ防止ワークショッ

プ、③スクール・バディ・トレーニングの３段階の取組みで構成し、平成２７

年度から全区立中学校で実施に取り組んでいます。 

また、学校生活における児童・生徒の意欲や満足感及び学級集団の状態を測

定し、いじめの発生の予防や不登校になる可能性の高い児童・生徒の早期発見、

よりよい学校づくりに活用するため、平成２７年度より、区立小・中学校の児

童・生徒を対象として、児童・生徒の学級満足度及び学校生活意欲等に関する
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調査を実施しています。 

さらに、世田谷区子ども条例に基づき、子どもの人権を擁護し、子どもの権

利の侵害をすみやかに取り除くことを目的として、区長及び教育委員会の附属

機関として「世田谷区子どもの人権擁護委員（せたがやホッと子どもサポート：

略称 せたホッと）」を平成２５年度に設置し、活動を行ってきました。また、
区が従来から設置していた世田谷区いじめ防止等対策連絡会を拡充し、いじめ

の防止及びいじめの早期発見並びにいじめへの対処に関係する機関及び団体の

連携を図っています。 

 今後は、いじめ防止プログラムの一層の浸透やアンケート調査の活用を図る

とともに、関係諸機関との連携がより一層必要となります。 

 

〈世田谷９年教育の推進〉 

国における教育基本法などの法令改正や、学習指導要領の改訂などの動きを

踏まえ、区民の高い期待と信頼に応え、世田谷区の児童・生徒に適した質の高

い義務教育を実現するため、「学習内容」、「学校運営」、「教職員の研修・研究、

学校への支援」を３つの柱として、「世田谷区教育要領」に基づく教育活動・学

校運営を平成２５年度より全区立小・中学校で完全実施するなど、「世田谷９年

教育」の推進に取り組んでいます。 

「世田谷９年教育」を推進する主な取組みとして、児童・生徒一人ひとりの

学習状況を継続的・定期的に確認するため、春と秋に実施している学習修得確

認調査について、平成２６年度より小学校５・６年生の対象教科を国語、社会、

算数、理科の４教科に拡充するとともに、平成２７年度より調査結果の振り返

りを促すため、算数・数学のフォローアップシートの作成・配布を開始し、平

成２８年度に国語、平成２９年度には英語を対象教科に加えました。また、平

成２８年度より調査結果の経年比較を実施するとともに、平成２９年度からは、

対象学年を小学校４年生まで拡充しました。 

また、中学校の土曜講習会では平成２６年度より開始した習熟度別クラス編

成の試行及び拡充(平成２６年度４校、平成２７年度１４校、平成２８年度２０

校)するとともに、新聞を活用した朝学習（国語）を区立中学校全校で実施する

など、基礎･基本をはぐくむ取組みの一層の充実に向けた取組みを進めています。 

さらに、平成２８年度からは、小学校において、基礎的な学力について支援

を要する児童を対象として、小学校放課後学習支援を実施しました。 

今後も、「学習習得確認調査」の分析等の充実を図り、児童・生徒の基礎・基

本などをはぐくむ取組みを進めることが必要です。 

 

<ＩＣＴを活用した授業の推進> 

ＩＣＴを活用した「わかる授業｣や情報教育の推進、学校教育の質の向上を

図るための環境整備として、小・中学校の普通教室及び特別支援教室へ、タ

ブレット型情報端末と大型提示装置、実物投影機を整備しました。また、タ

ブレット型情報端末については、全区立小・中学校に各４１台を整備すると
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ともに、無線ＬＡＮ等の通信環境を整備し、各授業において子どもたち一人

ひとりがタブレット型情報端末を活用できる環境が整いました。 

今後は、学校全体のＩＣＴ環境の整備、タブレット型情報端末の学校規模

等に応じた整備及びその活用方法の検討や教員のＩＣＴ活用能力の向上に向

けた研修等、デジタル教材の開発・活用などが必要となります。 

 

<世田谷マネジメントスタンダードの策定> 

「世田谷９年教育」の定着など、質の高い学校教育を推進するために、学校

経営や学び舎運営のモデルとして、地域運営学校の推進、「世田谷９年教育」の

推進、教科「日本語」の推進、学校評価システムの推進、人材育成の面で参考

となる「世田谷マネジメントスタンダード」を平成２７年度に策定しました。 

平成２８年度より「世田谷マネジメントスタンダード」に基づく実践を推進

するとともに、その効果の検証に取り組んでいます。 

 

〈特別支援教育の充実〉 

特別支援教育の推進に関しては、学校における指導と、学校を外部から支援

する両面からの体制づくりの必要性から、特別支援学級等の整備及び特別支援

教育体制の充実を進めてきました。 

特別支援学級等の整備では、情緒障害等通級指導学級の計画的な設置ととも

に、東京都教育委員会の「特別支援教室の導入ガイドライン」を踏まえ、平成

２８年４月より、全区立小学校へ「特別支援教室」を導入し、これまで情緒障

害等通級指導学級のある学校で指導を受けていた発達障害等の児童に対して、

在籍校の「特別支援教室」において、教員による巡回指導が受けられる体制を

整備しました。 

通常の学級に対する人的支援のニーズが高いことから、区の新実施計画事業

に位置付けられていた学校包括支援員の増員計画を前倒し、１校に１人の配置

を行いました。教科の補充指導を行う非常勤講師についても配置時数を拡充し、

個に応じた支援の充実に向け取り組んでいます。また、「障害者差別解消法」の

施行（平成２８年４月）を踏まえ、学校包括支援員だけでは対応することがで

きない、児童・生徒の安全確保や学校生活における介助の実施などについて、

支援要員の配置時数を大幅に拡充し、合理的配慮の提供を実施しています。さ

らに、地域ボランティアと協働し、聴覚障害のある児童・生徒のための学校要

約筆記ボランティアモデル事業や小１サポーターモデル事業を実施しています。 

「障害者差別解消法」の施行やインクルーシブ教育システムに関する国や東

京都の動向など、特別支援教育を取り巻く環境は大きく変化しており、通常の

学級における指導・支援のさらなる充実など、今後も教育環境の整備・充実に

継続して取り組んでいく必要があります。 

配慮を要する子どもが、就学（就園）後も充実した学校（園）生活を送るた

めには、きめ細かな支援が必要とされており、学校（園）の人材だけでは対応

することが難しいケースも増加しています。こうした状況を踏まえ、就学（就
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園）後の子どもの状況を専門的な視点で継続的に見守り、学校（園）を支援す

る特別支援教育に関わる専門チーム（特別支援教育巡回チーム）の設置に向け、

取組みを進めることが必要です。 

また、世田谷区におけるタブレット型情報端末モデル事業の実施状況や国の

動向を踏まえ、ＩＣＴの活用に関する教員の知識・技能のさらなる向上に努め

るとともに、特別支援学級等で使用するタブレット型情報端末の整備を進めて

いく必要もあります。 

 

〈幼児教育・保育の推進〉 

 平成２４年８月、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総

合的に推進するための「子ども・子育て関連３法」が可決・成立し、平成２７

年４月より全面施行されました。区では、就学前（幼児）教育の充実のための

研究や、幼稚園教員・保育士の資質向上、区立小学校と公私立幼稚園、保育所

などとの連携を推進し、保育園・幼稚園などの乳幼児期の教育と小学校教育の

円滑な接続が求められていることから、平成２９年度に世田谷区幼児教育・保

育推進ビジョンを策定しました。 

 世田谷区の乳幼児期における教育・保育の推進拠点として、「世田谷区乳幼児

教育支援センター」の機能等の具体的な検討を進めるとともに、ビジョンを踏

まえながら、幼児教育・保育の充実や区内幼稚園や保育所等への支援など、具

体的な施策を進めていきます。 

 また、幼保一体化の取組みについて、「区立幼稚園用途転換等計画」（平成２

６年８月策定）に基づき、平成２８年４月に区立多聞幼稚園を幼稚園型区立認

定こども園へ移行しました。今後は、多聞幼稚園の運営の現状や検証等を踏ま

え、関係所管との調整を図りながら、各園の具体的な移行時期等について整理

する必要があります。 

 

〈学校支援の充実・新教育センターの整備検討〉 

子どもを取り巻く地域や家庭環境、情報環境の変化により、教員には、生活

指導や保護者への対応など、学習指導以外の対応も求められています。区立幼

稚園、小・中学校において発生する学校（園）だけでは対応が難しい課題につ

いて、学校（園）が適切に対応し、その深刻化の未然防止や早期解決を図るこ

とが出来るように、平成２７年度に「教育支援チーム」を設置し、心理、社会

福祉、法律、精神科を専門とする医師等の専門家が専門的立場からの指導･助言

を行っています。 

 また、教員が児童・生徒と向き合う時間の拡充に向けて、区立小・中学校に

おける財務会計・人事庶務・文書管理システムの導入（平成２８年７月～平成

２９年４月）や給食費収納の公会計化（中学校（２校を除く）は平成２９年度、

小学校（中学校２校を含む）は平成３０年度）などを通し、教員が担っている

事務の軽減を図っています。 

 こうした取組みと併せて、「学校教育の総合的なバックアップセンター」とな
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る新教育センターの整備検討を進め、平成２９年度に「世田谷区教育総合セン

ター構想」を取りまとめました。 

 第２次世田谷区教育ビジョンで掲げる教育の実現に向けて、教職員・保育者

や学校(園)・保育所等への支援をはじめ、世田谷のめざす教育の推進、子ども

一人ひとりの学びや育ちの支援、学校・家庭・地域及び教育関係機関との連携・

協働の促進など、未来を担う子どもを地域とともにはぐくむ教育の拠点となる

教育総合センターの整備・運営が必要となります。 

 

〈学校図書館機能の充実〉 

 児童・生徒の読書活動等を支援するため、学校図書館を充実しています。第

２次世田谷区立図書館ビジョンや改正学校図書館法の主旨を踏まえ、平成２７

年度より、委託により図書館司書等の資格を有する者を配置する運営体制へ改

善を図っています。平成２９年度には、小学校３６校、中学校１６校を学校図

書館運営体制改善校とし、今後も段階的な移行を行っていきます。 

 さらに、学校図書館の一層の充実に向けて、学校図書館管理システムの活用

による図書の貸出返却業務の効率化を図っています。今後は、地域図書館と学

校図書館の連携等について検討していく必要があります。 

 

〈世田谷の伝統文化を伝え未来にいかす取組み〉 

 地域の文化財を的確に把握し、周辺環境も含めて総合的かつ計画的に文化財

を保存・活用していくための基本的な方針として「世田谷区文化財保存活用基

本方針」を平成２８年度に策定しました。基本方針として、文化財とそれを取

り巻く環境の一体的な保存の推進、文化財に関する総合的把握及び情報化の推

進、地域住民が主体となった保存・活用の促進、世田谷の郷土を学べる場や機

会の充実、世田谷の歴史・文化に関する情報の効果的な発信が挙げられていま

す。 

今後は、基本方針に基づき、文化財の保存と活用の取組みを推進していきま

す。 

 

〈教育推進会議の実施〉 

 平成２７年４月に改正地方教育行政の組織及び運営に関する法律が施行され、

区長と教育委員会が教育政策を協議・調整する「総合教育会議」が区長によっ

て設置されました。教育委員会で設置した「教育推進会議」と連携し、シンポ

ジウムやワークショップの会場で公開の場で議論するなど、広く区民と教育課

題の共有を図ってきました。これまでの会議では、教育に関する大綱の策定を

はじめ、特別支援教育、幼児教育、家庭教育への支援、新教育センター、学校

支援などから、いくつかの論点を設定して区長と教育委員会で議論を重ね、教

育に関する諸計画や方針等の策定にいかされています。 
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<家庭教育への支援> 

家庭の教育力の向上をめざして、家庭教育に関する学習機会の提供や情報交

換の充実を図るとともに、庁内関係課の横断的な体制として家庭教育支援推進

関係課連絡会を設け、家庭教育の支援に関する取組みを情報発信しています。        

また、区立の全幼稚園、小・中学校ＰＴＡで実施する家庭教育学級では、教育 

委員会が積極的に取組みを推進する教育課題について、家庭においても課題と

して共有できるテーマを毎年度「共通テーマ」として示しました。 

今後も、家庭教育学級や講演会などを通した親の学びへの支援や家庭教育の

啓発と必要な情報提供の充実を図るとともに、多くの会員の参加促進を図る工

夫への支援や世田谷区子ども計画や区長部局の事業との連携が必要です。 

 

<体力向上・健康推進の取組み> 

平成２６年度に、学識経験者、教育委員会、区立小・中学校、大学、ＰＴＡ、

区長部局関係所管等で構成する｢体力向上・健康推進検討委員会｣を設置し、総

合的な体力向上と健康推進に向けた取組みを検討するとともに、委員会の中に

分科会を設置し、｢体力向上｣、｢健康教育｣、｢幼児教育｣、｢地域との連携｣とい

った視点から検討を行いました。委員会及び分科会での議論を踏まえ、｢体力向

上・健康推進シンポジウム」を開催するとともに、委員会より、区立学校(園)

へ体力向上と健康推進に向けた取組みについての提言が示されました。学校

（園）では、示された具体的な方策に検討を加え、平成２７年度より「心と体

の元気アップ!～世田谷３快プログラム＜快眠・快食・快運動＞」の実践モデル

校での試行事業を実施し、実践モデル校の授業公開や体力向上モデル校の報告

等を踏まえ、平成２９年度より全学校（園）で取組みを推進し、園児・児童・

生徒の体力向上・健康推進を図っています。 

 

 

<子どもたちが体験・体感する機会の拡充> 

自然体験学習や移動教室等の校外学習、小動物の飼育・動植物とのふれあい

等を通じて、子どもたちが体験・体感する機会の拡充に向け、川場移動教室（小

５）、日光林間学園（小６）、河口湖移動教室（中１）を実施するとともに、東

京都の小学校動物飼育推進校として小学校１校（平成２６年度開始）、世田谷区

立小学校・幼稚園における動物飼育支援活動モデル事業として小学校６校（平

成２６年度開始）を指定し、他と共生する心や情操等の育成を図っています。 

また、区立小・中学校の児童・生徒が自らの才能や個性に気づき、将来の夢

や目標を発見し成長する機会として、各界の第一線で活躍する講師による、普

段の授業や生活では経験できない体験学習講座を実施する「才能の芽を育てる

体験学習」について、平成２９年度より、子どもたちの体験・体感の機会を一

層充実するために５つの柱（探求、表現、体力・健康、国際理解、環境）を設

定し対象を幼児まで広げるなど、「新・才能の芽を育てる体験学習」として事業

を拡大しました。 
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第２節 第２次世田谷区教育ビジョン策定後の動き       

１．国や都の動き 

（１）教育委員会制度の改革 

教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政におけ

る責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るとと

もに、地方に対する国の関与の見直しを図ることを目的に、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律が改正され平成２７年４月１日に施行されました。 
 

＜教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置＞ 

これまでの教育委員会には、教育委員会の代表者である非常勤の「教育委

員長」と、具体的な事務執行の責任者であり、事務局の指揮管理者の常勤の

「教育長」がおり、責任者がわかりにくい点や、いじめ等の問題に対して必

ずしも迅速に対応できていないなどの声もありました。 
教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置により、教育行政に

おける責任体制の明確化や、緊急時にも、常勤の教育長が教育委員会会議の

招集を判断できる等の迅速な危機管理体制の構築を図りました。世田谷区で

は法改正前に就任した教育長の任期満了後の平成２８年１２月に、区長の任

命により新教育長を設置し、新たな教育委員会制度による教育行政をスター

トしました。 
 

＜首長（区長）による「総合教育会議」の設置と教育に関する「大綱」の策定＞ 

予算編成・執行や条例案の提出など首長は教育に関する大きな権限を持っ

ていますが、公立学校の設置・管理・廃止や、教職員の人事、教育課程、生

徒指導などの教育に関する事務は教育委員会に職務権限があります。首長と

教育委員会が教育政策の方向性を共有し、一致して執行にあたるため、区長

と教育委員会で構成する「総合教育会議」を首長が設置し、教育行政の大綱

の策定や、教育の条件整備など重点的に講ずべき施策を議論・調整すること

となりました。会議は原則公開で行われ、首長が教育行政に果たす責任や役

割が明確になるとともに、公の場で教育政策について議論することが可能と

なりました。 
また、首長が教育に関する大綱を策定することで、地方公共団体としての

教育政策に関する方向性の明確化が図れます。世田谷区では平成２７年５月

に第１回目の総合教育会議を開催し、区長が「世田谷区教育、学術及び文化

の振興に関する総合的な施策の大綱」を策定し、第２次世田谷区教育ビジョ

ンの「教育目標」、「今後１０年間の基本的な考え方」、「３つの基本方針」及

び「６つの施策の柱」を「大綱」としました。 

 

（２）教育再生実行会議の提言 

２１世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し、教育の再生を実行に移し
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ていくため、内閣の最重要課題の一つとして教育改革を推進する必要から、

平成２５年１月に教育再生実行会議の開催が閣議決定されました。これまで、

第一次提言「いじめの問題等への対応について」（平成２５年２月２６日）か

ら、第十次提言「自己肯定感を高め、自らの手で未来を切り拓く子供を育む

教育の実現に向けた、学校、家庭、地域の教育力の向上」（平成２９年６月１

日）まで、日本が直面している教育課題について、改善に向けた提言を行っ

ています。前項で挙げた「教育委員会制度の改革」も第二次提言「教育委員

会制度等の在り方について」（平成２５年４月１５日）を受けた取組みの一つ

です。 

また、第九次提言「全ての子供たちの能力を伸ばし可能性を開花させる教

育へ」（平成２８年５月２０日）では、「発達障害などの障害のある子供たち

への教育」、「不登校等の子供たちへの教育」、「学力差に応じたきめ細かい教

育」等、個に応じた教育の充実を示し、第十次提言「自己肯定感を高め、自

らの手で未来を切り拓く子供を育む教育の実現に向けた、学校、家庭、地域

の教育力の向上」（平成２９年６月１日）では、「学校、家庭、地域の役割分

担」、「家庭、地域の教育力の向上」を示し、学校の教育力の向上のための教

師の働き方改革の取組みを提示しています。 

今後は、これらの提言を受けた制度改正の動き等に注視するとともに、新

たな取組みに適切に対応していく必要があります。 

 

（３）新学習指導要領（幼稚園：平成３０年度～、小学校：平成３２年度～、

中学校：平成３３年度～） 

今回の改訂の基本的な考え方として、教育基本法、学校教育法などを踏ま

え、これまでの学校教育の実績や蓄積を活かし、子どもたちが未来社会を切

り拓くための資質・能力を一層確実に育成することと、その際に、子どもた

ちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し、連携する「社会に開か

れた教育課程」を重視したこと。知識及び技能の習得と思考力、判断力、表

現力等の育成のバランスを重視する現行学習指導要領の枠組みや教育内容を

維持した上で、知識の理解の質をさらに高め、確かな学力を育成すること。

先行する特別教科化など道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関

する指導の充実により、豊かな心や健やかな体を育成することが挙げられて

います。 
また、知識の理解の質を高め資質・能力をはぐくむ「主体的・対話的で深

い学び」の実現として、各教科等の目標及び内容を、①知識及び技能、②思

考力、判断力、表現力等、③学びに向かう力、人間性等の三つの柱で再整理

するとともに、これまでの教育実践の蓄積を確実に引き継ぎ、子どもたちの

実態や教科等の学習内容等に応じた指導の工夫改善や授業改善を行うことと

しました。 
さらに、教育課程に基づく教育活動の質を向上させ、学習の効果の最大化

を図るカリキュラム・マネジメントに努めるものとしています。 
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教育内容の主な改善事項として、小学校中学年で「外国語活動」を、高学

年で「外国語科」を導入するなどの外国語教育の充実や、言語能力の確実な

育成、理数教育の充実、伝統や文化に関する教育の充実、道徳教育の充実、

体験活動の充実が挙げられ、更に、幼稚園教育要領や、主権者教育、消費者

教育、防災・安全教育などの充実、情報活用能力（プログラミング教育を含

む）、部活動、子どもたちの発達の支援などがその他の重要事項として示され

ました。 
また、これに先立ち、中央教育審議会の答申「道徳に係る教育課程の改善

等について（中教審第 176号）」が出され、これまで道徳の時間として学習し

ていた「道徳」が、「特別の教科 道徳」として教科化され、平成３０年度に

小学校、平成３１年度に中学校で授業が実施されます。 
区では、学習指導要領を踏まえ、独自の世田谷区教育要領を作成していま

す。今回の学習指導要領の改訂内容を踏まえながら、世田谷らしい教育の推

進のために、世田谷区教育要領の改訂を行っていきます。 
 

（４）東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定  

  ２０１３年（平成２５年）９月に、東京 2020オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会の開催が決まりました。世田谷区では、馬事公苑で馬術競技が実

施されるとともに、大蔵運動場と大蔵第二運動場でアメリカ選手団のキャン

プが実施される予定です。区では、この好機を逃すことなく、２０２０年に

向けて様々な分野から取組みを進め、世田谷区の将来に多くのレガシーを残

しておきたいという考えのもと、「２０２０年に向けた世田谷区の取組み～東

京 2020大会後を見据えて」を平成２９年１月に策定しました。 
  地域スポーツの振興や、あらゆる人が文化・芸術に触れることができる環

境の整備、未来の共生社会を担う子どもたちをはぐくむなど、教育分野に関

わりの深い取組みも挙げられています。 
  
２．区の動き 

（１）教育委員会事務局の組織改正  

  平成２９年４月に、約１０年振りとなる大規模な組織改正を行いました。 
生涯学習や図書館を担う「生涯学習部」の新設や、総合型地域スポーツ・

文化クラブをスポーツ部局より事務移管するなど、生涯学習施策の総合的な

推進を図っています。 
また、教育総合センターの機能検討や整備の推進体制のより一層の充実を

図るための「新教育センター整備担当課」の新設や、学校支援を強化するた

めの「副参事（第２次教育ビジョン推進担当）」の新設、さらに、教育環境に

関する計画・調整及び施設維持機能等を集約し、より効率的・効果的に施策

を推進するため、教育環境推進担当部を廃止し、一部業務を担う「教育環境

課」に改組するとともに、「副参事（教育施設担当）」を新設するなど、学校

教育及び学校経営の充実を図っています。 
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（２）世田谷区の教育に関する諸計画や方針の策定 

＜第２次世田谷区立図書館ビジョン＞ 

 平成２２年に策定した世田谷区立図書館ビジョン（第１次図書館ビジョン）

で掲げた「知と学びと文化の情報拠点」という基本理念のもと、平成２６年

３月に策定された世田谷区基本計画及び第１次図書館ビジョンにおける成果

と課題を踏まえ、新しい図書館サービスを推進することを目的として、平成

２７年４月に「第２次世田谷区立図書館ビジョン」を策定しました。第２次

世田谷区立図書館ビジョンでは、子どもサービスの充実を図るために、これ

まで関連計画として位置付けてきた「世田谷区子ども読書活動推進計画」を

施策体系に取組み、子どもたちが読書に親しみ、楽しむための施策をより一

層推進しています。 
 
＜世田谷区特別支援教育推進計画＞ 

  平成２６年の「障害者の権利のための条約」発効や平成２８年４月施行の

「障害者差別解消法」など、特別支援教育を取り巻く環境の変化に的確に対

応してくため、平成２７年３月に「世田谷区における特別支援教育の今後の

推進のあり方」をとりまとめました。その中で設定したリーディング事業を

さらに拡充し、平成２８年度から平成２９年度までの２年間にわたる事業活

動を規定した「世田谷区特別支援教育推進計画」を平成２８年４月に策定し

ました。 
 
＜世田谷区文化財保存活用基本方針＞ 

  第２次教育ビジョンで掲げた「郷土を知り次世代へ継承していく取組み」

を推進するものとして、地域の文化財を的確に把握し、周辺環境を含めて総

合的かつ計画的に文化財の保存・活用していく方針として「世田谷区文化財

保存活用基本方針」を平成２９年３月に策定しました。 
 
＜世田谷区教育総合センター構想＞ 

  教員、学校、子ども・保護者への支援の充実の観点から、平成２７年度に

「世田谷区新教育センター基本構想検討委員会」を設置し、機能面の検討を

進め、世田谷区の教育推進の中核的な拠点として、幼稚園・保育所等と小・

中学校を支援する「（仮称）世田谷区新教育センター構想（素案）」を取りま

とめました。平成２８年度に「世田谷区新教育センター施設基本構想策定委

員会」を設置し、機能面の検討を進めるとともに、教員向けのワークショッ

プ等の開催や教員やＰＴＡへのアンケートを実施し、教職員等からも意見を

伺う機会をつくり、その内容なども踏まえ、平成２９年６月に機能面・施設

面の構想となる「世田谷区教育総合センター構想」を策定しました。 
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＜世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン＞ 

  第２次世田谷区教育ビジョンで掲げた「幼児教育の推進」や、区の「子ど

もを中心とした保育」を実現するための基本的な指針となる「世田谷区保育

の質ガイドライン」など、保育・幼児教育の質の向上に取り組んでいます。 
世田谷区が乳幼児期にはぐくみたい力など乳幼児期の教育・保育のあり方

を明確にし、区全体で乳幼児期の教育・保育の充実に取り組むため、平成２

８年６月より、策定委員会を設置し検討を進め、平成２９年７月に「世田谷

区幼児教育・保育推進ビジョン」を策定しました。 
 
＜（仮称）不登校対策アクションプラン＞ 

  これまで区では、平成２１年５月に策定した「世田谷区における不登校対

策のあり方」に基づく対策を講じてきましたが、不登校の児童・生徒数は依

然として増加傾向にあり、不登校に至る経緯も複雑化、多様化してきていま

す。不登校に係る今般の状況や平成２９年２月の「義務教育の段階における

普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」（以下「教育機会確保

法」という。）の施行、世田谷区不登校対策検討委員会における検討状況など

を踏まえ、不登校の児童・生徒に係る具体的な取組みを「（仮称）不登校対策

アクションプラン」として、平成３０年３月に策定する予定です。 
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第３節 第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画の 

位置付け・構成 
                   

第２次世田谷区教育ビジョンは、教育基本法第１７条第２項に基づく「世田

谷区の教育の振興のための施策に関する基本的な計画（教育振興基本計画）」と

して、平成２６年３月に策定し、平成２６年度から、おおむね１０年間を通し

て、そのめざすべき教育の姿を明らかにしています。 

そのことから、第２次世田谷区教育ビジョンの基本的な部分は継承していま

す。しかし、ビジョン策定からおおむね４年を経ており、教育をめぐる社会情

勢の変化などに対応し、また、今回の第２期行動計画の策定にあたっての第１

節「第１期行動計画での取組み」や、第２節「第２次世田谷区教育ビジョンの

策定後の動き」等を踏まえ、ビジョンの「施策の柱」については、従来の「６

つの施策の柱」から「８つの施策の柱」にその内容を整理しています。 

 
■他計画との関連イメージ図 
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■子ども計画 
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第２次世田谷区教育ビジョン 

 

世田谷区基本計画・新実施計画・公共施設等総合管理計画 

整合・連携 
第２期行動計画 

整合・連携 

 

世田谷区基本構想 

教育関連計画・方針 

・世田谷区教育の情報化推進計画 

・世田谷区立小・中学校の適正規模化・適正配置に関する具体的な

方策（第２ステップ） 

・世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン 

・区立幼稚園用途転換等計画 

・世田谷区特別支援教育推進計画 

・（仮称）不登校対策アクションプラン（平成２９年度策定予定） 

・世田谷区教育総合センター構想 

・世田谷区文化財保存活用基本方針 

・第２次世田谷区立図書館ビジョン 
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■計画期間のイメージ図 
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■構成（教育目標、基本的な考え方、基本方針、施策の柱の関連） 
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すべての教育活動を通して人権教育を推進、４つの育てたい子ども像、 

地域とともに子どもを育てる教育の推進 教育目標 

重点事業(８つ) 
人権尊重の推進ネットワークの充実、地域の教育力をいかした学校支援の推進、「世田谷９年教育」の定着

と質の向上、ニーズに応じた特別支援教育の推進、新教育センターの整備、新中央図書館機能･ネットワー

クの拡充、学校の適正規模化･適正配置の推進、世田谷区文化財保存活用基本方針に基づく取組みの推進 
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第４節 教育目標                        

 

すべての区民が人権尊重の理念を正しく理解し、様々な差別や偏見をなくし、

人としての尊さを自他ともに認識し、また、思いやりの心や社会生活における

基本的なルールを身に付け、社会に貢献しようとする精神をはぐくんでいくこ

とが求められます。教育委員会は、人権尊重の理念を広く社会に定着させると

ともに、互いを尊重し、支えあうために教育の果たす役割は極めて大きいとの

認識にたち、人権尊重の精神を基調とし、すべての教育活動を通して人権教育

を推進します。 

また、我が国を取り巻く環境が大きく変容する中で、人が人として生きるう

えで大切なもの、日本人としてのアイデンティティ、グローバル社会で活躍す

るための資質・国際感覚、自ら考え、解決に向けて行動する力などを身に付け

た人を育成することが重要であるとの認識にたち、以下の教育目標を定め、推

進します。 
 

世田谷区教育委員会は、育てたい子ども像を次のように定めます。 

○ ひとの喜びを自分の喜びとし、ひとの悲しみを自分の悲しみとすることので
きる子ども 

○  生きることを深く愛し、理想をもち、自らを高めようとする志をもつ子ど
も 

○ 日本の美しい風土によってはぐくまれ伝えられてきた日本の情操や、文化・
伝統を大切にし継承する子ども 

○ 深く考え、自分を表現することができ、多様な文化や言語の国際社会で、世
界の人々と共に生きることのできる子ども 

このことによって、自他を敬愛し、理想と志をもち、我が国と郷土を愛し、
世界の人々とともに生きることのできる自立した個人の育成を期するととも
に、新しい豊かな文化の創造をめざす教育を推進します。 

 

また、区民のだれもが、生涯を通して自ら学び、その成果をいかして生き
がいをもち、豊かな人生を送ることができる社会の実現をめざします。 

 

教育は、学校・家庭・地域がそれぞれの役割と責任を自覚して相互に連携・
協力し、地域に根ざして行うことが重要であるとの認識に立ち、地域ととも
に子どもを育てる教育を推進します。 
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第５節 基本的な考え方              

 

本ビジョンでは、教育目標の実現に向け、学校・家庭・地域が連携・協働し

て取り組むことを一層重視し、さらに、誰もがひとしく生涯を通じて学ぶ意欲

をもち、多様な能力や個性を発揮できる地域社会をつくるため、基本的な考え

方を次のとおり設定しました。 
 

 

 

 

 

（多様性の尊重） 

一人ひとりの個性や能力はそれぞれ異なっています。その多様な個性や能力

を伸ばし、互いを尊重し協調しながら、充実した人生を主体的に切り拓いてい

くことが求められます。 

特に、成長期にある子どもへの教育は、改めて教育の基本にたちかえり、子

ども一人ひとりがもつ多様な個性や能力を十分把握した上で、個に応じた指導

を発達段階に応じて、きめ細かく系統的に行っていくことが重要です。 

 

（生き抜く力の育成） 

 変化の激しい時代を担う子どもたちは、これからの社会を自立的に生きるた

めの基礎となる、「豊かな知力」「豊かな人間性」「健やかな身体・たくましい心」

をバランスよくはぐくむことが求められます。 

子どもの学習の状況、心や身体の状況などを的確に捉え、子どもたちの力を

着実に伸ばし、自立した一人の人間として力強く生きていくための総合的な力

を身に付けていくことが重要です。 

また、生涯を通して、自ら学び、その成果を発揮し豊かな人生が送れるよう、

そのライフステージや置かれた状況に応じた学習環境の確保・充実等が大切で

す。 

 

（学校・家庭・地域との連携） 

 世田谷区では、学校選択制を採らず、長年にわたって地域と一体となり、地

域の様々な教育力を活用した「地域とともに子どもを育てる教育」を実践して

きています。 

 教育に関する家庭や地域の声に応えていくためには、学校がより地域に開か

れ、家庭や地域に学校運営や教育活動への参画を積極的に求めて、地域と一体

となって豊かな教育の場をつくりだしていくことが必要です。さらに、学校・

家庭・地域がそれぞれの役割を果たすとともに、補完しあう双方向の協力や信

頼関係を構築していくことが重要です。 

一人ひとりの多様な個性・能力を伸ばし、社会をたくま

しく生き抜く力を、学校・家庭・地域が連携してはぐくむ 
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第６節 ３つの基本方針                     

 

基本方針は、教育目標を達成するための学校教育や生涯学習の推進に向けた、

基本的な方向性を示すものです。世田谷区教育委員会は、基本的な考え方に沿

って、以下の基本方針に基づき、総合的に教育施策を推進します。 
 
 
 
 
 

 
子どもたちは、発達段階を通して、家庭で、学校で、地域の中で育っていき

ます。子どもたちの健全育成を推進していくには、子どもの教育の担い手であ

る学校・家庭・地域がそれぞれの役割を十分果たすとともに、互いに連携・協

働していくことが重要です。 
家庭における教育は、教育の原点であり、その自主性を尊重しつつも、学校

や地域との連携の中で、家庭での教育が行われるよう、家庭教育を支援する情

報の提供や学習機会の充実など、福祉部門との連携を含め、地域全体で親子の

「学び」や「育ち」を支える環境づくりの推進により、家庭教育への支援を強

化していきます。 
また、これまで以上に地域がもつ教育力の重要性を認識し、その教育力を高

める取組みとともに、地域に根ざした学校づくりを進め、学校・家庭・地域が

連携・協働する基盤づくりを推進していきます。 
こうした基盤をもとに地域で子どもたちの学びを支援するとともに、学校を

中心とする地域コミュニティの活性化や地域防災・文化・スポーツなど、地域

の絆の形成につながる活動を支援していきます。 
保護者・地域の方々の力を学校運営にいかす「地域運営学校」の運営の充実

や、学校評価システムによる学校改善に継続して取組みます。 
さらに、地域運営学校の区立学校全校の指定を機に、学校支援地域本部の導

入や学校協議会との関係整理とあわせて、保護者や地域の方々をはじめとした

学校を支えるボランティア組織の効率的な運営に向け、子どもたちを取り巻く

課題などに対応する地域ぐるみの活動を支援する仕組みや、学校をさらに安定

的、継続的に支援するための体制づくりを推進していきます。 
今後も、世田谷らしい豊かな教育資源や基盤などを活用しながら、学校・家

庭・地域が連携・協働し、地域とともに子どもを育てる教育、地域とともにあ

る学校づくりを推進します。  
 
 
 

◆基本方針１ 地域とともに子どもを育てる教育の推進 

～世田谷らしい豊かな教育基盤をいかし、学校・家庭・地域が連携・協働

し、地域とともに子どもを育てる～ 
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子どもたちには、いかに社会が変わろうとも、自ら課題を見付け、自ら学び

考え、主体的に判断・行動し、よりよく問題を解決する資質や能力など、これ

からの社会を生き抜く力の基礎となる「豊かな人間性」、「豊かな知力」、「健や

かな身体・たくましい心」を義務教育でしっかりと育てていくことが重要です。 
これまで取り組んできた質の高い義務教育の実現をめざす、「世田谷９年教

育」の推進とその定着、そして質・内容の向上に取り組む中で、言語活動を重

視しながら、ＩＣＴを活用しつつ、基礎・基本となる知識や思考力、判断力、

表現力など主体的に学習に取り組む意欲や態度などの豊かな知力を育成します。 
また、子ども一人ひとりがかけがえのない大切な存在であるとの認識にたち、

人権尊重の精神を基調とする教育を推進していく中で、道徳性、社会性や豊か

な感性をはぐくむ教育を推進するとともに、学校の指導等を通して自らの個性

や能力を伸ばそうとする意欲や態度につながる子どもの自己肯定感を高めてい

くなど、豊かな人間性を培います。 
さらに、子どもの体力の向上を図るため、学校における体育・健康に関する

教育の充実、部活動の充実、家庭や地域と連携した食育の推進等を図る中で、

児童・生徒が基礎的な体力を身に付けられるよう、系統的な学習機会等を充実

し、健やかな身体・たくましい心をはぐくみます。 
また、他者や他世代、自然などとのかかわりやつながりをもち、「実物」を体

験・体感する機会を充実するとともに、国際理解や環境に関する教育などを推

進し、持続可能な社会の形成者としての成長をはぐくみます。さらに、子ども

の安全・安心を確保するため防災教育を含め安全教育を推進します。 
子ども一人ひとりの教育的ニーズに対応するため、一人ひとりの状況に応じ

た指導・支援の充実や教育相談体制・不登校対策の充実など、教育基盤の整備

を図るとともに、インクルーシブ教育システムなど新たな特別支援教育施策に

ついて、国や都の動向を注視しながら対応していきます。 
また、教育の成否は、「人」にあります。教職員の資質・能力の総合的な向上

や学校のマネジメント力の向上を図るため、教職員の研修や教職員による研究

活動等の環境を整備・充実し、教職員のキャリア支援等を通して、世田谷にふ

さわしい教職員を育成し、保護者や地域の方々からの信頼に応えていきます。 
さらに、学校をはじめとする教育施設の老朽化への対策を図るとともに、学

校の適正規模化・適正配置や、環境への配慮、ＩＣＴ化への対応など、次代へ

つなげる教育環境等の整備に積極的に取組み、安全で安心な信頼される学校づ

くりを推進します。 

◆基本方針２ これからの社会を生き抜く力の育成 

～一人ひとりが多様な個性や能力を発揮しながら、人とかかわり、自ら「感

じ」「考え」「表現する」力をはぐくむ～ 



21 
 

 
 
 
 
 
区民一人ひとりが多様な個性・能力を伸ばし、充実した人生を主体的に切り

拓いていくために、また、くらしや地域の課題を主体的に解決し住みよいまち

づくりを促進していくために、区民のだれもが生涯にわたって自ら学び続け、

その成果を次代につなげていく生涯学習への支援が重要です。 
区民が生涯を通して主体的・自主的に学べる環境、区民の多様なニーズに応

える「学び」の環境を整備するため、学校施設や図書館の活用とともに、区長

部局、区内大学、ＮＰＯなどの民間団体、企業等との連携などによる学習機会

の拡充への取組みを推進します。 
また、区民との協働により、子どもから高齢者までの様々な学習ニーズに応

える社会教育事業を推進していくとともに、環境や防災などの現代的・社会的

な課題や、地域の課題の解決につながる学習機会等を充実させ、その成果を具

体的な実践につなげ、地域づくり、まちづくりの担い手となる人材の育成支援

を進めます。 
さらに、区内で発見され、継承されている文化財について、登録・指定制度

を活用した適切な保護や活用を図るとともに、郷土の歴史や文化などに関する

学習機会や体験活動等の充実、学習環境の整備などを促進し、郷土「世田谷」

の豊かな歴史・文化を次代へ継承していく取組みを推進します。 
青少年・若者の自立と社会参加のための学習支援を推進し、区長部局とも連

携しながら、次代の地域を支える人材を育成するとともに、青少年・若者が自

主的に活動できる場の拡充などを促進します。 
知と文化のネットワークを形成し、暮らすことに価値観を感じるまちをつく

ります。 

様々な年代の多様な区民が文化資源にふれ、感じ、学ぶことで、心豊かな、

ネットワークを形成し、世田谷からの文化発信や時代に即した公共文化施設の

あり方を整え、生涯を通した学びの場の充実など、学びと文化をはぐくみます。 

区民の学習活動の基盤となる図書館については、人々が集い交流する知と文

化の情報拠点をめざし、中央図書館の規模・機能等の拡充や地域図書館、地域

図書室、図書館カウンターを含めた、図書館ネットワークの充実を推進してい

きます。 
また、区民ニーズや社会状況の変化に柔軟に対応するため、蔵書の充実をは

じめ、ＩＣＴの活用による電子化への対応、課題解決支援機能の強化、運営体

制の構築などの取組みにより区民の利便性の向上を推進し、地域の情報拠点と

しての図書館機能の充実を図るとともに、学校図書館との連携の強化などによ

る子どもの読書活動の充実をめざします。

◆基本方針３ 生涯を通じた学びの充実 

～生涯を通じて誰もがいつまでも学ぶ意欲をもち、その成果を次代へつな

ぐことのできる地域社会をめざす～ 
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第７節 ８つの施策の柱                     

本ビジョンがめざす教育目標の実現に向けて、世田谷区がこれまで培ってき

た、豊かな地域の教育基盤をいかし、地域との連携・協働による教育を推進す

るとともに、家庭は全ての教育の出発点となることから、家庭教育への支援と、

幼児教育の充実を図ります。 

そして、「世田谷９年教育」の着実な取組みにより、子どもたちの豊かな人間

性と豊かな知力、健やかな身体・たくましい心のはぐくみと、これからの社会

を生き抜くための資質・能力を育成するとともに、教員の資質・能力の向上や

多面的な学校支援により、質の高い教育を推進します。 

また、配慮を要する子どもたちの能力や可能性を最大限に伸長する特別支援

教育の充実や、子どもたちの個性を伸ばす様々な体験・体感する機会の拡充な

ど、多様な個性がいかされる教育を推進します。 

さらに、子どもたちの安全安心と学びを充実する、より良い教育環境の整備

を推進します。 

そして、生涯を通じて区民が主体的に学び、学んだことをいかす機会や場づ

くりを通じた地域コミュニティづくりを促進します。 

そして、区民に開かれた教育委員会を推進し、これら第２次世田谷区教育ビ

ジョンの取組みの実現を図ります。 

以上のことを踏まえ、本ビジョンでは、次の８つの施策の柱を掲げました。 

 

 

 

Ⅰ 地域との連携・協働による教育 

Ⅱ 家庭教育への支援と乳幼児期からの教育の推進 

Ⅲ 「世田谷９年教育」で実現する質の高い教育の推進（学習内容） 

Ⅳ 「世田谷９年教育」で実現する質の高い教育の推進（学校経営 

・教員支援） 

Ⅴ 多様な個性がいかされる教育の推進 

Ⅵ 教育環境の整備・充実と安全安心の確保 

Ⅶ 生涯を通じて学びあう地域コミュニティづくり 

Ⅷ 開かれた教育委員会の推進 
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Ⅰ 地域との連携・協働による教育 

教育委員会では平成９年度に、全国に先駆けて区立小・中学校に学校協議

会を設置し、地域とともに子どもたちの健全育成、地域防災・防犯、教育活

動の充実を進めてきました。また、保護者や地域が一定の権限と責任をもっ

て学校運営に参画する地域運営学校の指定を平成１７年度から開始し、平成

２５年度までに全区立小・中学校の指定を完了しています。 

今後は、「地域運営学校」をはじめ、保護者や地域の方々が様々な教育支援

活動に関わるしくみ「学校支援地域本部」を活用するとともに、区立小・中

学校や学び舎を拠点に、地域の特色ある教育力や教育資源をいかし、地域と

ともに子どもを育てる教育を一層推進します。 

また、学校も地域コミュニティを形成する重要な核として、地域防災や文

化・スポーツ活動などの地域活動に貢献していきます。 

 

Ⅱ 家庭教育への支援と乳幼児期からの教育の推進 

子どもたちが多くのことを学び、成長する場として、家庭における教育は

きわめて重要です。家庭環境の多様化や地域社会の変容等に対応するため、

これまで、家庭教育に関する学習機会の提供や情報交換の充実を通して家庭

教育充実に向けた取組みを進めてきました。 

今後は、親の学びの機会や場の提供などを支援し、家庭教育の情報提供の

充実、親同士や地域との連携などを通して、豊かな親子関係づくりや、家庭

の教育力の向上のための支援を充実させていきます。 

また、「幼児教育・保育推進ビジョン」（平成２９年７月策定）に基づき、

世田谷区がこれまで取り組んできた「ことばの力」の育成や「外遊び」を一

層充実するなど、世田谷区の特色をいかした取組みを進めるとともに、子ど

も一人ひとりの特性に応じた教育・保育の充実、保育者等の資質及び専門性

の向上、幼稚園・保育所・認定こども園・小学校との連携、地域で見守り支

える教育・保育を推進していきます。 

 

Ⅲ 「世田谷９年教育」で実現する質の高い教育の推進（学習内容） 

「世田谷９年教育」では、児童・生徒に必要な基礎的な力、資質を義務教

育９年間の教育課程ではぐくむため、平成２４年３月に定めた「世田谷区教

育要領」をもとに、各学校だけでなく学び舎を核に、地域の教育力と特色を

いかした教育を推進してきました。平成２５年度から、区立の全小・中学校

で完全実施しています。 

今後は、「世田谷区教育要領」に基づき、ＩＣＴを活用しつつ、教科「日本

語」や理数教育をはじめとする質の高い教育を推進するとともに、指導力の

改善・充実を図ります。また、新学習指導要領を見据え、英語教育や理数教

育の充実をはじめ、国際理解や環境に関する教育、防災・安全教育など、こ

れからの社会を生き抜くために必要な資質・能力の育成や、健やかな身体・

たくましい心をはぐくむ教育を推進します。 
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Ⅳ 「世田谷９年教育」で実現する質の高い教育の推進（学校経営・教員支援） 

区立学校の教育活動や学校運営の質を高める「世田谷９年教育」をはじめ

とする施策の推進や、今日的課題に的確に対応するには、区立小・中学校の

教員の資質・能力の向上や、複雑化・多様化している児童・生徒や保護者の

ニーズに応じた教育相談体制・不登校対策を充実させていくことが求められ

ています。また、学校の教育活動に関する情報を家庭や地域と共有し、信頼

の向上に努める必要があります。 

今後は、世田谷区の教育推進の中核的な拠点となる教育総合センターの整

備を、幼児教育センター機能等を含め進め、教職員の研修・研究機能や学校

支援機能の充実とともに、児童・生徒とその保護者への相談機能を充実しま

す。 

 

Ⅴ 多様な個性がいかされる教育の推進 

子どもたちが様々な体験等を通じて、自らの個性や能力に気づき、伸ばし

ていくために、個々の能力を生かす体験学習を充実します。 

「新・才能の芽を育てる体験学習」では、児童・生徒が自らの才能や個性

に気づき、将来の夢や目標を発見し成長する機会として、各界の第一線で活

躍する講師による、普段の授業や生活では経験できない体験学習講座を実施

します。 

配慮を要する子どもたちの能力や可能性を最大限に伸長する特別支援教育

の充実や、障害のある子どもたちと障害のない子どもたちが共に学ぶ仕組み

などのインクルーシブ教育システムの構築、いじめ防止対策、不登校対策等

の総合的な推進を図り、複雑化・多様化する教育課題に対応していきます。 

また、教育委員会では教員の研究や研修、教育相談、不登校対策の推進な

どを主な機能とし、小・中学校と幼稚園・保育所等を積極的に支援する「学

校教育の総合的バックアップセンター」として、「世田谷区教育総合センター」

の平成３３年度開設に向けた検討を進めています。不登校対策及び特別支援

教育の推進にあたっては、「世田谷区教育総合センター」の様々な機能と密接

な関係があるため、連携を強化するとともに、個別計画等に基づき具体的に

取組みます。 

 

Ⅵ 教育環境の整備・充実と安全安心の確保 

子どもたちのより良い教育環境の整備・充実に向けて、学校の適正規模化・

適正配置の推進や学校施設整備など、計画的な取組みを進めてきました。 

今後も、地域による児童・生徒数の偏在化の進行が見込まれるため、適正

規模化・適正配置への計画的な取組みを着実に進めます。また、良好な学校

施設整備にあたり老朽化への対応とともに、地域に貢献できる学校づくりな

ど長期的視点に立った教育環境の整備に努めます。 

さらに、防災教育、感染症やアレルギー対策、不審者の侵入防止など学校



25 
 

の危機管理能力の向上を図るなど、学校教育や地域との連携による子どもた

ちの安全安心を確保します。 

 

Ⅶ 生涯を通じて学びあう地域コミュニティづくり 

生涯を通じて区民が主体的に学び、学んだことを地域に還元する、学びの

循環づくりに向けて、場や機会の提供をはじめとする環境の整備・充実を進

めてきました。 

今後も、学校施設、図書館の活用や、区内大学等との連携などによる学習

の場と機会の提供を推進します。 

また、生涯学習などで培われた区民の学習成果を地域でいかす機会を充実

させ、区民の生涯学習をつなげるネットワークづくりを進めます。 

さらに、区民が郷土の歴史、文化、伝統を様々な形で学び活動できる取組

みの充実を図ります。 

 

Ⅷ 開かれた教育委員会の推進 

第２次世田谷区教育ビジョンの実現にあたっては、学校・家庭・地域がそ

れぞれの役割と責任を自覚し、相互に連携し協力しながら推進することが重

要です。教育行政の透明性の向上を図る情報提供の充実や意見交換の機会の

創設など、区民に開かれた教育委員会を推進し、学校・家庭・地域が教育施

策に関する理解を深め、連携・協働して取り組む意識の醸成を図ります。 
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※第２次世田谷区教育ビジョンの10年間で重点的に取り組む事業(重点事業)の

一つである「（仮称）郷土学習センターの整備」については、「世田谷区文化

財保存活用基本方針に基づく取組みの推進」に改め、（仮称）世田谷デジタル

ミュージアムの構築や民家園の機能再検討と事業の充実など、総合的に、継

続的に郷土の歴史や文化を学習していく環境を整えます。 
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第２章 第２期行動計画 
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第１節 行動計画の体系                     

施策の柱 取組み項目 ﾍﾟｰｼﾞ 行動計画 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 

Ⅰ 

地
域
と
の
連
携
・
協
働
に
よ
る 

教
育 

１ 地域が参画

する学校づくり 
54 

①地域運営学校の充実、学校を支援する効率的な体

制の検討 
L1 

②（再掲）学校評価システムの推進  

２ 地域コミュニ

ティの核となる

学校づくり 

56 

①学校施設の活用  

②ＰＴＡ活動への支援  

③総合型地域スポーツ・文化クラブによるスポーツ・文

化活動の促進 

L1・L3 

・L4 

④区立学校の魅力アップ  

３ 地域教育力

の活用 
59 

①大学等との連携の充実  

②地域人材の活用 L1 

③（再掲）新・才能の芽を育てる体験学習の充実  

Ⅱ 

家
庭
教
育
へ
の
支
援
と

乳
幼
児
期
か
ら
の
教
育
の 

推
進 

１ 家庭教育へ

の支援 
62 

①家庭教育への支援 L9 

②（再掲）ＰＴＡ活動への支援  

２ 幼児教育・保

育の充実 
64 

①世田谷の特色をいかした教育・保育の推進 L9 

②乳幼児期における教育・保育の充実 L9 

③保育者等の資質及び専門性の向上 L7・L9 

④幼稚園・保育所（施設）・認定こども園・小学校の連携 L7・L9 

⑤地域で見守り支える教育・保育 L9 

⑥幼保一体化の推進  

Ⅲ 

「
世
田
谷
９
年
教
育
」
で
実
現
す
る
質
の
高
い
教
育
の
推
進
（
学
習
内
容
）

 

１ 豊かな人間

性の育成 
69 

①人権尊重教育の推進 L4 

②道徳教育の充実 L2・L6 

③（再掲）いじめ防止等の総合的な推進  

④児童・生徒が体験・体感する機会の拡充  

⑤（再掲）中学校の部活動の充実  

２ 豊かな知力

の育成 
74 

①世田谷区教育要領に基づいた教育の推進 L2 

②理数教育の充実 L2 

③読書力の育成・学校図書館機能の充実  

④個に応じた学習支援  

３ 健やかな身

体・たくましい

心の育成 

78 

①体力の向上  

②食育の推進  

③心と体の健康づくり  

④中学校の部活動の充実  

４ ことばの力の

育成 
82 

①教科「日本語」の充実 L2 

②英語教育の充実 L2・L3 

③（再掲）読書力の育成・学校図書館機能の充実  

５ これからの社

会を生きる力

の育成 

85 

①環境エネルギー教育の推進  

②国際理解教育の推進 L4 

③防災・安全教育の推進  

④社会とかかわる体験活動の充実  

⑤ＩＣＴを活用した授業の推進・家庭学習の支援 L2 

⑥主権者教育の推進  

⑦オリンピック・パラリンピック事業の推進 L4  
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施策の柱 取組み項目 ﾍﾟｰｼﾞ 行動計画 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 

Ⅳ 

「
世
田
谷
９
年
教
育
」
で

実
現
す
る
質
の
高
い
教
育
の

推
進
（
学
校
経
営
・
教
員
支
援
）

 

１ 教員の資質・

能力の向上に

向けた支援 

91 

①教員研修の充実 L7 

②教育の実態把握・分析・研究・改善 L7 

③学校への支援体制の強化 L7・L10 

④教員の負担軽減 L10 

⑤教育総合センターの整備 L7 

２ 信頼される学

校経営の推進 
95 

①「世田谷マネジメントスタンダード」の推進  

②学び舎による学校運営の充実  

③学校情報等の発信  

④学校評価システムの推進  

Ⅴ 

多
様
な
個
性
が
い
か
さ
れ
る 

教
育
の
推
進 

１ 才能や個性を

はぐくむ体験型

教育の推進 

99 
①新・才能の芽を育てる体験学習の充実 L3 

②外遊びの推奨及び小学校の遊び場開放の充実 L3 

２ 特別支援教育

の推進 
101 

①特別支援教育体制の充実 L5・L７ 

②特別支援学級等の整備・充実 L5 

③特別支援教育を推進する教材・教具の充実 L5 

④障害者理解教育の推進 L4 

３ ニーズに応じ

た相談機能の

充実 

106 

①不登校等への取組みの充実 L6・L7 

②相談機能の充実 L6 

③いじめ防止等の総合的な推進 L6 

Ⅵ 

教
育
環
境
の
整
備
・

 

充
実
と
安
全
安
心
の
確
保 

１ よりよい学び

を実現する教

育環境の整備 

110 

①学校の適正規模化・適正配置  

②地域に貢献する学校改築の推進  

③安全・安心の学校施設の改修・整備  

④環境に配慮した学校づくり  

⑤学校給食施設の整備  

２ 学校教育を支

える安全の推

進 

113 
①学校教育を支える安全の推進  

②地域と連携した児童・生徒の安全対策の推進 L1 

Ⅶ 

生
涯
を
通
じ
て
学
び
あ
う
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り 

１ 学びの場と機

会の充実・地

域社会の担い

手づくり 

117 

①各種団体への支援の充実  

②地域での生涯学習事業の推進  

③社会教育の充実  

④青少年教育の充実  

⑤福祉教育の推進  

２ 郷土を知り次

世代へ継承す

る取組み 

120 

①文化財とそれを取り巻く環境の一体的な保存の推進  

②文化財に関する総合的把握及び情報化の推進  

③地域住民が主体となった保存・活用の推進 L8 

④世田谷の郷土を学べる場や機会の充実 L8 

⑤世田谷の歴史・文化に関する情報の効果的な発信 L8 

３ 知と学びと文

化の情報拠点

としての図書

館の充実 

125 

①地域で学びをいかす人材の育成  

②地域情報の収集・発信の充実  

③多様な図書館サービスの充実  

④図書館ネットワークの構築  

⑤家庭や地域、学校における読書活動の充実  

⑥民間活力の活用  

 

１ 開かれた教育

委員会の推進 
130 

①情報提供の充実  

②区民参画の推進  

Ⅷ 

開
か
れ

た
教
育
委
員

会
の
推
進 
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第２節 ４年間のリーディング事業                

 

第２次世田谷区教育ビジョンの３つの基本方針や重点事業、更に、第１期行

動計画における各施策の取組み状況等を踏まえ、第２期行動計画の４年間に力

点を置いて横断的に取り組む事業を以下のとおり、設定しました。 

 

Ｌ１ 地域の教育力をいかした学校の
支援（３２ﾍﾟｰｼﾞ） 

◆主な取組み 

学校、家庭、地域がそれぞれの役割を担い、

相互に連携・協力しながら、学校を支える

様々なしくみとともに、地域全体で学校教

育を支えるしくみづくりを進めます。 

・学校支援地域本部の実施校拡大 

・総合型地域スポーツ・文化クラブの拡充

及び活動支援 

・学校教育を支える地域人材の確保 

・安全・安心に関する取組み 

Ｌ２ 「世田谷９年教育」の推進 
（３４ﾍﾟｰｼﾞ） 

◆主な取組み 

学習指導要領を踏まえ世田谷区教育要領

を改訂します。また、理数教育・プログラ

ミング教育・英語教育等これからの社会を

生きる力の育成や、言語能力を高める取組

みを推進します。 

・世田谷区教育要領の改訂 

・「特別の教科 道徳」の推進 

・ＩＣＴ環境の整備と機器の活用 

・ＳＴＥＭ教育の推進 

・教科「日本語」の改訂 ほか 

Ｌ３ 才能や個性をはぐくむ体験型教
育の推進（３６ﾍﾟｰｼﾞ） 

◆主な取組み 

学校教育にとどまらず、多様な学びや遊び

の体験・機会を提供し、子どもたちが自ら

の才能や個性に気づき、将来の夢や希望を

持ち、たくましく生きる力を身に付けるよ

うな取組みを推進します。 

・新・才能の芽を育てる体験学習の充実 

・外遊びの推奨及び小学校遊び場開放の拡 

 充に向けた取組み 

・【再掲】総合型地域スポーツ・文化クラ

ブの拡充及び活動支援 ほか 

Ｌ４ オリンピック・パラリンピック
教育の推進（３８ﾍﾟｰｼﾞ） 

◆主な取組み 

人権教育・国際理解教育・障害者理解教育

等を一層推進することにより、多様性を理

解し尊重する心をはじめ、他者を思いやる

気持ちやボランティアマインドなどを醸

成します。 

・人権尊重教育の推進 

・国際理解教育の推進 

・障害者理解教育の推進 

・教育活動を通したボランティアマインド

の醸成 ほか 

Ｌ５ 一人ひとりの個性を伸ばす特別
支援教育の推進（４０ﾍﾟｰｼﾞ） 

◆主な取組み 

特別支援教育に関する人的支援体制の充

実や特別支援学級の整備を進め、連続性の

ある支援の場の強化を図ります。また、専

門チームによる継続した見守りや教具の

充実に向けた取組みを進めます。 

・通常の学級における人的支援の充実 

・特別支援学級における人的支援の充実 

・特別支援学級等の整備・充実 

・校(園)外から支援する体制の充実 

・教材・教具の充実 
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Ｌ６ いじめ防止対策及び不登校対策
等の総合的な推進（４２ﾍﾟｰｼﾞ） 

◆主な取組み 

いじめの早期発見や未然防止等の適切な

対応を図るとともに、学校内外の教育相談

機能を充実します。また、ほっとスクール

における支援等の不登校対策の充実を図

り児童・生徒の社会的自立を支援します。 

・早期発見・未然防止を含めたいじめ問題

への総合的・組織的な対応 

・学校の内外の教育相談体制の充実 

・不登校の初期対応の段階から学校を支援

する組織体制の整備 

・教育支援チームの拡充 ほか 

Ｌ７ 世田谷の教育を推進する拠点づ
くり～教育総合センター～（４４ﾍﾟｰｼﾞ） 

◆主な取組み 

教育活動や学校経営を支援するため、教員

の研修及び専門的な研究活動の場となり、

教育に関わる専門人材を集約し、教育相談

や学校、子どもの支援機能を担う、世田谷

の教育を推進する拠点を整備します。 

・教育総合センターの整備・開設 

・研修・研究機能の充実・研究体制の整備 

・人材バンクの構築・運用 

・幼児教育・保育推進ビジョンに基づく取

組み ほか 

Ｌ８ 歴史・文化を次世代へ継承する 
ための文化財の保存活用(４６ﾍﾟｰｼﾞ) 

◆主な取組み 

文化財やそれを取り巻く環境が失われる

ことがないよう、適切な保存や地域の手で

守り伝えていくこと、行政と地域社会との

連携による体制づくりをめざします。 

・（仮称）世田谷デジタルミュージアムの構築 

・「せたがや歴史文化物語」の取組みの推進 

・民家園の機能の再検討と事業の充実 

・地域の文化財保護の担い手の育成 

Ｌ９ 家庭教育への支援と幼児教育の
充実（４８ﾍﾟｰｼﾞ） 

◆主な取組み 

福祉や保健･医療との連携を図り、家庭教

育を支援するとともに、乳幼児期の健やか

な心と体や、自尊感情、粘りづよくやりぬ

く力等の非認知的能力をはぐくみ、「生き

る力」の基礎を培う取組みを推進します。 

・家庭教育学級実績のデータベース化、情

報発信 

・乳幼児期における教育・保育と小学校教

育の円滑な接続 

・「ことばの力」の育成 ほか 

Ｌ10 教員が子どもとかかわる時間
の拡充（５０ﾍﾟｰｼﾞ） 

◆主な取組み 

教員の働き方改革を踏まえ、学校の課題解

決を支援する教育支援チームの拡充や中

学校部活動への人的支援等による教員の

負担軽減を図り、教員が子どもとかかわる

時間を拡充します。 

・指導力向上サポート室や人的支援の拡充

による教員支援 

・部活動支援員制度の充実 

・教員の働き方改革の推進 

・【再掲】教育支援チームの拡充 ほか 
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・L１ 地域の教育力をいかした学校の支援 

 

>> 関連する取組み項目 

地域が参画する学校づくり 

地域コミュニティの核となる学校づくり 

地域教育力の活用 

学校教育を支える安全の推進 

 

>> 現状と課題 

学校運営委員会や学校協議会など学校を支える様々なしくみやボランティア

組織等がありますが、子どもの健やかな心と体をはぐくむためには、学校、家

庭、地域がそれぞれの役割を担い、相互に連携・協力しながら、学校を拠点と

した地域コミュニティをさらに醸成していくことが必要です。 

また、子どもたちが事件や事故に巻き込まれないよう、学校・家庭・地域の

連携をさらに深め、通学路の安全確保やパトロールなど安全対策を推進するこ

とが必要です。 

 

>> 取組みの方向 

学校を支える様々なしくみやボランティア組織等とともに、地域全体で学校

教育を支えるしくみづくりを進めます。 

児童・生徒の安全安心の確保のために、学校・家庭・地域が連携して、学校

敷地内やその近辺、また通学路の安全対策、事故防止などを強化するよう取組

みを充実させます。 
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■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校支援地域

本部の実施校

拡大 

新規実施 

15校 

新規実施 

15校 

新規実施 

15校 

新規実施 

11校 

区立小･中学校

全校で実施 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの拡充及

び活動支援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの新規設

立１箇所及び

活動支援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの活動支

援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの新規設

立１箇所及び

活動支援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの活動支

援 

学校教育を支

える地域人材

の確保 

学校教育を支

える地域人材

の確保の検討 

学校教育を支

える地域人材

の確保の検討 

学校教育を支

える地域人材

の確保の検討 

学校教育を支

える地域人材

の確保の実施 

安全・安心に関

する取組み 

通学路の合同

点検の実施 

通学路の合同

点検の実施 

通学路の合同

点検の実施 

通学路の合同

点検の実施 

通学路防犯カ

メラの設置 

22校 

通学路防犯カ

メラの運用 

 

通学路防犯カ

メラの運用 

通学路防犯カ

メラの運用 

小・中学校通学

路等の警備、パ

トロールの実

施 

小・中学校通学

路等の警備、パ

トロールの実

施 

小・中学校通学

路等の警備、パ

トロールの実

施 

小・中学校通学

路等の警備、パ

トロールの実

施 

警察と連携し

た防犯訓練、セ

ーフティ教室

の実施 

警察と連携し

た防犯訓練、セ

ーフティ教室

の実施 

警察と連携し

た防犯訓練、セ

ーフティ教室

の実施 

警察と連携し

た防犯訓練、セ

ーフティ教室

の実施 

こどもをまも

ろう110番運動

への支援 

こどもをまも

ろう110番運動

への支援 

こどもをまも

ろう110番運動

への支援 

こどもをまも

ろう110番運動

への支援 

緊急連絡メー

ルの安定運用 

緊急連絡メー

ルの安定運用 

緊急連絡メー

ルの安定運用 

緊急連絡メー

ルの安定運用 

防犯ブザー等

の貸与 

防犯ブザー等

の貸与 

防犯ブザー等

の貸与 

防犯ブザー等

の貸与 

《生涯学習・地域学校連携課、教育総務課、学務課、学校健康推進課、学校職員課、教育指導課》 
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・L２ 「世田谷９年教育」の推進 

 

>> 関連する取組み項目 

豊かな人間性の育成 

豊かな知力の育成 

ことばの力の育成 

これからの社会を生きる力の育成 

 

>> 現状と課題 

「世田谷９年教育」では、学習指導要領を踏まえつつ、区独自の学習内容を

加えた「世田谷区教育要領」に基づく取組みを区立小・中学校全校で推進して

いますが、新学習指導要領の内容に的確に対応し、質の高い教育を実現するた

めに、「世田谷区教育要領」を改訂することが必要とされています。 

また、新たに教科として位置付けられた「特別の教科 道徳」や、区独自の教

科である教科「日本語」について、新学習指導要領や改訂「世田谷区教育要領」

の内容に基づき、教員の指導力の向上と授業の改善に取り組むことが必要です。 

さらに、急速な科学技術の進歩やグローバル化の進展、小学校における「外

国語」の教科化等を踏まえて、子どもたちのＩＣＴ活用能力や外国語、コミュ

ニケーション能力の育成が重要となります。 

 

>> 取組みの方向 

 自己肯定感や相手を思いやる心など、豊かな人間性とともに、豊かな知力、

健やかな身体・たくましい心を培います。 
新学習指導要領を踏まえ改訂した「世田谷区教育要領」に基づく教育活動を

推進するとともに、「特別の教科 道徳」や教科「日本語」の充実に取り組んで

いきます。 
また、プログラミング教育等を通じた科学、数学、工学・技術の分野にわた

る広い意味での理数教育（ＳＴＥＭ教育）の推進や多様な手法による英語教育

の充実等により、子どもたちがこれからの社会を生きるために必要な力の育成

や、言語能力の向上に向けた取組みを進めていきます。 
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■年次計画の項目 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

世田谷区教育

要領の改訂 

改訂に向けた

検討 

改訂 小学校実施 中学校実施 

「特別の教科 

道徳」の推進 

「特別の教科 

道徳」小学校実

施 

「特別の教科 

道徳」中学校実

施 

― ― 

研修の検討・実

施 

研修の実施 研修の実施 研修の実施 

指導資料等の

検討・作成 

指導資料等の

検討・作成 

指導資料等の

作成 

指導資料等の

作成 

ＩＣＴ環境の

整備と機器の

活用 

ＩＣＴ環境の

整備 

ＩＣＴ環境の

整備 

ＩＣＴ環境の

整備 

ＩＣＴ環境の

整備 

ＩＣＴを活用

した授業の推

進 

ＩＣＴを活用

した授業の推

進 

ＩＣＴを活用

した授業の推

進 

ＩＣＴを活用

した授業の推

進 

情報モラル教

育の実施 

情報モラル教

育の実施 

情報モラル教

育の実施 

情報モラル教

育の実施 

家庭学習での

活用 

家庭学習での

活用 

家庭学習での

活用 

家庭学習での

活用 

理数教育・プロ

グラミング教

育等（ＳＴＥＭ

教育）の推進 

ＳＴＥＭ教育

の試行（モデル

校） 

ＳＴＥＭ教育

の試行（モデル

校） 

ＳＴＥＭ教育

の小学校実施 

ＳＴＥＭ教育

の中学校実施 

研修の検討・実

施 

研修の実施 研修の実施 研修の実施 

新学習指導要

領を見据えた、

教科「日本語」

の改訂 

教科「日本語」

の検討・試行 

教科「日本語」

の検討・試行 

改訂版・教科

「日本語」の小

学校実施 

改訂版・教科

「日本語」の中

学校実施 

英語教育の充

実 

小学校「外国

語」の教科化等

先行実施 

小学校「外国

語」の教科化等

先行実施 

小学校「外国

語」の教科化等

実施 

小学校「外国

語」の教科化等

実施 

多様な手法に

よる英語教育

の充実 

多様な手法に

よる英語教育

の充実 

多様な手法に

よる英語教育

の充実 

多様な手法に

よる英語教育

の充実 

多文化体験コ

ーナーの整備 

多文化体験コ

ーナーの開設 

多文化体験コ

ーナーの運営 

多文化体験コ

ーナーの運営 

多文化体験コ

ーナーの運営 

《教育指導課、教育総務課》 
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・L３ 才能や個性をはぐくむ体験型教育の推進 

 

>> 関連する取組み項目 

才能や個性をはぐくむ体験型教育の推進 

地域コミュニティの核となる学校づくり 

ことばの力の育成 

 

>> 現状と課題 

学校教育の場では、学習指導要領に基づく授業の中で、知識や考え方を学ん

でいきます。 
一方で、子どもたちが、自らの才能や個性に気付き、将来の夢や目標を発見

することや、たくましく生きる力を身に付けるためには、学校教育の場以外の

場所での様々な体験が大きな影響を与えます。 
異学年の仲間や集団で遊ぶことや、成長すると機会が少なくなる、外遊びな

どを通じて、「知育・徳育・体育」をバランスよく培うことが大切です。 
それらの経験をしながら、生命や自然の大切さを理解し、挑戦する気持ちを

醸成し他者との協働を学んでいくことで、これからの社会を生きる力を育成す

ることができます。 
また、学校は地域にとって、子どもが通うところというだけではなく、地域

コミュニティの核となる場所です。様々なイベントやまつり等の会場であり、

災害時には避難所となり活用されます。地域に根ざした学校づくりを進めるた

めには日頃から学校を中心として地域のつながりを深め、地域コミュニティの

活性化を図ることが肝要となります。 
子どもがコミュニケーション能力を高めるためには、「ことばの力」が重要で

す。学校での授業のほかに、異学年の子どもとの交流や大人との交流を進める

ことで、表現力等をつける必要があります。 
 
 

>> 取組みの方向 

学校教育にとどまらず、多様な学びや遊びの体験の機会を多く提供し、参加

することで、自らの才能や個性に気付き将来の夢や希望を持ち、コミュニケー

ション能力を高めながら、たくましく生きる力を身に付けるような取組みを推

進します。 
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■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実 

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実に向

けた取組み 

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実に向

けた取組み 

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実に向

けた取組み 

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実に向

けた取組み及

び手法の見直

し 

外遊びの推奨

及び小学校遊

び場開放の充

実に向けた取

組み 

外遊びの推奨

及び小学校遊

び場開放の充

実に向けた取

組み 

外遊びの推奨

及び小学校遊

び場開放の充

実に向けた取

組み 

外遊びの推奨

及び小学校遊

び場開放の充

実に向けた取

組み 

外遊びの推奨

及び小学校遊

び場開放の充

実に向けた取

組み 

【再掲】総合型

地 域 ス ポ ー

ツ・文化クラブ

の拡充及び活

動支援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの新規設

立１箇所及び

活動支援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの活動支

援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの新規設

立１箇所及び

活動支援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの活動支

援 

【再掲】多文化

体験コーナー

の整備 

多文化体験コ

ーナーの開設 

多文化体験コ

ーナーの運営 

多文化体験コ

ーナーの運営 

多文化体験コ

ーナーの運営 

《生涯学習・地域学校連携課、教育指導課》 
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・L４ オリンピック・パラリンピック教育の推進 

 

>> 関連する取組み項目 

地域コミュニティの核となる学校づくり 

豊かな人間性の育成 

これからの社会を生きる力の育成 

特別支援教育の推進 

 

>> 現状と課題 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020大会」

という。）は多くの国の人々や文化に触れるよい機会となります。世田谷区では、

馬術競技の開催やアメリカ選手団のキャンプ実施が決まり、その機運はますま

す高まっています。また、区立小・中学校、幼稚園では、全校(園)を「オリン

ピック・パラリンピック教育推進校」に指定し、各校(園)において特色ある取

組みを進めています。 

東京 2020大会を契機に、教育、スポーツ、文化などの様々な分野で、多くの

区民が様々な形で関わることのできる機会の拡充が必要です。 

 

>> 取組みの方向 

東京 2020大会を契機として、人権教育、国際理解教育や障害者理解教育など

を一層推進することにより、多様性を理解し、尊重する心をはじめ、他者を思

いやる気持ちやボランティアマインドなどを醸成します。また、地域スポーツ

の振興も含め、学校における体力向上・健康推進の取組みも併せて進めていき

ます。 

 



39 
 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

人権尊重教育

の推進 

人権尊重教育

推進校の取組

み 

人権尊重教育

推進校の取組

み 

人権尊重教育

推進校の取組

み 

人権尊重教育

推進校の取組

み 

人権教育研修

等の実施 

人権教育研修

等の実施 

人権教育研修

等の実施 

人権教育研修

等の実施 

国際理解教育

の推進 

国際理解教育

の充実  
国際理解教育

の充実  
国際理解教育

の充実  
国際理解教育

の充実  
海外派遣・受入

事業の実施  
海外派遣・受入

事業の実施  
海外派遣・受入

事業の実施  
海外派遣・受入

事業の実施  
障害者理解教

育の推進 

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育を契

機とした交流

活動の実施 

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育を契

機とした交流

活動の実施  

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育を契

機とした交流

活動の実施  

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育を契

機とした交流

活動の実施  
教育活動を通

したボランテ

ィアマインド

の醸成 

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育推進

校・教育アワー

ド校の取組み  

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育推進

校・教育アワー

ド校の取組み  

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育推進

校・教育アワー

ド校の取組み  

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育推進

校・教育アワー

ド校の取組み  
【再掲】総合型

地 域 ス ポ ー

ツ・文化クラブ

の拡充及び活

動支援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの新規設

立１箇所及び

活動支援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの活動支

援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの新規設

立１箇所及び

活動支援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの活動支

援 

《教育指導課、教育相談・特別支援教育課、生涯学習・地域学校連携課》 
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・L５ 一人ひとりの個性を伸ばす特別支援教育の推進 

 

>> 関連する取組み項目 

特別支援教育の推進 

 

>> 現状と課題 

教育委員会では、障害のある子どもたちの可能性を最大限に伸ばし、生活や

学習上の困難を改善または克服できるよう、一人ひとりの教育的ニーズを踏ま

えた適切な指導や必要な支援を行う特別支援教育を推進しています。 
このような取り組みにより一定の成果を挙げることができていますが、障害

のある人と障害のない人が互いを尊重し、支え合い、多様なあり方を認め合え

る共生社会を形成していくためには、インクルーシブ教育システムの構築に向

け、特別支援教育を更に充実していく必要があります。 

 

>> 取り組みの方向 

配慮を要する子どもに対する人的支援のニーズが依然として高い状況にある

ことから、特別支援教育に関する人的支援体制の充実に取り組むとともに、中

学校「特別支援教室」や自閉症・情緒障害特別支援学級（固定学級）等の整備

を進め、連続性のある支援の場のさらなる強化を図ります。 

また、学校（園）の人材だけでは配慮を要する子どもたちへの十分な支援が

難しい場合などにおいて、就学（就園）後も専門的な視点で子どもの状況を継

続的に見守り、学校（園）を支援する専門チーム（特別支援教育巡回チーム）

の設置に向け、取り組みます。 

特別支援学級等で使用する教具の充実については、現在実施しているタブレ

ット型情報端末を活用した指導のモデル事業の状況を踏まえ、タブレット型情

報端末の整備に向けた取り組みを進めます。 
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■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

通常の学級に

おける人的支

援（学校包括支

援員）の充実 

学校規模等に

応じた配置の

検討・取組み 

学校規模等に

応じた配置の

検討・取組み  

検討を踏まえ

た適切な配置、

支援の充実 

検討を踏まえ

た適切な配置、

支援の充実  

特別支援学級

における人的

支援（特別支援

学級支援員）の

充実 

学級数や障害

種別に応じた

配置の検討・取

組み 

学級数や障害

種別に応じた

配置の検討・取

組み 

検討を踏まえ

た適切な配置、

支援の充実  

検討を踏まえ

た適切な配置、

支援の充実  

特別支援学級

等の整備・充実

（発達障害教

育の推進） 

中学校「特別支

援教室」の導入

に 向 け た 検

討・整備 

中学校「特別支

援教室」の導入 

中学校「特別支

援教室」の効果

検証・課題改善 

中学校「特別支

援教室」の効果

検証・課題改善 

自閉症・情緒障

害特別支援学

級（固定級）の

開設に向けた

検討 

自閉症・情緒障

害特別支援学

級（固定級）の

開設に向けた

整備 

自閉症・情緒障

害特別支援学

級（固定級）の

開設（小・中学

校） 

自閉症・情緒障

害特別支援学

級（固定級）の

充実 

校（園）外から

支援する体制

の充実 

特別支援教育

巡回チームの

設置に向けた

検討 

特別支援教育

巡回チームの

設置に向けた

検討 

特別支援教育

巡回チームに

よる支援開始 

特別支援教育

巡回チームの

効果検証 

教材・教具の充

実 

タブレット型

情報端末モデ

ル事業の実施 

タブレット型

情報端末モデ

ル事業の効果

検証 

― ― 

タブレット型

情報端末の導

入に向けた検

討 

タブレット型

情報端末の整

備に向けた検

討 

検討を踏まえ

た取組み 

タブレット型

情報端末を活

用した指導の

充実 

《教育相談・特別支援教育課》 
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・L６ いじめ防止対策及び不登校対策等の総合的な推進 

 

>> 関連する取組み項目 

豊かな人間性の育成 

ニーズに応じた相談機能の充実 

 

>> 現状と課題 

いじめや不登校の問題は学校生活における最重要課題の一つです。いじめは

常に起こり得るものであり、いかに早い段階で適切に対処するかが重要です。

また、増加傾向にある不登校においても、多様な学びの場も視野にいれながら、

学校における予防や初期段階の対応や不登校の状態にある児童・生徒の状況に

応じたきめ細かな支援が必要です。 

さらに、不登校となっている生徒について、「教育機会確保法」に基づく国の

基本指針において、夜間中学校で受け入れることも可能であると示されたこと

から、夜間中学校での対象生徒拡充のため、教育内容等を検討していく必要が

あります。 

 

>> 取組みの方向 

いじめの早期発見や未然防止及び深刻化防止のため、家庭への支援を含めた

適切な対応を図るとともに、学校内外の教育相談機能を充実します。 

不登校対策では、不登校の予防、初期対応から事後対応まで、児童生徒の個々

の状況に応じたきめ細やかな支援を一貫して行う体制を整備します。また、学

校における支援や教員の資質向上、メンタルフレンド派遣や保護者のつどい等

の従来の取組みの充実を図るほか、スクールソーシャルワーカーの配置の充実

やほっとスクールにおける支援拡充、民間との連携推進等の不登校対策の充実

を図り、児童生徒の学校復帰や社会的自立につなげます。さらに、不登校児童・

生徒の学習の場として、中学校夜間学級での教育内容や受け入れ体制の整備等

について検討を進めていきます。 
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■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

早期発見・未然

防止を含めた

いじめ問題へ

の総合的・組織

的な対応 

いじめ防止プ

ログラムの区

立中学校全校

実施 

いじめ防止プ

ログラムの区

立中学校全校

実施 

いじめ防止プ

ログラムの区

立中学校全校

実施 

いじめ防止プ

ログラムの区

立中学校全校

実施 

児童・生徒の学

級生活意欲等

に関する調査

の区立小中学

校全校実施 

児童・生徒の学

級生活意欲等

に関する調査

の区立小中学

校全校実施 

児童・生徒の学

級生活意欲等

に関する調査

の区立小中学

校全校実施 

児童・生徒の学

級生活意欲等

に関する調査

の区立小中学

校全校実施 

学校内外の教

育相談体制の

充実（心理教育

相談員、スクー

ルカウンセラ

ー、スクールソ

ーシャルワー

カー） 

学校内外の教

育相談体制の

検討・充実 

学校内外の教

育相談体制の

検討 

学校内外の教

育相談体制の

検討 

学校内外の教

育相談体制の

検討 

不登校の初期

対応の段階か

ら学校を支援

する組織体制

の整備 

不登校の初期

対応の段階か

ら学校を支援

する組織体制

の整備 

不登校の初期

対応の段階か

ら学校を支援

する組織体制

の整備 

不登校の初期

対応の段階か

ら学校を支援

する組織体制

の運用 

不登校の初期

対応の段階か

ら学校を支援

する組織体制

の運用 

新たなほっと

スクールの開

設 

新たなほっと

スクール「希望

丘」開設 

新たなほっと

スクールの民

間による運営 

新たなほっと

スクールの民

間による運営 

新たなほっと

スクールの民

間による運営 

多様なプログ

ラムの検討 

多様なプログ

ラムの開発・実

施 

多様なプログ

ラムの開発・実

施 

多様なプログ

ラムの検証・見

直し 

教育支援チー

ムの拡充 

教育支援チー

ムの運営 

教育支援チー

ムの運営  
教育支援チー

ムの運営  
教育支援チー

ムの拡充 

【再掲】「特別

の教科 道徳」

の推進 

「特別の教科 

道徳」小学校実

施 

「特別の教科 

道徳」中学校実

施 

― ― 

研修の検討・実

施 

研修の実施 研修の実施 研修の実施 

指導資料等の

検討・作成 

指導資料等の

検討・作成 

指導資料等の

作成 

指導資料等の

作成 

《教育指導課、教育相談・特別支援教育課》
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・L７ 世田谷の教育を推進する拠点づくり～教育総合センター～ 

 

>> 関連する取組み項目 

教員の資質・能力の向上に向けた支援 

幼児教育・保育の充実 

特別支援教育の推進 

ニーズに応じた相談機能の充実 

 

>> 現状と課題 

新学習指導要領では、「何を学ぶか」だけでなく、「どのように学ぶか」の視

点から学びの過程の改善が示されています。専門性の高い研究を進め、実践に

結び付ける学びの再構築が必要です。 

 また、社会状況や子どもを取り巻く環境が大きく変わる中で、学校や教職員

が抱える課題は、指導上の課題をはじめ、より複雑・多様化し、学校組織や教

職員の専門性だけで対応することが難しくなってきています。 

さらに、子どもの教育的ニーズが不登校などの課題に対応していくには、支

援の拠点機能が求められています。 

 

>> 取組みの方向 

時代の変化を捉え、学びの再構築に取り組むため、専門性の高い研究を進め

るとともに、教職員の研修に取り組んでいきます。 

また、乳幼児期の就園相談や就学相談に関する相談のほか、不登校やいじめ

などの相談に対しても対応する総合的な教育相談の拠点となり、子どもや保護

者の支援を行うとともに、子どもに関わる専門人材を集約し、専門性の高いチ

ームを組織して学校を支援する連携の拠点として、体制づくりを進めます。 

第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画で掲げる学校教育活動に関わ

る機能を集約・一元化するとともに、乳幼児教育支援センター機能も備えた、

世田谷の教育を推進する拠点として整備します。また、ほっとスクールを併せ

た整備を行います。 
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■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

教育総合セン

ターの整備・開

設 

実施設計 実施設計・解体

工事 

建設工事 建設工事・開設 

運営体制等の

検討 

準備組織の設

置 

準備組織によ

る新体制への

移行準備 

新体制による

運営 

研修・研究機能

の充実・研究体

制の整備 

研修・研究機能

及び体制の検

討 

研修・研究体制

の整備 

新体制に向け

た試行 

新体制による

運営 

学校運営に関

わる各種支援

員などの人材

バ ン ク の 構

築・運用 

人材バンク機

能の検討 

人材バンク機

能の検討 

人材バンク機

能の環境整備 

人材バンク機

能の試行 

【再掲】教育支

援チームの拡

充 

教育支援チー

ムの運営 

教育支援チー

ムの運営  
教育支援チー

ムの運営  
教育支援チー

ムの拡充 

幼児教育・保育

推進ビジョン

に基づく取組

み 

乳幼児教育ア

ドバイザー制

度の実施 

乳幼児教育ア

ドバイザー制

度の実施  

乳幼児教育ア

ドバイザー制

度の実施  

乳幼児教育ア

ドバイザー制

度の実施  
アプローチ・ス

タートカリキ

ュ ラ ム の 試

行・検証 

アプローチ・ス

タートカリキ

ュラム実施園

の拡大 

アプローチ・ス

タートカリキ

ュ ラ ム の 普

及・啓発 

アプローチ・ス

タートカリキ

ュ ラ ム の 普

及・啓発 

特別支援教育

の推進 

【再掲】特別支

援教育巡回チ

ームの設置に

向けた検討 

【再掲】特別支

援教育巡回チ

ームの設置に

向けた検討 

【再掲】特別支

援教育巡回チ

ームによる支

援開始 

【再掲】特別支

援教育巡回チ

ームの効果検

証 

情報共有シス

テムの検討 

情報共有シス

テムの検討  
情報共有シス

テムの検討  
検討を踏まえ

た取組み 

(仮称)不登校

対策アクショ

ンプランに基

づく取組み 

不登校に係る

支援体制の整

備 

不登校に係る

支援体制の整

備 

不登校に係る

支援体制の運

用 

不登校に係る

支援体制の運

用 

 《新教育センター整備担当課、教育指導課、教育相談・特別支援教育課、幼児教育・保育推進担当課》 
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・L８ 歴史・文化を次世代へ継承するための文化財の保存活用 

 

>> 関連する取組み項目 

郷土を知り次世代へ継承する取組み 

 

>> 現状と課題 

世田谷区は、昭和５２年に文化財保護条例を定め、有形・無形の様々な文化

財について調査を行うとともに、指定や登録を通じてその保存と活用に努めて

きました。文化財の所有者や管理者と連携して保存に取り組むとともに、様々

な啓発事業を行い、文化財保護の意識の醸成を図っています。 

しかし近年、宅地化がますます進む中で「かつての世田谷」を思い起こさせ

る文化財や風景は失われつつあり、現在に残る文化財や風景も保存が困難にな

りつつあります。 

文化財を単体としてではなく、その周辺環境までを含めて、ひとつのまとま

りとして文化財を捉え、保存するとともに、その背景まで伝えていくことが必

要です。教育・普及の分野においては、郷土学習等を通じ、これまで守り伝え

られてきた、文化財や歴史・文化の価値への認識を深めてもらう取り組みが大

切になります。 

また、祭りなどの伝統行事等の無形文化財への価値を認識してもらうことで、

伝統文化を継承する人材の育成につなげていくことが必要です。さらに、地域

ぐるみによる文化財保護への取組みが地域の活性化につながり、文化財保護へ

の意識が一層高まっていくという好循環を生み出していくことが大切になりま

す。 

これまで世田谷区では文化財の保護とともに、自然環境の保全や風景の保全

など、様々な分野で地域の自然・文化遺産を活かした街づくりに取り組んでき

ました。今後もこうした取組みを踏まえたうえで、文化財とその周辺環境を総

合的・一体的に保全し、それぞれの関連を理解した上で、文化財を活用し、地

域のまちづくりに活かしていくことが重要です。 

文化財を活用していくためには、積極的な情報発信が欠かせません。世田谷

区内のみならず、区外に向けた情報発信を検討する必要があります。 

これまで文化財の保護の対象として捉えられてこなかった、近・現代の文化

的遺産などについても、文化財の保護の取り組みを進めるという動きになって

おり、新たな視点から地域の文化財を総合的に把握し、情報発信を通じて広く

区民に文化財として認識してもらうことが重要です。 

これらの取り組みを支えるため、専門職員の配置や住民、関係所管、大学と

の連携を通じて文化財の保存・活用の体制を整備していくことが、あわせて重

要です。 
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>> 取組みの方向 

文化財やそれをとりまく環境が失われることのないよう、幅広い視点で把握

し、適切な保存を行うことをめざします。 

また、郷土「せたがや」を次世代へ継承していくため、地域の歴史や文化を

学び、暮らしの中で活用しながら、地域の手で守り伝えていくことをめざしま

す。 

保存は郷土の理解と、文化財への活用意識の高まりにつながり、活用は文化

財への保存意識の高まりを生みだします。保存と活用が表裏一体となるよう、

相互に関係性をもった施策展開をめざします。 

そして保存及び活用の取り組みを支えるため、行政と地域社会との連携によ

る体制づくりをめざします。 

 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

(仮称)世田谷

デジタルミュ

ージアムの構

築 

(仮称)世田谷

デジタルミュ

ージアムの構

築 

(仮称)世田谷

デジタルミュ

ージアムの公

開 

(仮称)世田谷

デジタルミュ

ージアムの公

開  

(仮称)世田谷

デジタルミュ

ージアムの公

開  
「せたがや歴

史文化物語」の

取組みの推進 

「せたがや歴

史文化物語」の

選定・推進 

「せたがや歴

史文化物語」の

選定・推進  

「せたがや歴

史文化物語」の

選定・推進  

「せたがや歴

史文化物語」の

選定・推進  
民家園の機能

の再検討と事

業の充実 

民家園再整備

の基本構想 

民家園再整備

の基本設計・実

施設計・改修工

事等 

民家園での体

験事業の充実 

民家園の畑を

活用した事業

の評価と体験

事業の充実 

地域の文化財

保護の担い手

の育成 

担い手育成の

検討 

無形民俗文化

財に関する体

験講座の実施 

無形民俗文化

財に関する体

験講座の実施  

無形民俗文化

財に関する体

験講座の実施  
《生涯学習・地域学校連携課》 
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・L９ 家庭教育への支援と幼児教育の充実 

 

>> 関連する取組み項目 

家庭教育への支援 

幼児教育・保育の充実 

 

>> 現状と課題 

教育委員会では、庁内関係課の横断的な体制である「家庭教育支援推進関係

課連絡会」や各学校・幼稚園のＰＴＡと連携した「家庭教育学級」の開催によ

り、情報交換や意見交換等を通して、家庭教育への支援を行っています。また、

世田谷区が乳幼児期にはぐくみたい力など乳幼児期の教育・保育のあり方を明

確にし、区全体で乳幼児期の教育・保育の充実に取り組むため、平成２９年７

月に「世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン」を策定しました。 
家庭には地域とともに子どもの豊かな情操や基本的な生活習慣や倫理観、自

制心や自立心を養う役割が求められています。また、乳幼児期は、心身の発育・

発達が著しく、人格の基礎が形成される時期にあります。遊びや生活における

経験が、今後の学びの土台となることから、この時期の様々な経験や大人との

信頼関係を構築できる場所や機会の拡充が必要です。 

 

>> 取組みの方向 

 家庭を取り巻く環境が大きく変化する中で、福祉や保健・医療との連携を図

り、家庭教育を支援するとともに、乳幼児期の子どもたちが日々の遊びや生活

のなかで健やかな心と体や、自尊感情、粘りづよくやりぬく力、相手を思いや

る気持ち、自己を表現する力など非認知的能力をはぐくみ、「生きる力」の基礎

を培うための取組みを推進します。 

また、世田谷区幼児教育・保育推進ビジョンに基づき、乳幼児教育支援セン

ターの設置に向けた様々な取組みを推進するとともに、妊娠期から子育て家庭

を支える切れ目のないサポート体制の充実に向けた取組みである「世田谷版ネ

ウボラ」と幼稚園・小中学校との情報連携のあり方等の検討を進めていきます。 
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■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

家庭教育学級

実績のデータ

ベース化、情報

発信 

家庭教育学級

実績のデータ

ベース化、情報

発信  

家庭教育学級

実績のデータ

ベース化、情報

発信  

家庭教育学級

実績のデータ

ベース化、情報

発信  

家庭教育学級

実績のデータ

ベース化、情報

発信  
乳幼児期にお

ける教育・保育

と小学校教育

の円滑な接続 

アプローチ・ス

タートカリキ

ュ ラ ム の 試

行・検証（区立

幼稚園全園 9

園） 

アプローチ・ス

タートカリキ

ュラムの実施

園の拡大（区立

保 育 園 全 園 

50園） 

アプローチ・ス

タートカリキ

ュ ラ ム の 普

及・啓発（私立

幼稚園・私立保

育園） 

アプローチ・ス

タートカリキ

ュ ラ ム の 普

及・啓発（私立

幼稚園・私立保

育園） 

「ことばの力」

の育成（教科

「日本語」との

関連） 

「ことばの力」

の育成の検討 

「ことばの力」

の育成の検証 

「ことばの力」

の育成の実施 

「ことばの力」

の育成の実施 

乳幼児教育ア

ドバイザーの

派遣 

30回 45回 60回 75回 

《生涯学習・地域学校連携課、幼児教育・保育推進担当課、教育指導課》 
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・L１０ 教員が子どもとかかわる時間の拡充 

 

>> 関連する取組み項目 

教員の資質・能力の向上に向けた支援 

 

>> 現状と課題 

学校教育の現場は、複雑化・多様化する課題への対応が求められ、教員が多

忙な状況にあります。現在、教員が担っている事務処理等への支援や学校の課

題解決を支援する仕組みが必要です。 

これまで、校務処理の改善に向け、教員１人１台の校務用パソコンを配備し、

時数管理や成績処理などの効率化・標準化を図る「校務支援システム」を導入

するとともに、契約や支出等の財務会計処理、出勤状況や旅費申請等の人事庶

務、文書収受や文書起案等の文書管理の各事務システム及び給食費会計の公会

計化により、教員の負担軽減を図ってきました。「学校現場における業務改善の

ためのガイドライン」（平成２７年７月・文部科学省）が示されるなど、今後と

も、教員の働き方改革を踏まえた教員への支援が必要です。 

部活動は、学校の教育課程外の教育活動として位置づけられている中で、顧

問としての教員には、その運営にかかることが大きな負担となっている場合が

あります。部活動自体は、同じ活動に生徒が自主的に参加することで、異学年

の交流や自主性や社会性が育まれることが期待できます。外部の部活動支援員

を配置するなど、地域の協力を得ながら、教員の負担軽減を図り、部活動を安

定的、継続的に運営する必要があります。 

平成２９年３月「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」に部活動指導

員が規定されるなど、国の動向を注視しながら、部活動のあり方を検討すると

ともに、部活動支援員制度の充実を図るための検討を行っていきます。 

 

>> 取組みの方向 

 教員の働き方改革を踏まえ、学校の課題解決を支援する教育支援チームの拡

充や中学校部活動への人的支援等による教員の負担軽減を図り、教員が子ども

と関わる時間を拡充します。 

国の動向を注視しながら、部活動のあり方を検討するとともに、部活動支援

員制度の充実を図るための検討を行っていきます。 

また、電算化などによる校務事務の負担軽減などに向けた検討を行っていき

ます。 
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■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

指導力向上サ

ポート室や人

的支援の拡充

による教員支

援 

指導力向上サ

ポート室や人

的支援の拡充

による教員支

援  

指導力向上サ

ポート室や人

的支援の拡充

による教員支

援  

指導力向上サ

ポート室や人

的支援の拡充

による教員支

援  

指導力向上サ

ポート室や人

的支援の拡充

による教員支

援  
部活動支援員

制度の充実 

 

部活動のあり

方検討及び部

活動支援員制

度の見直し検

討 

部活動支援員

制度の試行 

 

 

部活動支援員

制度の実施 

 

 

部活動支援員

制度の実施 

 

 

教員の働き方

改革の推進 

学校休業日の

拡大等の検討 

学校休業日の

拡大等の検討  
学校休業日の

拡大等の検討  
学校休業日の

拡大等の検討  
【再掲】教育支

援チームの拡

充 

教育支援チー

ムの運営 

教育支援チー

ムの運営  
教育支援チー

ムの運営  
教育支援チー

ムの拡充 

【再掲】校（園）

外から支援す

る体制の充実 

特別支援教育

巡回チームの

設置に向けた

検討 

特別支援教育

巡回チームの

設置に向けた

検討 

特別支援教育

巡回チームに

よる支援開始 

特別支援教育

巡回チームの

効果検証 

《教育総務課、教育指導課、生涯学習・地域学連携課》  
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※第２次世田谷区教育ビジョンの10年間で重点的に取り組む事業(重点事業)の

一つである「新中央図書館機能・ネットワークの拡充」については、レファ

レンス機能の充実、民間活力の導入、学校図書館との連携等の視点も含め、

第２次世田谷区立図書館ビジョン・第２期行動計画に基づき推進します。 
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第３節 取組み項目（個別の取組み）・年次計画     

 

Ⅰ 地域との連携・協働による教育 

 

基本的な考え方 

「学校運営委員会」「学校支援地域本部」「学校協議会」の学校を地域で支え

る３つのしくみについて、地域とともに子どもを育てる教育をさらに推進する

ため、学校と地域の連携を一層充実させ、地域で継続的に安定的に学校を支え

る体制づくりを進めます。また、学校教育の質の向上に向けて、学校の組織的・

継続的改善を図り、学校・家庭･地域の連携・協力による学校づくりを進めるた

め、学校評価システムを改善・充実します。 

 区立小・中学校では学校教育活動を第一としつつ、学校施設を開放し地域利

用を推進し、児童の安全な「遊び場」として活用し、また地域と連携し子ども

たちの健全育成の充実を図っていきます。さらに、地域の文化・スポーツクラ

ブ団体等、学校を拠点とした地域活動を支援するとともに、地域と連携して防

災訓練やあいさつ運動など地域の実態にあわせた特色ある取組みを推進します。 

ＰＴＡ活動においては、ＰＴＡの自主性を尊重し、活動が一層活性化するよ

う支援を充実していきます。 

多様な個性が集う区立学校ならではの特色ある取組みについて、区民等へ広

く情報発信を行い、区立学校への理解促進や魅力の向上を図ります。 

 地域と一体となって、学校・家庭・地域が連携・協働して教育活動へ取り組

むことを念頭に、地域の教育資源である大学や地域の人材を活用し、各種講座

や出前授業など、多様な体験学習や教育活動の充実を図ります。 
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Ⅰ－１ 地域が参画する学校づくり 

>> 現状と課題 

学校運営委員会は、現在では区立小・中学校全校に設置し、学校は「地域運

営学校」として学校運営を行っているが、制度導入から１０年以上経過し、こ

れまでの学校運営委員会の運営の現状を踏まえ、制度の検証及び見直しを行い、

学校運営委員会がより地域と学校との連携した教育活動を行うため継続的・安

定的に「学校の応援団」として位置付ける体制を整える必要がある。 

学校支援地域本部は平成２７年度から導入を開始し、学校の依頼や学校運営

委員会で協議した教育活動について、学校支援コーディネーターが中心となり、

地域のボランティアと調整することで、実施していくしくみを平成３３年度に

は全校導入をめざしています。学校支援地域本部のしくみを学校や地域に周知

し、理解を求めながら、導入を進めていく必要があります。また、学校協議会

は、各学校を中心に地域特性にあわせ、協議会によって、構成員や開催頻度が

異なっている現状があることから、現状を把握しつつ「地域への情報提供の場」

「地域の総会的な場」としての位置付けを地域に周知していくことが必要です。 

区立小・中学校全校に学校関係者評価委員会を設置し、学校経営や学び舎運

営のモデルである「世田谷マネジメントスタンダード」の一環として、平成２

７年度に策定した「学校評価システム」マネジメントスタンダードを踏まえ、

学校関係者評価と学校の自己評価からなる学校評価システムを実施しています。 

学校関係者評価委員会は、新学習指導要領や新たな教育課題・施策等に的確

に対応し、学校評価システムの一層の改善・充実を図る必要があります。  
 
>> 取組みの方向 

「学校運営委員会」、「学校支援地域本部」、「学校協議会」の学校を地域で支

える３つのしくみについて、課題抽出及び課題検討の場を設置し、３つのしく

みが有機的に機能するようなしくみを検討していきます。 

新学習指導要領や教育課題・施策、これまでの取組みの検証等を踏まえ、「学

校評価システム」マネジメントスタンダードを改訂等、学校評価システムの一

層の改善・充実に向けた取組みを行います。  
 
>> ４年後の姿 

「学校運営委員会」、「学校支援地域本部」、「学校協議会」の学校を地域で支

える３つのしくみが、継続的に安定的に、学校運営や教育活動を支えていくし

くみとして、各小・中学校のスタンダードとして確立しています。 

学校関係者評価委員会は、新たな「学校評価システム」マネジメントスタン

ダードを踏まえ、学校評価システムを推進し、学校・家庭・地域の連携・協力

による学校づくりを進めています。 
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Ⅰ－１－① 地域運営学校の充実、学校を支援する効率的な体制の検討 

「学校運営委員会」「学校支援地域本部」「学校協議会」の学校を地域で支え

る３つのしくみについて、地域とともに子どもを育てる教育をさらに推進する

ため、学校と地域の連携を一層充実させるとともに、学校支援地域本部の実施

校を区立小・中学校全校に拡大し、地域で継続的に安定的に学校を支える体制

づくりを進めます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校支援地域

本部の実施校

拡大 

学校支援地域

本部の新規実

施 15校 

学校支援地域

本部の新規実

施 15校  

学校支援地域

本部の新規実

施 15校  

学校支援地域

本部の新規実

施 11校（区立

小・中学校全校

で実施）  
学校を地域で

継続的・安定的

に支えるしく

みの改善 

学校を地域で

継続的・安定的

に支えるしく

みの検討 

学校を地域で

継続的・安定的

に支えるしく

みの検討 

学校を地域で

継続的・安定的

に支えるしく

みの検討 

学校を地域で

継続的・安定的

に支えるしく

みの改善・推進 

《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  

 

Ⅰ－１－② （再掲）学校評価システムの推進 

学校としての組織的・継続的な改善を図り、学校・家庭･地域の連携・協力に

よる学校づくりを進めます。「学校評価システム」は、新学習指導要領やこれま

での教育施策、課題等を踏まえた評価・検証を行い、「学校評価システム」マネ

ジメントスタンダードを改訂し、学校評価システムを一層充実させ、学校改善

を図っていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

「学校評価シ

ステム」マネジ

メントスタン

ダードを踏ま

えた学校評価

の実施 

「学校評価シ

ステム」マネジ

メントスタン

ダードを踏ま

えた学校評価

の実施 

「学校評価シ

ステム」マネジ

メントスタン

ダードを踏ま

えた学校評価

の実施及び改

訂 

「学校評価シ

ステム」マネジ

メントスタン

ダードを踏ま

えた学校評価

の改訂 

「学校評価シ

ステム」マネジ

メントスタン

ダードを踏ま

えた学校評価

の実施 

《所管課：教育総務課、教育指導課》
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Ⅰ－２ 地域コミュニティの核となる学校づくり 

>> 現状と課題 

区立小・中学校では、児童の安全な「遊び場」として校庭を開放する遊び場

開放事業、新ＢＯＰ事業（放課後子どもプラン事業）、地域の文化・スポーツ団

体への学校施設の活用を拡大しています。総合型地域スポーツ・文化クラブに

ついては、学校を主な活動拠点としたスポーツや文化活動を通じて、様々な世

代が集う地域コミュニティの場になっています。また、地域の防災訓練や学校

施設を利用した地域行事など、各学校において、地域と連携した活動や取組み

を行っています。 

今後、学校は、地域スポーツや文化活動、地域防災や地域行事など、学校・

家庭・地域の連携・協働による取組みを一層充実し、地域コミュニティの核と

しての学校づくりが求められています。 

ＰＴＡ活動においては、学校教育の充実、家庭教育力の向上、子どもの健全

育成に向けて活動していますが、自主的な活動が活性化するように、各ＰＴＡ

の連合体との連携や研修会の充実などの支援が求められています。 

また、区立学校には多様な個性が集うとともに様々な地域特性があり、各学

校では、学校と地域が連携しながら特色のある取組みを行うなど、地域ととも

に子どもを育てる教育を推進しています。義務教育９年間を一体として捉え、

質の高い教育をめざす「世田谷９年教育」の一層の推進に向け、小学校から中

学校を通して区立学校の魅力向上に努める必要があります。 
 
>> 取組みの方向 

学校において地域の事情に応じた学校施設の地域利用を推進し、学校を拠点

とした多様な地域活動を支援していきます。また幼・小・中学校ＰＴＡ連合体

との連携・協力による防犯、青少年育成活動などの研修会を充実していきます。

こうした活動を通して、学校・家庭・地域が一層連携し学校を拠点とした地域

のコミュニティを活性化していきます。 
また、区立学校では、多様な個性を尊重する特色ある取組みを推進し、魅力

ある学校づくりをめざすとともに、ホームページや広報紙で広く区民等へ情報

発信を行い、区立学校への理解促進を図ります。 
 
>> ４年後の姿 

学校と地域が連携し、学校単位の地域活動による学校施設利用の拡大が進み、

学校が核となって、様々な活動・取組みを通して、学校・家庭・地域の連携が

進み、地域のコミュニティが活性化しています。 
幼・小・中学校のＰＴＡへの支援の充実により、研修や交流事業が拡充して

います。 

区立学校の魅力が地域や保護者に理解され、地域とともに子どもを育てる教

育が一層推進されています。 
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Ⅰ－２－① 学校施設の活用 

地域の事情に応じた学校施設の地域活動の利用の拡充を図り、地域の防災訓

練や学校施設を利用した地域行事の実施など、学校を拠点とした多様な地域活

動を支援し、地域コミュニティの活性化を図っていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校施設の活

用 

学校施設の活

用  
学校施設の活

用  
学校施設の活

用  
学校施設の活

用  
《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  

 

Ⅰ－２－② ＰＴＡ活動への支援 

ＰＴＡ活動においては、ＰＴＡの自主性を尊重し、活動が一層活性化するよ

うに、幼・小・中のＰＴＡ連合体との連携や研修の実施、交流事業等の支援を

充実していきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

ＰＴＡ活動支

援の実施  
ＰＴＡ活動支

援の実施  
ＰＴＡ活動支

援の実施  
ＰＴＡ活動支

援の実施  
ＰＴＡ活動支

援の実施  
《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  

 

Ⅰ－２－③ 総合型地域スポーツ・文化クラブによるスポーツ・文化活動の 

促進 

学校を拠点とした総合型地域スポーツ・文化クラブの設立及び支援を行うこ

とにより、地域の自主的な活動を促進し、地域スポーツや文化活動の発展及び

地域の活性化を図っていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの拡充及

び活動支援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの新規設

立１箇所及び

活動支援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの活動支

援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの新規設

立１箇所及び

活動支援 

総合型地域ス

ポーツ・文化ク

ラブの活動支

援 

《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  
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Ⅰ－２－④ 区立学校の魅力アップ 

区立学校の取組みに対する区民等への理解促進のため、区立学校ならではの

特色ある取組みや情報発信を図り、地域とともに子どもを育てる教育を推進し

ていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

多様な価値観

の尊重 

モデル事業の

検討 

モデル事業の

試行 

モデル事業の

拡充 
事業の推進 

区立学校の情

報発信 

教育広報紙の

発行 年 3回 

教育広報紙の

発行 年 3回  
教育広報紙の

発行 年 3回  
教育広報紙の

発行 年 3回  
各学校のホー

ムページによ

る情報発信の

充実 

各学校のホー

ムページによ

る情報発信の

充実  

各学校のホー

ムページによ

る情報発信の

充実  

各学校のホー

ムページによ

る情報発信の

充実  
《所管課：教育総務課、教育指導課》
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Ⅰ－３ 地域教育力の活用 

>> 現状と課題 

区内大学と教育委員会の連携による小・中学校への学生派遣事業、リカレン

ト学習連携講座の開設と大学公開講座情報誌の発行、インターネットを利用し

たせたがや eカレッジの開設運営などの取組みを進めてきました。今後は、学

生派遣事業を充実させるとともに、大学等の研究教育機能を一層活用した地域

課題解決型の社会教育事業の充実が必要です。 

また、部活動支援員や学生ボランティア、学校支援地域本部のボランティア、

ゲストティーチャーなど学校教育活動にかかる地域人材の確保は学校だけでは

難しい現状があります。さらに、多様な体験学習、学校における教育研究の場

等においても、大学や企業等との連携は不可欠です。 

区内大学や企業等との連携において、いかに双方の目的に即した関係を築い

ていくか、また学校教育活動における適材適所の人材をいかに確保していくか

等が課題となっています。 

 

>> 取組みの方向 

従来の大学公開講座など区民の生涯学習の機会を充実させるとともに、多様

な地域課題に対応した社会貢献事業やボランティア育成事業などの充実などに

取組みます。 

また、学生ボランティア派遣事業については、各大学への事業の説明やニー

ズ把握を行い、マッチングを意識した取組みを行います。 

さらに、部活動支援員や学校支援地域本部のボランティア等の人材確保につ

いては、教育総合センターの機能の一つとして検討していきます。 

また、「新・才能の芽を育てる体験学習」をはじめ、多様な学習機会等におい

て、今後も大学や企業等との連携を深めるとともに、地域の人材の活用につい

ても進めていきます。 

 
>> ４年後の姿 

区内大学等と教育委員会が連携して社会貢献や、ボランティア活動を推進す

るための仕組みや、教育総合センターにおいて、教育活動に必要な地域人材に

ついて確保できるしくみを確立し、多様な教育活動の充実が図られています。 
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Ⅰ－３－① 大学等との連携の充実 

区内大学等との連携・協力による多様な地域課題に対応した社会貢献事業や

ボランティア育成事業を実施し、区民の生涯学習機会の充実を図るとともに、

子ども達の多様な学習機会や学校における教育活動の充実を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

社会貢献事業

やボランティ

ア育成事業の

実施 

社会貢献事業

やボランティ

ア育成事業の

実施  

社会貢献事業

やボランティ

ア育成事業の

実施  

社会貢献事業

やボランティ

ア育成事業の

実施  

社会貢献事業

やボランティ

ア育成事業の

実施  
《所管課：生涯学習・地域学校連携課、新教育センター整備担当課》  

 
Ⅰ－３－② 地域人材の活用 

教育総合センターの機能として、学校運営に関わる各種支援員などの人材バ

ンクの構築・運営を検討し、地域の教育資源である地域の人材を活用するため

の仕組みづくりを行い、教育活動の充実を図っていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

地域の人材活

用のための仕

組みによる教

育活動の充実 

地域の人材活

用のための仕

組みづくりの

検討  

地域の人材活

用のための仕

組みづくりの

検討  

地域の人材活

用のための仕

組みづくりの

検討  

地域の人材活

用のための仕

組みによる教

育活動の充実 

《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  

 

Ⅰ－３－③ （再掲）新・才能の芽を育てる体験学習の充実 

国内外の第一線で活躍する講師等による講座など、普段の生活ではふれるこ

とのできない体験を通じて、子どもたちが自らの興味・関心を広げ、深め、自

分自身の特性や才能を伸ばす機会をつくること、また、子どもたちが将来の夢

や希望をもち、たくましく生き抜く力をはぐくんでいきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実に向

けた取組み 

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実に向

けた取組み  

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実に向

けた取組み  

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実に向

けた取組み  

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実に向

けた取組み及

び手法の見直

し  
《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  
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Ⅱ 家庭教育への支援と乳幼児期からの教育の推進 

 

基本的な考え方 

子どもたちが多くのことを学び、成長する場として、家庭における教育はき

わめて重要です。今日、核家族化、少子化、共働き、地域における地縁的つな

がりの希薄化など、家庭を取り巻く状況が大きく変化しています。家庭環境の

多様化や地域社会の変容等に対応するため、家庭の教育力の向上に向けた様々

な支援や取組みが行われています。 

教育委員会では、平成１８年度の教育基本法の改正を受け、庁内関係課の横

断的な体制として「家庭教育支援推進関係課連絡会」を設け、情報交換や意見

交換等を通して、家庭教育への支援を強化しています。 

各学校・幼稚園のＰＴＡと連携して、家庭の教育力向上をめざした「家庭教

育学級」を開催し、情報発信や情報の共有を図っています。 

今後は、福祉や保健・医療との連携を図り、家庭の子育て力を充実させると

ともに、地域や企業などとも連携し、家庭教育の支援に取り組みます。 

また、子どもの望ましい育成のために、家庭教育学級や講演会などを通して、

親自身が学び育つための学習の場や情報を提供するとともに、福祉等との連携

により相談機能を充実します。 

今後とも、保護者だけでなく、学校、地域など社会全体としての子育てのた

めの支援体制を整備し、世田谷区子ども計画や区長部局の事業と連携しながら、

家庭の教育力向上に向けた一層の支援を進めます。 

子どもを取り巻く環境の変化や世田谷区における乳幼児期における教育・保

育の状況等を踏まえ、将来の子どもの生きる社会を展望し、乳幼児期における

教育・保育を一層充実していくために、幼児教育・保育推進ビジョンを策定し

ました。世田谷区が乳幼児期に大切にする子どもの育ちやはぐくむ力を明確に

し、保護者や幼稚園・保育所等、小学校、地域など区全体が共有し、連携をし

ながら乳幼児期における教育・保育に取り組むことをめざします。 
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Ⅱ－１ 家庭教育への支援 

>> 現状と課題 

これまで、区立学校のＰＴＡ活動等と連携し、家庭教育に関する学習機会の

提供や情報交換など家庭教育の充実に向けた取組みを進めてきました。 

家庭環境の多様化や地域社会の変容等、家庭を取り巻く状況が大きく変化し

ていることから、学校、ＰＴＡだけでなく、地域全体が家庭教育を支援する取

組みや社会と関わることが困難な家庭への支援等を検討する必要があります。

また、区長部局と教育委員会の連携を一層強化し、家庭教育への支援を効果的

に進めていくことが必要です。 

今後は、より広く家庭教育への支援が届くように、親の学びの機会や場の提

供などの充実を図るとともに、家庭教育の情報提供や相談機能の充実、親同士

や地域との連携などを通して、豊かな親子の関係をつくることや、家庭の教育

力の向上のための機会を一層充実させることが課題です。 

 

>> 取組みの方向 

教育委員会と区長部局がそれぞれの役割の元で相互に連携を図りながら、家

庭の教育力向上に向けた総合的な取組みを行います。また、各学校のＰＴＡ活

動と連携して行っている家庭教育学級について、これまでの取組みをいかし、

より効果的に実施できるように、活動状況をデータベース化し、区のホームペ

ージ等で広く情報発信していきます。 

 
>> ４年後の姿 

家庭の教育力向上に向けて、教育委員会、区長部局、保健・医療や地域が連

携を図り、多様化する家庭環境に対応した支援を行い、社会全体として取組み

を実施しています。 
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Ⅱ－１－① 家庭教育への支援 

ＰＴＡ活動の家庭教育学級の充実を図るとともに、青少年地区委員や民生委

員など地域の力を家庭教育の支援へつなげます。また、区の子ども計画（第２

期）の取組み等、区長部局との連携を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

家庭教育の支

援実施 

家庭教育の支

援実施  
家庭教育の支

援実施  
家庭教育の支

援実施  
家庭教育の支

援実施  
《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  

 

Ⅱ－１－② （再掲）ＰＴＡ活動への支援 

ＰＴＡ活動においては、ＰＴＡの自主性を尊重し、活動が一層活性化するよ

うに、幼・小・中のＰＴＡ連合体との連携や研修の実施、交流事業等の支援を

充実していきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

ＰＴＡ活動支

援の実施  
ＰＴＡ活動支

援の実施  
ＰＴＡ活動支

援の実施  
ＰＴＡ活動支

援の実施  
ＰＴＡ活動支

援の実施  
《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  
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Ⅱ－２ 幼児教育・保育の充実 

>> 現状と課題 

世田谷区では、３歳児で８割以上、４・５歳児では９割以上の子どもが、幼

稚園・保育所等に通園しています。また、近年の保育需要の増加のなかで、３

歳未満児の保育所等の入所率も増加し、３割を超える状況となっています。核

家族化等が進み、家庭や地域の養育力の低下が指摘されている中で、子どもの

育つ環境としての幼稚園や保育所等の役割がこれまで以上に大きくなっていま

す。また、幼稚園・保育所等と小学校では、子どもの生活や教育方法が異なる

ため、子どもがその変化に対応していくことが求められます。約８５％の子ど

もが、区立小学校へ就学しており、区立小学校と区内公私立幼稚園・保育所等

とが連携し、乳幼児期における教育・保育と小学校教育の円滑な接続が重要と

なっています。区内の公私立幼稚園・保育所等では、それぞれが建学の精神や

保育方針に基づき、教育・保育を実施し、世田谷区の乳幼児期における教育・

保育を支えています。 

世田谷区では、幼稚園教育要領や保育所保育指針等で示している目標の達成

に向け、公私立幼稚園・保育所等が行う乳幼児期における教育・保育について、

そのあり方や世田谷区としての充実・支援の方向性などが横断的に検討されて

いませんでした。平成２９年７月に、子どもを取り巻く環境の変化や世田谷区

での乳幼児期における教育・保育の状況等を踏まえ、将来の子どもの生きる社

会を展望し、乳幼児期における教育・保育を一層充実していくために、「世田谷

区幼児教育・保育推進ビジョン」を策定しました。 

 

>> 取組みの方向 

世田谷区幼児教育・保育推進ビジョンに基づき、世田谷区の子どもが乳幼児

期に「自立と協同」「表現と共感」「健やかな心と体」「経験と意欲」「関心と探

求」をはぐくむことを通して、子どもたちが、人を思いやり、心豊かにのびの

びと生きる力を身に付けていくことを目標に、体系的に質の高い幼児教育・保

育の推進に向けた取組みを行っていきます。 

また、幼稚園や保育園などの施設に対する利用者ニーズの多様化などに柔軟

かつ適切に対応していくため、幼保一体化など幼児教育・保育の充実を進めま

す。 

 
>> ４年後の姿 

幼稚園・保育所等と小学校の連携や乳幼児期における教育・保育の充実など、

世田谷区幼児教育・保育推進ビジョンに基づいた取組みが公私立幼稚園・保育

所等や区立小学校で推進され、さらに、世田谷区乳幼児教育支援センターによ

る支援を進めています。 

また、「区立幼稚園用途転換等計画（平成２６年８月）」に基づいた、区立幼

稚園の用途転換を進めています。 
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Ⅱ－２－① 世田谷の特色をいかした教育・保育の推進 

世田谷区子ども計画（第２期）や第２次世田谷区教育ビジョンの理念を踏ま

え、世田谷区がこれまで取り組んできた「ことばの力」の育成や「外遊び」を

一層充実するなど、世田谷区の特色を活かした取組みを進めます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

「ことばの力」

の育成（教科

「日本語」との

関連） 

「ことばの力」

の育成の検討 

「ことばの力」

の育成の検証  
「ことばの力」

の育成の実施  
「ことばの力」

の育成の実施  

外遊びの推進 外遊び事業と

の連携のあり

方検討 

外遊び事業と

の連携試行 

外遊び事業と

の連携試行 

外遊び事業と

の連携の実施 

文化・芸術とふ

れあうための

各園等におけ

る環境づくり

支援 

文化・芸術とふ

れあうための

支援のあり方

検討 

文化・芸術体験

事業の試行 

文化・芸術体験

事業の実施 

文化・芸術体験

事業の実施 

《所管課：幼児教育・保育推進担当課、教育指導課》  

 

Ⅱ－２－② 乳幼児期における教育・保育の充実 

生涯の中で最も発達・成長の著しい乳幼児の教育・保育の重要性を改めてと

らえ、子ども一人ひとりの特性に応じ、乳幼児期における教育・保育の充実を

図っていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

乳幼児期にお

ける教育・保育

の理解促進 

幼児教育・保育

シンポジウム

の実施 1回 

幼児教育・保育

情報連絡会を

通じた理解促

進のあり方検

討 

幼児教育・保育

情報連絡会を

通じた理解促

進のあり方検

討  

幼児教育・保育

情報連絡会を

通じた理解促

進のあり方の

試行  
《所管課：幼児教育・保育推進担当課》  
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Ⅱ－２－③ 保育者等の資質及び専門性の向上 

日常の多くの時間を共にすごす保育者等の専門的な知識や技術、力量の向上

に向けて、経験や役割等に応じたきめ細やかな研修体制やキャリアアップの仕

組みづくりを行い、質の高い教育・保育を推進します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

乳幼児教育ア

ドバイザー制

度の実施・充実 

乳幼児教育ア

ドバイザーの

派遣 30回 

乳幼児教育ア

ドバイザーの

派遣 45回  

乳幼児教育ア

ドバイザーの

派遣 60回  

乳幼児教育ア

ドバイザーの

派遣 75回  
質の向上に向

け た 合 同 研

修・研究 

合同研修・研究

実施に向けた

検討 

合同研修・研究

の試行 

合同研修・研究

の試行 

合同研修・研究

の本格実施 

《所管課：幼児教育・保育推進担当課、教育指導課》  

 

Ⅱ－２－④ 幼稚園・保育所（施設）・認定こども園・小学校の連携 

区立と私立、幼稚園と保育所等の枠組みを越えて、それぞれの園での取組み

や課題などの情報の共有化により、幼児教育・保育の質の向上をめざします。 

乳幼児の自発的な活動としての「遊び」や「日常生活における体験」による

教育から小学校以降における教科中心の教育への円滑な接続を図るために、幼

稚園・保育所（施設）・認定こども園・小学校の連携を促進するための仕組みづ

くりを進めます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

情報交換や相

互理解の促進 

幼児教育・保育

情報連絡会 

2回 

幼児教育・保育

情報連絡会 

2回  

幼児教育・保育

情報連絡会 

2回  

幼児教育・保育

情報連絡会 

2回  
乳幼児期にお

ける教育・保育

と小学校教育

の円滑な接続 

アプローチ・ス

タートカリキ

ュ ラ ム の 試

行・検証（区立

幼稚園全 9園） 

アプローチ・ス

タートカリキ

ュラムの実施

園の拡大（区立

保 育 園 全 園 

50園） 

アプローチ・ス

タートカリキ

ュ ラ ム の 普

及・啓発（私立

幼稚園・私立保

育園） 

アプローチ・ス

タートカリキ

ュ ラ ム の 普

及・啓発（私立

幼稚園・私立保

育園） 

《所管課：幼児教育・保育推進担当課、教育指導課》  
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Ⅱ－２－⑤ 地域で見守り支える教育・保育 

未就学児の子育て家庭においては、３世代家庭が少なく、核家族化が進んで

います。地域の絆の希薄化や、家庭の養育力の低下が指摘されている中、地域

づくりの中心には、今を生きる子どもの成長・発達と子育ての支援を捉えるこ

とが必要です。乳幼児期に大切にする子どもの育ちに対する地域の理解や協力

の気運を高め、地域全体で子どもを見守り、子育て家庭を支える取組みを進め

ます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

家庭教育の支

援 

福祉部門等と

の連携のあり

方検討 

福祉部門等と

の連携のあり

方検討 

福祉部門等と

の連携試行 

福祉部門等と

の連携実施 

地域の人材や

地域資源活用

など地域との

連携・強化 

情報集約及び

情報提供のあ

り方検討 

情報集約及び

情報提供のあ

り方検討 

情報集約及び

情報提供のあ

り方試行 

情報集約及び

情報提供のあ

り方実施 

《所管課：幼児教育・保育推進担当課》  

 

Ⅱ－２－⑥ 幼保一体化の推進 

幼稚園や保育園などの施設に対する利用者ニーズの多様化などに柔軟かつ適

切に対応していくため、幼保一体化など幼児教育・保育の充実を進めます。 

 「区立幼稚園用途転換等計画（平成２６年８月）」に基づき、区立幼稚園各々

について、用途、運営形態、整備手法、移行年次などを用途転換移行計画とし

て順次取りまとめ、区立幼稚園を段階的に認定こども園へ用途転換を進めてい

きます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

区立幼稚園用

途転換等計画

に基づく取組

み 

区立塚戸幼稚

園用途転換移

行計画に基づ

く取組み 

区立塚戸幼稚

園用途転換移

行計画に基づ

く取組み  

私立認定こど

も園開設  
私立認定こど

も園運営  

《所管課：幼児教育・保育推進担当課》  
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Ⅲ 「世田谷９年教育」で実現する質の高い教育の推進（学習内容） 

 

基本的な考え方 

「世田谷９年教育」は、教育目標で掲げた「育てたい子ども像」を実現する

ために、区立小・中学校の主体性を尊重しつつ、小・中学校の義務教育９年間

を一体としてとらえ、区立小・中学校が一体となって２１世紀を生きる児童・

生徒一人ひとりの有する個性や能力を十分伸ばし、自立した個人として生きる

基礎を培い、基本的な資質を養う、区民の高い期待と信頼に応えられるより質

の高い義務教育を実現していこうとする取組みです。 

「世田谷９年教育」では、義務教育９年間を通して、「豊かな人間性」「豊か

な知力」「健やかな身体・たくましい心」を育成することをねらいとしています。 

「豊かな人間性」の育成では、子どもたちに人として生きるうえで大切な人

間性・道徳性・社会性をはぐくみ、市民としてのよりよい生活習慣や規範意識

を身に付けさせるために、「豊かな心」、「豊かな感性」、「社会の一員としての自

覚」などの育成を図ります。特に、何ものにも代えがたい「人権」や「生命」

を尊び、重んじる精神の大切さを実感させ、多様な個性を尊重し合う姿勢をは

ぐくみます。 

また、「豊かな知力」の育成では、学習指導要領や幼稚園教育要領等を踏まえ

つつ、世田谷区の子どもたちが義務教育９年間で学習する各教科等の目標・内

容・教育活動例を定めた「世田谷区教育要領」に基づき、質の高い教育の実現

をめざし、児童・生徒への確かな学力の定着を図ります。 

さらに、「健やかな身体・たくましい心」の育成では、区立小・中学校、区立

幼稚園等や教育委員会が関係諸機関と連携し、子どもたちが、望ましい運動習

慣、食習慣、生活習慣を身に付け、健やかな心と体をはぐくむことができるよ

うにします。 

そして、世田谷９年教育では、「『世田谷９年教育』で育てたい力・資質」で

ある「豊かな人間性」や「豊かな知力」、「健やかな身体」の基盤として「こと

ばの力」の育成と活用をすべての教育活動に位置付けており、ことばを大切に

する取組みを一層推進していきます。 

また、変化の激しい時代を担う子ども一人ひとりが、多様な個性や能力を発

揮しながら、人とかかわり、自ら課題を見付け、自ら学び考え、主体的・対話

的に判断・行動し、よりよく問題を解決する資質・能力や学びに向かう力等、

これから社会を生き抜く力の基礎をはぐくみます。 
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Ⅲ－１ 豊かな人間性の育成 

>> 現状と課題 

学習指導要領の改訂に伴い、「特別の教科 道徳」が新たに教科として位置付

けられたことを踏まえ、「世田谷区教育要領」を改訂するとともに、「人権」や

「生命」を尊び、重んじる精神を学ぶことはすべての教育活動に通じることか

ら、道徳教育センター校の指定・実践や各種研修等、様々な機会をとらえ、道

徳教育・人権教育の推進と教員の資質の向上を図っています。また、平成２０

年度からは、児童・生徒に、市民として、よりよい生活習慣や規範意識を身に

付けさせるために、「あいさつ」や「思いやり」などのテーマについて、児童・

生徒が自ら考え、行動し、振り返る取組みである「人格の完成をめざして」を

学校・家庭・地域が連携して実施しています。 

新たに教科として位置付けられた「特別の教科 道徳」について、学習指導

要領や「世田谷区教育要領」の内容に基づき、教員の指導力の向上と授業の改

善に取り組むとともに、「人格の完成をめざして」等のこれまでの取組みを踏ま

え、道徳教育・人権教育の充実を図ることが必要です。 

 いじめ防止対策推進法に基づき、平成２６年３月に策定した「いじめ防止基

本方針」を踏まえ、教育委員会、学校が連携し、教員研修、「いじめ防止プログ

ラム」の実施、「ネットリテラシー醸成講座」及び「子どものインターネット利

用に関する啓発講座」の開催、いじめ防止等対策連絡会の設置、いじめ防止に

向けた手引きの教員への配布等、いじめ防止に向けた取組みを進めています。

また、「児童・生徒の学級満足度及び学校生活意欲等に関する調査（『Ｑ-Ｕ調査』、 

『ｈｙｐｅｒ－ＱＵ』）」を実施し、いじめ・不登校の早期発見や未然防止に活

用しています。さらに、心理や法律、教育の専門家で構成した教育支援チーム

を設置し、学校だけでは対応することが難しい課題について、早期発見や未然

防止、発生後の適切な対処に向けて、学校への助言・支援を行なっています。 

教育環境におけるいじめや不登校の早期発見や未然防止、発生後の適切な対

処に向けて、いじめ防止等の取組みを一層の強化することが求められています。  

 小・中学校では、児童・生徒が、移動教室等での自然体験や飼育指導、授業

での動物とのふれあい等を通して、自然への畏敬や生命の大切さを学び、共生

する心や情操をはぐくんでいます。 

スポーツや文化・芸術に親しむことにより、生徒の学習意欲の向上、責任感・

連帯感の育成、体力の向上を図る部活動について、部活動支援員制度の活用や

部活動連絡協議会の開催等、学校と地域が連携し推進していますが、今後も継

続的・安定的に支えていく必要があります。 

 

>> 取組みの方向 

「特別の教科 道徳」について、教員研修の実施、道徳教育センター校での

実践、指導資料の作成等を通して、教員の指導力の向上と授業の改善を図ると

ともに、「人格の完成をめざして」等のこれまでの取組みの成果や課題を検証し、

道徳教育・人権教育の一層の充実を図ります。 
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「いじめ防止プログラム」等の従来の取組みを充実するとともに、「児童・生

徒の学級満足度及び学校生活意欲等に関する調査」の結果の活用や、教育支援

チームの拡充により、いじめ防止等の取組みを一層の強化を図ります。 

移動教室や動物飼育活動等を推進し、子どもたちが自然や生命に触れ、命の

大切さ等を学ぶ機会を充実します。 

中学校の部活動について、継続的・安定的に支援できるように、部活動支援

員制度等の活用により引き続き推進していきます。 

 

>> ４年後の姿 

「特別の教科 道徳」を中心に様々な教育活動や取組みを通して、児童・生

徒の「豊かな人間性」をはぐくむ取組みを実施しています。 

「児童・生徒の学級満足度及び学校生活意欲等に関する調査」や教育支援チ

ームの活動等の多様な取組みを通して、いじめ防止等の総合的推進に継続的取

り組んでいます。 

児童・生徒が動植物や自然に触れ、生命や自然の大切さを感じ、学ぶ機会の

充実に向けて取り組んでいます。 

中学校の部活動について、継続・安定的な支援に取り組んでいます。 

 
Ⅲ－１－① 人権尊重教育の推進 

児童・生徒に、何ものにも代えがたい「人権」や「生命」を尊び、重んじる

精神を実感させ、情操と感性を高め、多様な個性を尊重し合う姿勢をはぐくむ

ため、人権教育を推進します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

人権尊重教育

推進校の取組

み 

人権尊重教育

推進校の取組

み  

人権尊重教育

推進校の取組

み  

人権尊重教育

推進校の取組

み  

人権尊重教育

推進校の取組

み  
人権教育研修

等の実施  
人権教育研修

等の実施  
人権教育研修

等の実施  
人権教育研修

等の実施  
人権教育研修

等の実施  
《所管課：教育指導課》  
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Ⅲ－１－② 道徳教育の充実 

児童･生徒に人として生きるうえで大切な人間性・道徳性をはぐくむとともに、

社会の構成員としての自覚や社会生活を送るうえで必要な規範意識や生活習慣

を身につけさせます。また、新たに教科として位置付けられた「特別の教科 道

徳」の実施に向け、教員の指導力向上を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

「特別の教科 

道徳」の推進 

「特別の教科 

道徳」小学校実

施 

「特別の教科 

道徳」中学校実

施 

― ― 

研修の検討・実

施 

研修の実施 研修の実施 研修の実施 

指導資料等の

検討・作成 

指導資料等の

検討・作成 

指導資料等の

作成 

指導資料等の

作成 

道徳教育セン

ター校の取組

み  

道徳教育セン

ター校の取組

み  

道徳教育セン

ター校の取組

み  

道徳教育セン

ター校の取組

み  

道徳教育セン

ター校の取組

み  
「人格の完成

をめざして」の

取組み  

「人格の完成

をめざして」の

取組み  

「人格の完成

をめざして」の

取組み  

「人格の完成

をめざして」の

取組み  

「人格の完成

をめざして」の

取組み  
《所管課：教育指導課》  

 



72 
 

Ⅲ－１－③ （再掲）いじめ防止等の総合的な推進 

平成３０年３月に、いじめ防止等に関する国の基本方針の改定等を踏まえ、

世田谷区「いじめ防止基本方針」を改定しました。改定した基本方針を踏まえ

た「いじめ防止の手引き」を各小・中学校へ周知徹底し、教育環境におけるい

じめの早期発見や未然防止、発生後の適切な対処を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

早期発見・未然

防止を含めた

いじめ問題へ

の総合的・組織

的な対応 

いじめ防止プ

ログラムの区

立中学校全校

実施 

いじめ防止プ

ログラムの区

立中学校全校

実施 

いじめ防止プ

ログラムの区

立中学校全校

実施 

いじめ防止プ

ログラムの区

立中学校全校

実施 

児童・生徒の学

級生活意欲等

に関する調査

の区立小中学

校全校実施 

児童・生徒の学

級生活意欲等

に関する調査

の区立小中学

校全校実施 

児童・生徒の学

級生活意欲等

に関する調査

の区立小中学

校全校実施 

児童・生徒の学

級生活意欲等

に関する調査

の区立小中学

校全校実施 

教育支援チー

ムの拡充 

教育支援チー

ムの運営 

教育支援チー

ムの運営  
教育支援チー

ムの運営  
教育支援チー

ムの拡充 

《所管課：教育指導課、教育相談・特別支援教育課》  

 

Ⅲ－１－④ 児童・生徒が体験・体感する機会の拡充 

移動教室等の校外学習、動物とのふれあいを通じ、児童・生徒が体験・体感

する機会の拡充に取組み、自然への畏敬や生命の大切さ等、共生する心や情操

等の育成を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

移動教室及び

夏・冬季施設の

取組み 

移動教室及び

夏・冬季施設の

取組み  

移動教室及び

夏・冬季施設の

取組み  

移動教室及び

夏・冬季施設の

取組み  

移動教室及び

夏・冬季施設の

取組み  
動物飼育支援

活動モデル事

業の取組み  

動物飼育支援

活動モデル事

業の取組み  

動物飼育支援

活動モデル事

業の取組み  

動物飼育支援

活動モデル事

業の取組み  

動物飼育支援

活動モデル事

業の取組み  
《所管課：学務課、教育指導課》  
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Ⅲ－１－⑤ （再掲）中学校の部活動の充実 

スポーツや文化・芸術に親しむことを通じて、生徒の学習意欲の向上、責任

感・連帯感の育成、体力の向上を図る重要な教育活動の一環として、学校と地

域が連携し、部活動を継続的・安定的に支え、充実を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

部活動支援員

制度の充実  
部活動支援員

制度の充実  
部活動支援員

制度の充実  
部活動支援員

制度の充実  
部活動支援員

制度の充実  
部活動の充実

に向けた支援  
部活動の充実

に向けた支援  
部活動の充実

に向けた支援  
部活動の充実

に向けた支援  
部活動の充実

に向けた支援  
《所管課：教育指導課、生涯学習・地域学校連携課》  

 



74 
 

Ⅲ－２ 豊かな知力の育成 

>> 現状と課題 

現学習指導要領を基盤としながら、世田谷区独自の学習内容を加えた「世田

谷区教育要領」に基づく教育活動を、平成２５年度より区立小・中学校全校で

実施しています。平成３２年度より小学校、平成３３年度より中学校で全面実

施される、新学習指導要領に的確に対応し、引き続き質の高い教育の実現をめ

ざすために、「世田谷区教育要領」を改訂することが必要とされます。 

児童・生徒の基礎・基本の定着をめざすため、区立小学校４～６年生、区立

中学校１～３年生を対象として、学習状況を確認する「学習習得確認調査」を

実施しています。調査の結果に基づき、各学校、各学び舎では、自らの教育活

動を検証し、授業の改善・充実に向けた取組みを行うとともに、児童・生徒一

人ひとりの学習状況や、その経年変化等を踏まえたきめ細やかな指導に取り組

んでいます。義務教育９年間の総まとめとなる中学校３年生においては、習熟

度別の学級編成による土曜講習会や、朝学習（数学・英語）等、卒業後の進路

の実現に向けて、実践的な学力を身に付けるための取組みを行っています。ま

た、中学校２年生を対象として、情報を読み取り表現する力を高めるため、新

聞を活用した朝学習（国語）を実施する等の取組みを推進しています。さらに、

基礎的学力に支援を要する児童を対象とした小学校放課後学習支援や、少人数

による学習、習熟度別学習等の少人数教育等、個に応じた学習支援の取組みを

進めています。 

学習習得確認調査に関しては、経年変化の比較分析等の調査結果を児童・生

徒一人ひとりの指導や授業の改善、教育施策の充実に向け、有効活用すること

が求められています。また、土曜講習会や放課後学習支援等についても、新学

習指導要領や改訂版「世田谷区教育要領」に基づく教育活動等を踏まえた改善・

充実に向けた検討を行うことが必要です。 

理数教育については、中学校の生徒を対象とした自然科学・科学技術に関す

る自由研究のコンテストである「世田谷ガリレオコンテスト」の実施や、区立

小・中学校の科学教育の振興を目的として、様々な事業を展開する「科学セン

ター」等の世田谷区独自の取組みを進めています。また、小学校への理科支援

員の配置により指導体制の充実を図っています。 

児童・生徒の自然科学・科学技術や数学への興味や関心を高め、科学的・数

学的素養の伸長を図るため、引き続き世田谷区の特色をいかした取組みを実施

するとともに、急速な科学技術の進歩や社会情勢の変化の中で、プログラミン

グ教育などを含む広い意味での理数教育（ＳＴＥＭ
ス テ ム

教育）の充実に向けた取組

みが求められています。 

学校図書館については、「第２次世田谷区立図書館ビジョン」等を踏まえ、平

成２７年９月から、学校図書館の運営を委託により図書館司書、学校図書館司

書等の資格を有する者を配置する体制に段階的に移行するとともに、学校図書

館図書標準を基本とした蔵書の整備、図書の貸出・返却業務の電算化、学校図

書館司書教諭研修の実施等、児童・生徒の読書力の育成に向けて、学校図書館
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機能の充実を図っています。 

児童・生徒の読書力の育成・読書活動の充実に向けて、学校図書館機能の充

実を図るとともに、地域図書館との連携を一層推進することが求められていま

す。 

 

>> 取組みの方向 

新学習指導要領を踏まえ「世田谷教育要領」の改訂を行います。改訂した「世

田谷区教育要領」に基づく教育活動を推進するとともに、学習習得確認調査の

結果を活用した児童・生徒一人ひとりに対するきめ細やかな指導や土曜講習会、

朝学習等、基礎・基本をはぐくむ取組みを進めるとともに、小学校放課後学習

支援、授業や家庭学習に対する支援へのＩＣＴの活用等を通して個に応じた学

習支援に取組みます。 

 「世田谷ガリレオコンテスト」の実施やプログラミング教育等の取組みを通

して、科学、数学、工学・技術の分野にわたる広い意味での理数教育（ＳＴＥＭ
ス テ ム

教育）の充実を図り、児童・生徒の科学や数学への興味や関心を高め、科学的・

数学的素養の伸長をめざします。 

引き続き、学校図書館の運営体制の移行を段階的に進め、学校図書館機能の

充実を図り、児童・生徒の読書活動の充実や教員の授業改善の支援を行います。

また、児童・生徒の読書力や情報を読み取り表現する力の育成に向けて、新聞

を活用した朝学習（国語）、研究指定校等におけるＮＩＥ（Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ 

Ｉｎ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）など新聞を活用した教育や学校図書館の活用の取

組み等を検討していきます。 

 

>> ４年後の姿 

質の高い教育の実現をめざし、改訂した「世田谷区教育要領」に基づく教育

活動及び児童・生徒の基礎・基本等をはぐくむ取組みを推進しています。また、

学習習得確認調査の結果の有効活用やＩＣＴを活用した学習支援等を通して、

個に応じた、きめ細かい学習支援に取組み、児童・生徒への確かな学力の定着

を図っています 

 児童・生徒の科学的・数学的素養の伸長に向けて、理数教育（ＳＴＥＭ
ス テ ム

教育）

の一層の充実を図っています。 

学校図書館機能が児童・生徒の読書活動の充実や教員の授業改善に有効に活

用されるとともに、新聞を活用した教育等の取組みを通して児童・生徒の読書

力等の育成を図っています。 
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Ⅲ－２－① 世田谷区教育要領に基づいた教育の推進 

学習指導要領を踏まえつつ、世田谷区の児童・生徒が義務教育９年間で学習

する各教科等の目標・内容を定めた「世田谷区教育要領」に基づき、質の高い

教育の実現をめざします。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

世田谷区教育

要領の改訂 

改訂に向けた

検討 

改訂 小学校実施 中学校実施 

学習習得確認

調査の実施及

び調査結果の

活用  

学習習得確認

調査の実施及

び調査結果の

活用  

学習習得確認

調査の実施及

び調査結果の

活用  

学習習得確認

調査の実施及

び調査結果の

活用  

学習習得確認

調査の実施及

び調査結果の

活用  
「土曜講習会」

等基礎・基本な

どをはぐくむ

取組みの推進  

「土曜講習会」

等基礎・基本な

どをはぐくむ

取組みの推進  

「土曜講習会」

等基礎・基本な

どをはぐくむ

取組みの推進  

「土曜講習会」

等基礎・基本な

どをはぐくむ

取組みの推進  

「土曜講習会」

等基礎・基本な

どをはぐくむ

取組みの推進  
《所管課：教育指導課》  

 

Ⅲ－２－② 理数教育の充実 

新学習指導要領では、プログラミング教育が必修になるなど、科学・技術・

工学・数学分野の知識や技能の習得が求められています。児童・生徒の自然科

学・科学技術や数学への興味や関心を高め、ＳＴＥＭ
ス テ ム

教育の推進により科学的・

数学的素養の伸長を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

理数教育・プロ

グラミング教

育等（ＳＴＥＭ

教育）の推進 

ＳＴＥＭ教育

の試行（モデル

校） 

ＳＴＥＭ教育

の試行（モデル

校） 

ＳＴＥＭ教育

の小学校実施 

ＳＴＥＭ教育

の中学校実施 

研修の検討・実

施 

研修の実施 研修の実施 研修の実施 

《所管課：教育指導課》  
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Ⅲ－２－③ 読書力の育成・学校図書館機能の充実 

学校図書館司書の配置により運営体制を改善し、学校図書館の機能を充実さ

せることにより、児童・生徒の読書活動の充実と読書力の育成を図ります。ま

た、新聞を活用した朝学習（国語）や研究指定校等におけるＮＩＥ（Ｎｅｗｓ

ｐａｐｅｒ Ｉｎ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）の取組みなど、新聞を活用した教育

等を検討していきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校図書館機

能の充実への

支援 

運営体制の移

行 20校 

(計 72校) 

運営体制の移

行 18校 

(計 90校) 

— — 

読 書 力 の 育

成・学校図書館

の充実に向け

た取組み  

読 書 力 の 育

成・学校図書館

の充実に向け

た取組み  

読 書 力 の 育

成・学校図書館

の充実に向け

た取組み  

読 書 力 の 育

成・学校図書館

の充実に向け

た取組み  

読 書 力 の 育

成・学校図書館

の充実に向け

た取組み  
《所管課：教育指導課、中央図書館》  

 

Ⅲ－２－④ 個に応じた学習支援 

「世田谷９年教育」を効果的に推進するため、個人の学習習得状況や身につ

けている素養等を見極め、個に応じた、きめ細かい学習支援を充実させること

で、児童・生徒への確かな学力の定着を図ります。また、家庭環境によらない

教育機会の提供に努めていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

個に応じた学

習支援の取組

み  

個に応じた学

習支援の取組

み  

個に応じた学

習支援の取組

み  

個に応じた学

習支援の取組

み  

個に応じた学

習支援の取組

み  
少人数教育の

推進  
少人数教育の

推進  
少人数教育の

推進  
少人数教育の

推進  
少人数教育の

推進  
《所管課：教育指導課》  
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Ⅲ－３ 健やかな身体・たくましい心の育成  

>> 現状と課題 

区では、「世田谷区教育要領」に基づき体育・保健体育の授業の充実を図ると

ともに、児童・生徒の体力向上・健康推進に向けて、平成２７年度から、実践

モデル校・園を指定し、「体力向上」、「健康教育」、「幼児教育」、「地域との連携」

といった視点から、「心と体の元気アップ!～世田谷３快プログラム<快眠・快

食・快運動>」の取組みを進め、実践モデル校の報告会等を通して、成果の共有

化を図ってきました。 

引き続き体育・保健体育の授業の充実に取り組むとともに、「世田谷３快プロ

グラム」実践モデル校（園）を中心とした区立小・中学校、区立幼稚園と教育

委員会が連携し、「世田谷３快プログラム」のこれまでの取組みの成果等の全区

立小・中学校及び幼稚園への普及を図るとともに、検証し、体力向上・健康推

進の取組みをさらに進めることが必要です。 

児童・生徒が、食に関する理解を深め、望ましい食習慣を形成できるように、

学校における食に関する指導の充実、異世代交流による「共食」の機会や世田

谷のオリジナル献立の普及等を通じて、食育の推進に取り組んでいます。 

学校における食に関する指導、異世代交流による共食等を通して、引き続き、

子どもたちの食に関する理解を深め、望ましい食習慣の形成を図ることが必要

です。 

教員への研修等を通して学校教育における健康教育を充実するとともに、児

童・生徒の心と体の健康づくりを推進します。また、引きこもりや不登校、ネ

ット依存などの課題に対して保健福祉等の関係機関と連携して、こころの健康

づくりを支援しています。 

学校と家庭、地域、保健福祉等の関係機関等が連携して、児童・生徒の心と

体の健康づくりを推進する必要があります。 

部活動については、部活動支援員制度の活用、部活動連絡協議会の開催、部

活動支援員の研修、大会参加費等の補助などを、保護者、地域、学校等の連携

し、支援しています。 

各小・中学校と保護者、地域等が連携し、部活動の充実に向けて、引き続き

支援を実施する必要があります。 

 

>> 取組みの方向 

世田谷区教育要領に基づいた授業を推進し、小学校１年生から中学校３年生

までの９年間の体力テストの結果等を踏まえ、体育・保健体育の授業の充実に

取り組むとともに、各小・中学校及び幼稚園において、「世田谷３快プログラム」

のこれまでの取組みの成果等を活かしながら、各校の実態に応じて、児童・生

徒の体力向上・健康推進に取り組んでいきます。また、これまでの取組みの検

証を踏まえ、区立小・中学校、幼稚園と教育委員会や区内大学等が連携しなが

ら、個々の児童・生徒に合った運動習慣や基本的な生活習慣を身に付けさせ、

体力向上・健康推進を図るため、「世田谷３快プログラム」の実践をさらに進め
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ていきます。 

学校における食に関する指導、異世代交流による共食の実施や、世田谷版献

立の普及・啓発のためのパンフレットの配布、区内農産物の地産地消の取組み

などを通じて食育の推進を図ります。 

教員への研修等を実施するとともに、学校と家庭、地域、保健福祉等の関係

機関等が連携して、児童・生徒の心と体の健康づくりを推進します。また、引

きこもりや不登校、ネット依存などの課題について、保健福祉等の関係機関と

連携して、専門機関・地域と連携した相談支援体制の構築や啓発活動を行うな

ど、こころの健康づくりを支援していきます。 

部活動支援員制度の活用、部活動連絡協議会の開催、部活動支援員の研修、

大会参加費等の補助などを、保護者、地域、学校等の連携により、実施し、部

活動の充実を支援します。 

 
>> ４年後の姿 

区立小・中学校全校で体育・保健体育の授業の充実に向けた取組みが行われ

るとともに、区立小・中学校、幼稚園に、総合的な体力向上・健康推進の取組

みが定着しています。 

子どもたちが、望ましい食習慣を形成できるように、給食を含む学校教育活

動を通した食育の一層の推進を図っています。 

学校、家庭、地域、保健福祉等の関係機関等が連携、啓発や相談支援等、心

と体の健康づくりに向けた取組みを進めています。 

中学校の部活動を、学校と地域が連携し、継続的・安定的に支えています。 

 

Ⅲ－３－① 体力の向上 

「心と体の元気アップ！～世田谷３快プログラム＜快眠・快食・快睡眠～」

実践モデル校の取組み成果について全区立小・中学校及び幼稚園への普及を図

り、区立小・中学校、区立幼稚園や教育委員会が関係諸機関と連携し、区立学

校の児童・生徒の体力向上・健康推進をさらに推進します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

体力向上・健康

推進の取組み 

「世田谷３快

プログラム」の

実施・検証 

「世田谷３快

プログラム」の

実施・まとめ  

「世田谷３快

プログラム」の

新たな取組み

開始  

「世田谷３快

プログラム」の

新たな取組み

の実施  

子どもの健康

に関する調査

の実施  

子どもの健康

に関する調査

の結果分析  

子どもの健康

に関する調査

の実施  

子どもの健康

に関する調査

の結果分析  
体育・保健体育

の授業の充実  
体育・保健体育

の授業の充実  
体育・保健体育

の授業の充実  
体育・保健体育

の授業の充実  
体育・保健体育

の授業の充実  
《所管課：教育指導課》  
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Ⅲ－３－② 食育の推進 

児童・生徒が、食事の意義など食に関する理解を深め、望ましい食習慣を形

成するため、学校における食に関する指導の充実や給食を含む学校教育活動を

通した食育の一層の推進を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校における

食育の推進  
学校における

食育の推進  
学校における

食育の推進  
学校における

食育の推進  
学校における

食育の推進  
異世代交流に

よる「共食」の

機会を通した

食育の実施  

異世代交流に

よる「共食」の

機会を通した

食育の実施  

異世代交流に

よる「共食」の

機会を通した

食育の実施  

異世代交流に

よる「共食」の

機会を通した

食育の実施  

異世代交流に

よる「共食」の

機会を通した

食育の実施  
世田谷版献立

の普及・啓発  
世田谷版献立

の普及・啓発  
世田谷版献立

の普及・啓発  
世田谷版献立

の普及・啓発  
世田谷版献立

の普及・啓発  
《所管課：学校健康推進課、教育指導課》  

 

Ⅲ－３－③ 心と体の健康づくり 

教員への研修等を実施し、健康教育を充実するとともに、引きこもりや不登

校、ネット依存などの課題について、学校、家庭、地域、保健福祉等の関係機

関が連携し、児童・生徒が、「運動」、「食事」、「睡眠」などバランスのとれた生

活を送り、健やかな心と体をはぐくむことができるように支援します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

健康教育にか

かわる研修等

の実施  

健康教育にか

かわる研修等

の実施  

健康教育にか

かわる研修等

の実施  

健康教育にか

かわる研修等

の実施  

健康教育にか

かわる研修等

の実施  
保健福祉等の

関係機関との

連携強化によ

る思春期のこ

ころの健康づ

くり支援  

保健福祉等の

関係機関との

連携強化によ

る思春期のこ

ころの健康づ

くり支援  

保健福祉等の

関係機関との

連携強化によ

る思春期のこ

ころの健康づ

くり支援  

保健福祉等の

関係機関との

連携強化によ

る思春期のこ

ころの健康づ

くり支援  

保健福祉等の

関係機関との

連携強化によ

る思春期のこ

ころの健康づ

くり支援  
《所管課：学校健康推進課、教育指導課、教育相談・特別支援教育課》  
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Ⅲ－３－④ 中学校の部活動の充実 

スポーツや文化・芸術に親しむことを通じて、生徒の学習意欲の向上、責任

感・連帯感の育成、体力の向上を図る重要な教育活動の一環として、学校と地

域が連携し、部活動を継続的・安定的に支え、充実を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

部活動支援員

制度の充実  
部活動支援員

制度の充実  
部活動支援員

制度の充実  
部活動支援員

制度の充実  
部活動支援員

制度の充実  
部活動の充実

に向けた支援  
部活動の充実

に向けた支援  
部活動の充実

に向けた支援  
部活動の充実

に向けた支援  
部活動の充実

に向けた支援  
《所管課：教育指導課、生涯学習・地域学校連携課》  
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Ⅲ－４ ことばの力の育成 

>> 現状と課題 

「世田谷区教育要領」では、世田谷区独自の教科として教科「日本語」を位

置付けるとともに、各教科等の内容に、「ことばの力を高める言語活動例」を示

し、授業における言語活動の活性化を推進しています。 

教科「日本語」では、平成２７年度に策定した「教科『日本語』マネジメン

トスタンダード」を踏まえ、深く考え、自分を表現する力やコミュニケーショ

ン力を持ち、日本文化を理解し大切にして、継承・発展させることのできる子

どもたちの育成に向けて、区立小・中学校において、全学年で週１週間の授業

を行うとともに、保護者、地域を対象に公開授業等の取組みを実施しています。 

また、平成２８年度には、検証・検討委員会を設置し、教科「日本語」のこ

れまでの取組みを検証するとともに、今後の教科「日本語」のあり方を検討し

ました。 

「教科『日本語』マネジメントスタンダード」を踏まえ、引き続き教科「日

本語」の推進を図るとともに、新学習指導要領の内容を踏まえ、一層質の高い

授業の実現のための検討に取り組むことが必要です。 

英語教育については、英語活動支援員・外国人英語教育指導員（ＡＬＴ）の

配置により、指導体制の充実に取り組んでいます。また、英語に親しみながら、

英語による実践的なコミュニケーション能力の育成を図る「イングリッシュタ

イム」や英語による発信力を高める「英語スピーチコンテスト」等の取組みを

通して、英語教育の充実を図っています。 

学習指導要領の改訂に伴う小学校高学年における外国語活動の教科化及び中

学年への外国語活動の導入に対する適切な対応を図るとともに、急速に進展す

る国際化を踏まえ、児童・生徒の英語による実践的なコミュニケーション能力

を育成することが求められます。 

また、「第２次世田谷区立図書館ビジョン」等を踏まえ、平成２７年９月から、

学校図書館の運営を委託により図書館司書、学校図書館司書等の資格を有する

者を配置する体制に段階的に移行し、児童・生徒の読書力の育成に向けて、学

校図書館の利活用の充実を図っています。 

学校図書館の運営体制を改善し、機能を充実させるとともに、児童・生徒の

読書活動の充実と読書力の育成を図ることが必要です。 

 

>> 取組みの方向 

教科「日本語」について、引き続き「教科『日本語』マネジメントスタンダ

ード」に基づく取組みや教員への研修等を進めるとともに、検討委員会を設置

し、これまでの取組みの検証の結果も踏まえながら、新学習指導要領の内容を

踏まえ、今後の教科「日本語」のあり方やカリキュラム、教科書改訂、教材作

成の検討に取り組んでいきます。 

小学校の外国語活動の教科化等への適切な対応に向けて、効果的な授業のあ

り方の検討や、外国人英語教育指導員（ＡＬＴ）や英語活動支援員の配置の充
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実、研修など教員等の資質向上のための取組み等を実施していきます。また、

英語に親しみながら、英語による実践的なコミュニケーション能力の育成を図

る「イングリッシュタイム」や中央図書館の機能拡充として先行実施する「多

文化体験コーナー」の活用等、多様な手法により英語教育の充実を図っていき

ます。 

学校図書館の運営体制の移行を段階的に進める等、引き続き学校図書館の機

能の充実を図ります。また、児童・生徒の読書力の育成に向けて、研究校指定

校等において、ＮＩＥ（Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ Ｉｎ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）な

ど新聞を活用した教育や学校図書館を活用した取組みを検討していきます。 

 
>> ４年後の姿 

教科「日本語」の検証・検討を踏まえ、新学習指導要領に的確に対応し、世

田谷区教育要領に改めて位置付けた内容に基づき、教科「日本語」の授業を実

施しています。 

急速に進展する国際化を踏まえ、外国語活動や外国語の授業等の一層の質の

向上を図るとともに、子どもたちが、英語に親しみながら、英語による実践的

なコミュニケーション能力を身に付けられるよう、多様な手法により英語教育

の充実に取り組んでいます。 

学校図書館の機能の充実に引き続き取り組むとともに、新聞を活用した教育

等の取組みを通して児童・生徒の読書力の育成を図っています。 

 

Ⅲ－４－① 教科「日本語」の充実 

教科「日本語」では、「言葉」を「思い、考え、感じる基盤」、「自分を語り、

表現し、話し合う基盤」、「日本文化の基調『日本語』」と捉え、深く考え、自分

を表現する力やコミュニケーション力をもち、日本文化を理解し大切にして、

継承・発展させることのできる児童・生徒の育成を図ります。 

また、これまでの検証・検討や新学習指導要領への対応を踏まえた改訂を行

うとともに、教員の授業力向上も図り、改定版・教科「日本語」を小・中学校

で実施します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

新学習指導要

領を見据えた、

教科「日本語」

改訂 

教科「日本語」

の検討・試行 

教科「日本語」

の検討・試行 

教科「日本語」

の小学校実施 

教科「日本語」

の中学校実施 

教科「日本語」

リーダー養成

研修等の実施  

教科「日本語」

リーダー養成

研修等の実施  

教科「日本語」

リーダー養成

研修等の実施  

教科「日本語」

リーダー養成

研修等の実施  

教科「日本語」

リーダー養成

研修等の実施  
《所管課：教育指導課》  
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Ⅲ－４－② 英語教育の充実 

学習指導要領の改訂に伴う小学校高学年における外国語活動の教科化及び中

学年への外国語活動の導入に対する適切な対応を図るとともに、急速に進展す

る国際化を踏まえ、児童・生徒が英語に親しみながら、多様な手法により英語

による実践的なコミュニケーション能力の育成を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

小学校「外国

語」への対応 

小学校「外国

語」の教科化等

先行実施 

小学校「外国

語」の教科化等

先行実施 

小学校「外国

語」の教科化等

実施 

小学校「外国

語」の教科化等

実施 

多様な手法に

よる英語教育

の充実 

ＩＣＴを活用

した短時間授

業の実施 

ＩＣＴを活用

した短時間授

業の実施  

ＩＣＴを活用

した短時間授

業の実施  

ＩＣＴを活用

した短時間授

業の実施  
多文化体験コ

ーナーの開設 

多文化体験コ

ーナーの運営 

多文化体験コ

ーナーの運営 

多文化体験コ

ーナーの運営 

教員研修の検

討・充実 

教員研修の実

施  
教員研修の実

施  
教員研修の実

施  
《所管課：教育指導課》  

 

Ⅲ－４－③ （再掲）読書力の育成・学校図書館機能の充実 

学校図書館司書の配置により運営体制を改善し、学校図書館の機能を充実さ

せることにより、児童・生徒の読書活動の充実と読書力の育成を図ります。ま

た、新聞を活用した朝学習（国語）や研究指定校等におけるＮＩＥ（Ｎｅｗｓ

ｐａｐｅｒ Ｉｎ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）の取組みなど、新聞を活用した教育

等を検討していきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校図書館機

能の充実への

支援 

運営体制の移

行 20校 

(計 72校) 

運営体制の移

行 18校 

(計 90校) 

  

読 書 力 の 育

成・学校図書館

の充実に向け

た取組み  

読 書 力 の 育

成・学校図書館

の充実に向け

た取組み  

読 書 力 の 育

成・学校図書館

の充実に向け

た取組み  

読 書 力 の 育

成・学校図書館

の充実に向け

た取組み  

読 書 力 の 育

成・学校図書館

の充実に向け

た取組み  
《所管課：教育指導課、中央図書館》  
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Ⅲ－５ これからの社会を生きる力の育成 

>> 現状と課題 

児童・生徒が、日常生活と環境との関わりに関する理解を深め、「地球環境に

配慮した行動」をしたり、多様性を尊重する価値観をもって行動したりするこ

とができるよう、「持続可能な発展のための教育」（ＥＳＤ）を推進し、日々の

学校生活の中で省エネルギー、省資源等に取り組む「学校エコライフ活動」を

区立小・中学校全校で実施するなど環境・エネルギー教育に取り組んできまし

た。地球温暖化の防止等、環境やエネルギーを巡る諸課題への対応に向けた取

組みを充実させていくことが必要です。 

児童・生徒が、様々な国や地域の人々との交流等を通して、多様な文化に触

れ、国際理解を深める体験活動として海外派遣・受入事業を実施しています。

児童・生徒の国際理解を深め、世界の人々とともに生きていくことのできる資

質・能力の基礎をはぐくむために、多様な形で国際理解教育を進めていくこと

必要です。 

近年、日本各地で地震や洪水等の大規模な自然災害が頻発しており、児童・

生徒が自ら判断し自らの命を守る力の育成が一層求められています。学校を拠

点とした防災訓練や防災教育を推進するとともに、自然災害等への対応も含め

た「学校安全対策マニュアル」に基づく日常的な指導など、教育活動において

安全指導に取り組んでいます。今後も、児童・生徒が瞬時に安全な行動がとれ

るようにするとともに、臨機応変に対応できるようにするため、防災・安全教

育の充実を図る必要があります。 

職場体験等を通じて、児童・生徒に、社会性をはぐくむとともに、自分の役

割や将来の生き方、働き方について考えていくことができるようにキャリア教

育を推進しています。子どもたちが自分自身を見つめ、これからの社会を生き

ていくために、引き続き、職場体験をはじめ、社会とかかわる様々な体験活動

が必要です。 

児童・生徒のＩＣＴ活用能力の育成に向けて、タブレット型端末の整備、研

修による教員のＩＣＴ活用能力の向上や、ＩＣＴを活用した授業推進校等での

授業研究等を通してＩＣＴ機器を活用した授業の推進を図っています。また、

「ネットリテラシー醸成講座」等の実施により情報モラル教育の充実に取り組

んでいます。児童・生徒のＩＣＴ活用能力の育成に向けて、引き続きＩＣＴ機

器を活用した授業の推進や情報モラル教育の充実を図っていくことが求められ

ます。 

東京 2020大会の開催に向けて、子どもたちに「ボランティアマインド」、「障

害者理解」、「スポーツ志向」、「日本人としての自覚と誇り」、「豊かな国際感覚」

などの資質をはぐくむオリンピック・パラリンピック教育を推進しています。

２０２０年に向けて気運の醸成等を図るため、オリンピック・パラリンピック

教育を一層推進することが必要です。 

児童・生徒の政治や選挙への関心を高め、政治的な教養をはぐくみ、国家や

社会の形成者として主体的に参画しようとする資質や能力の育成を図るため、
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主権者教育の推進に取り組んでいます。今後、有権者となる児童・生徒に主権

者として求められる力を育成するため、引き続き主権者教育を推進することが

必要です。 

 

>> 取組みの方向 

児童・生徒一人ひとりが、地球温暖化の防止等、環境やエネルギーを巡る諸

課題への対応について、自主的・主体的に考え、取り組む態度をはぐくみ、持

続可能な社会の形成者としての成長を促すため環境・エネルギー教育の充実を

図ります。 

  小・中学生の海外派遣・受入事業や区立小・中学校に就学する外国人児童及

び保護者や海外帰国児童・生徒に対する支援、児童・生徒が、楽しみながら英

語・多文化体験をする「多文化体験コーナー」の取組み等により、国際理解教

育の推進を図ります。 

 児童・生徒が自ら判断し行動できる力を養う防災教育を推進するとともに、

同じ学び舎に所属する小・中学校が連携した防災訓練等を実施し、地震、火災、

風水害等の災害に備えた防災教育をさらに推進します。 

 子どもたちが社会性をはぐくむとともに、自分の役割や将来の生き方等を考

えていくことができるように、職場体験やキャリア教育を推進していきます。 

ＩＣＴ機器を活用した授業の推進に向けて、大型テレビ（電子黒板）やタブ

レット型端末の整備、研修による教員のＩＣＴ活用能力の向上を図るとともに、

引き続き「ネットリテラシー醸成講座」等の実施により情報モラル教育の充実

に取り組んでいきます。 

 オリンピック・パラリンピック教育推進校やオリンピック・パラリンピック

教育アワード校の活動など様々な取組みを通して、引き続きオリンピック・パ

ラリンピック教育を推進していきます。 

児童・生徒に、主権者として求められる力をはぐくむため、学校、教育委員

会、選挙管理委員会、家庭、地域が連携して、主権者教育の推進を図ります。 

 
>> ４年後の姿 

各校がそれぞれの特色をいかしながら、環境・エネルギー教育の一層の推進

に向けて取組みを進めています。 

 児童・生徒に、世界の人々とともに生きていくことのできる資質・能力の基

礎をはぐくむために、小・中学生の海外派遣・受入事業等、多様な取組みで国

際理解教育の推進を図っています。また、防災・安全教育、キャリア教育、主

権者教育の推進やタブレット型端末等のＩＣＴ機器を授業で活用し、児童・生

徒のＩＣＴ活用能力の育成に取り組むとともに、東京 2020オリンピック・パラ

リンピック競技大会のレガシーを引き継ぎ、「ボランティアマインド」、「障害者

理解」、「スポーツ志向」、「日本人としての自覚と誇り」、「豊かな国際感覚」な

どの資質がはぐくまれています。 
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Ⅲ－５－① 環境エネルギー教育の推進 

学校エコライフ活動の取組みをはじめ、環境・エネルギー教育を推進し、児

童・生徒一人ひとりが日常生活と環境との関わりに関する理解を深め、「地球環

境に配慮した行動」について、自主的・主体的に考え、取り組む態度をはぐく

み、持続可能な社会の形成者としての成長を促します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

環境・エネルギ

ー教育の推進  
環境・エネルギ

ー教育の推進  
環境・エネルギ

ー教育の推進  
環境・エネルギ

ー教育の推進  
環境・エネルギ

ー教育の推進  
《所管課：教育指導課》  

 

Ⅲ－５－② 国際理解教育の推進 

様々な国や地域の人々との交流や多文化に触れる機会を拡充するなど、国際

化の進展に対応し、児童・生徒の国際理解を深め、世界の人々とともに生きて

いくことのできる資質・能力の基礎の育成を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

国際理解教育

の充実 

国際理解教育

の充実  
国際理解教育

の充実  
国際理解教育

の充実  
国際理解教育

の充実  
海外派遣・受入

事業の実施 

海外派遣・受入

事業の実施  
海外派遣・受入

事業の実施  
海外派遣・受入

事業の実施  
海外派遣・受入

事業の実施  
《所管課：教育指導課》  

 

Ⅲ－５－③ 防災・安全教育の推進 

学校と学び舎等が連携し、防災訓練や防災教育を推進するとともに、自然災

害等への対応も含めた「学校安全対策マニュアル」に基づく日常的な指導など、

教育活動において安全指導に取り組み、地震や風水害などの災害や緊急事態に

際して、児童・生徒が自ら判断し、行動できる力を養います。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

防災・安全教育

の推進  
防災・安全教育

の推進  
防災・安全教育

の推進  
防災・安全教育

の推進  
防災・安全教育

の推進  
《所管課：教育指導課》  

 



88 
 

Ⅲ－５－④ 社会とかかわる体験活動の充実 

児童・生徒に、社会性をはぐくみ、社会の構成員としての自覚や他の人を思

いやる心を育成するとともに、自分の役割や将来の生き方、働き方について考

えていくことができるように、社会とかかわる体験活動やキャリア教育を推進

します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

職場体験等の

推進  
職場体験等の

推進  
職場体験等の

推進  
職場体験等の

推進  
職場体験等の

推進  
キャリア教育

の推進  
キャリア教育

の推進  
キャリア教育

の推進  
キャリア教育

の推進  
キャリア教育

の推進  
《所管課：教育指導課、生涯学習・地域学校連携課》  

 

Ⅲ－５－⑤ ＩＣＴを活用した授業の推進・家庭学習の支援 

これからの時代を担う児童・生徒にとって、学校や職場等、生活していくう

えで、生涯にわたって必要となるとＩＣＴ活用能力の育成を図るとともに、情

報社会のルールやマナー、セキュリティの重要性を理解するための情報モラル

教育を充実します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

ＩＣＴ環境の

整備と機器の

活用  

ＩＣＴ環境の

整備 

ＩＣＴ環境の

整備 

ＩＣＴ環境の

整備 

ＩＣＴ環境の

整備 

ＩＣＴを活用

した授業の推

進 

ＩＣＴを活用

した授業の推

進 

ＩＣＴを活用

した授業の推

進 

ＩＣＴを活用

した授業の推

進 

情報モラル教

育の実施 

情報モラル教

育の実施 

情報モラル教

育の実施 

情報モラル教

育の実施 

家庭学習での

活用 

家庭学習での

活用 

家庭学習での

活用 

家庭学習での

活用 

学校における

推進体制への

支援 

ＩＣＴマイス

ター及び情報

化推進リーダ

ーのあり方検

討 

ＩＣＴ活用に

係る新たな仕

組みによる実

践 

ＩＣＴ活用に

係る新たな仕

組みによる実

践 

ＩＣＴ活用に

係る新たな仕

組みによる実

践 

情報システム

の整備・運用 

計 画 的 な 整

備・運用 

計 画 的 な 整

備・運用 

計 画 的 な 整

備・運用 

計 画 的 な 整

備・運用 

サポート体制

の充実 

サポート体制

の検討 

サポート体制

の試行 

サポート体制

の充実 

サポート体制

の充実 

《所管課：教育総務課、教育指導課》  
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Ⅲ－５－⑥ 主権者教育の推進 

今後、新たな有権者となる児童・生徒が政治や選挙への関心を高め、政治的

な教養をはぐくみ、国家や社会の形成者として主体的に参画しようとする資質

や能力を育成します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

主権者教育の

推進  
主権者教育の

推進  
主権者教育の

推進  
主権者教育の

推進  
主権者教育の

推進  
《所管課：教育指導課》  

 

Ⅲ－５－⑦ オリンピック・パラリンピック事業の推進 

東京 2020大会に向けた気運を醸成するとともに、同大会を契機として、区立

小・中学校、区立幼稚園全校をオリンピック・パラリンピック教育推進校に指

定するとともに、特に取組みを推進する学校を同教育アワード校に指定し、児

童・生徒に「ボランティアマインド」、「障害者理解」、「スポーツ志向」、「日本

人としての自覚と誇り」、「豊かな国際感覚」などの資質をはぐくんでいきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育推進

校・教育アワー

ド校の取組み 

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育推進

校・教育アワー

ド校の取組み  

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育推進

校・教育アワー

ド校の取組み  

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育推進

校・教育アワー

ド校の取組み  

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ックのレガシ

ーを継承した

取組み 

《所管課：教育指導課》  
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Ⅳ 「世田谷９年教育」で実現する質の高い教育の推進（学校経営・

教員支援） 

 

基本的な考え方 

「世田谷９年教育」では、「世田谷区教育要領」「学校運営」「教職員の研修・

研究及び学校への支援の充実」の３つの柱を中心に具体的な取組みを進めてい

ます。 

学校運営では、地域の区立小・中学校がグループ「学び舎」（または学舎）を

構成して、学び舎ごとに特色ある取組みを実施しています。学び舎としての教

育目標、行動計画などを設定し、小・中学校の教員とも、その地域の一人ひと

りの子どもが小学校に入学してから中学校を卒業するまでの９年間に対して、

協働して責任ある学校運営を進めるとともに、区立小学校と幼稚園・保育所・

認定こども園との円滑な接続も図ります。 

そのためには、教職員自らが研究や研修に励み、授業の質の向上や改善に努め

る必要があります。幼稚園、小・中学校と合わせて１００校近い区立学校・園

を抱える世田谷区にふさわしい、教職員の研究や研修の機会の拡充、教育相談

機能をはじめ、学校運営・学校経営や教職員の支援体制等の改善・充実を図る

「世田谷区教育総合センター」の整備など、学校や学び舎、家庭･地域の連携・

協力により、学校経営・学び舎運営や教育活動の充実を図ります。 
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Ⅳ－１ 教員の資質・能力の向上に向けた支援 

>> 現状と課題 

教育委員会では、様々な教育課題への的確な対応や授業の改善、学校運営・

学校経営の円滑化に向けて、年間を通じて、各種の研修を実施し、区立小・中

学校、幼稚園の教員の資質・能力の向上に取り組んでいます。また、「世田谷区

教育総合センター」の整備に向けた検討・取組みの中で、今後、教員研修・教

育研究や学校支援等を効果的に実施するために、どのような機能・体制が必要

とされるかについても検討を行なっています。 

学校や幼稚園だけでは対応することが難しい課題の深刻化防止、早期解決に

向けた支援の充実や、配慮を要する子どもに適切に対応するための学校（園）

への支援も必要とされています。 

区立小・中学校、幼稚園の教育活動や学校運営の質を高めるためには、教員

研修等による教員の資質・能力の向上が不可欠ですが、その一方で、校務の多

忙等により研修に参加する時間が十分とれない、などの課題があります。また、

新学習指導要領や様々な教育課題等に的確に対応するため、より効果的・効率

的な内容及び手法による教員研修等、教員の資質・能力の向上に向けた取組み

の実施が求められています。 

また、学校運営・学校経営等に係る人材の効率的な運用や地域人材の有効活

用に向けた取組みも課題です。 

 

>> 取組みの方向 

区独自の教育に関わる課題解決や授業改善、円滑な学級経営等を支援するた

めに、子どもや学校の実態を把握し、分析、研究を行い、その成果を踏まえ、

学校経営や教育施策立案に向け資料を提供します。 

新学習指導要領の内容や教育研究の成果等も踏まえ、教員研修の実施及び充

実に向けた検討を行ない、系統的・体系的な研修の企画運営を図るとともに、

今後の教員に必要とされる資質・能力の育成・向上に向けた研修の内容や環境

整備について、「世田谷区教育総合センター」の教育研究・教職員研修機能の整

備のあり方とともに検討していきます。 

学校だけでは解決が困難な課題について、深刻化防止、早期解決に向けて、

心理や法律など専門的立場から学校に対して助言・援助を行う教育支援チーム

を拡充し、学校支援の強化を図ります。また、配慮を要する子どもについて、

学校の資源だけでは対応することが難しい場合に、就学後も含めた子どもの状

況を専門的な視点で継続的に見守り、学校（園）を支援する特別支援教育に関

わる専門チーム「特別支援教育巡回チーム」の設置に取組みます。 

現在教育委員会事務局各課が担っている、学校運営・学校経営に関わる人材

の派遣等の取組みを集約・再編し、学校のニーズに応える地域人材等とを結び

つける人材バンクの構築・運用などについて、検討します。また、部活動支援

員をはじめ、事務改善や人的支援により、教員の負担軽減を図ります。 
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>> ４年後の姿 

教育総合センターを中心に、効果的・効率的で実践的な教員研修が実施され

るとともに、教育研究の成果を学校経営や新たな教育施策の立案等に活用して

います。 

専門性の高いチームの派遣や巡回により、いじめや不登校の予防や早期対

応・深刻化防止等や特別支援教育の推進を図るとともに、地域の多様な人材の

有効活用を図り、学校の経営力・教育力を高め、円滑に教育活動や学校運営・

学校経営を進めるために支援しています。また、教員が担う事務負担の軽減に

向け、事務改善や人的支援を進めています。 

 
Ⅳ－１－① 教員研修の充実 

様々な教育課題への適切な対応や授業の改善に向けて、小・中学校の教員等

の専門性を高め、指導力の向上を図るため、教育研究の成果等も踏まえ、教員

研修の充実に取組みます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

教員の研修の

質の向上に向

けた・検討・取

組み 

教員の研修の

質の向上に向

けた・検討・取

組み  

教員の研修の

質の向上に向

けた・検討・取

組み  

教員の研修の

質の向上に向

けた・検討・取

組み  

教員の研修の

質の向上に向

けた・検討・取

組み  
教 員 研 修 機

能・体制の整

備・充実に向け

た取組み 

教 員 研 修 機

能・体制の整

備・充実に向け

た取組みの検

討 

教 員 研 修 機

能・体制の整

備・充実に向け

た取組みの整

備  

教 員 研 修 機

能・体制の整

備・充実に向け

た取組みの試

行  

教 員 研 修 機

能・体制の整

備・充実に向け

た取組みの実

施  
《所管課：教育指導課》  

 

Ⅳ－１－② 教育の実態把握・分析・研究・改善 

教育課題への対応や授業改善、学校経営・学級運営等を支援するために、児

童・生徒や学校の実態を把握し、分析、研究を行い、その成果を学校経営や教

育施策立案や、教職員等の指導力、資質・能力の向上を図るための研修の体系

化等に活用します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

研修・研究機能

の充実・研究体

制の整備・充実 

研修・研究機能

の充実・研究体

制の整備・充実

に向けた検討 

研修・研究機能

の充実・研究体

制の整備 

研修・研究機能

の充実・研究の

試行 

新体制による

運営 

《所管課：教育指導課》  
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Ⅳ－１－③ 学校への支援体制の強化 

学校の経営力・教育力を高め、円滑に教育活動や学校運営を推進することが

できるよう、心理や法律など専門的立場から学校に対して助言・援助を行なう

教育支援チームの拡充や特別支援教育に関わる専門チーム「特別支援教育巡回

チーム」の設置、地域人材コーディネート機能等により、学校を支援します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校支援機能

の集約・再編 

学校支援機能

の集約・再編の

検討 

学校支援機能

の集約・再編の

試行  

学校支援機能

の集約・再編の

試行  

学校支援機能

の集約・再編の

実施  
【再掲】教育支

援チームの拡

充 

教育支援チー

ムの運営  
教育支援チー

ムの運営  
教育支援チー

ムの運営  
教育支援チー

ムの拡充  

【再掲】校（園）

外から支援す

る体制の充実 

特別支援教育

巡回チームの

設置に向けた

検討 

特別支援教育

巡回チームの

設置に向けた

検討 

特別支援教育

巡回チームに

よる支援開始 

特別支援教育

巡回チームの

効果検証 

地域人材コー

ディネート機

能の充実（人材

バ ン ク の 構

築・運用） 

地域人材コー

ディネート機

能の充実に向

けた検討 

地域人材コー

ディネート機

能の充実に向

けた検討  

地域人材コー

ディネート機

能の充実に向

けた検討  

地域人材コー

ディネート機

能による学校

支援の実施 

《所管課：教育指導課、教育相談・特別支援教育課、新教育センター整備担当課》  
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Ⅳ－１－④ 教員の負担軽減 

教材作成や授業準備はもとより、保護者や地域との調整、教育委員会等から

の調査や各種依頼など、教員が担う事務は多岐に渡っています。教員が担う事

務等見直し、事務改善や人的支援を行い、教員が児童・生徒と関わる時間の拡

充を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

指導力向上サ

ポート室や人

的支援の拡充

による教員支

援  

指導力向上サ

ポート室や人

的支援の拡充

による教員支

援  

指導力向上サ

ポート室や人

的支援の拡充

による教員支

援  

指導力向上サ

ポート室や人

的支援の拡充

による教員支

援  

指導力向上サ

ポート室や人

的支援の拡充

による教員支

援  
部活動支援員

制度の充実 

 

部活動のあり

方検討及び部

活動支援員制

度の見直し検

討 

部活動支援員

制度の試行 

部活動支援員

制度の実施 

部活動支援員

制度の実施 

教員の働き方

改革の推進 

学校休業日の

拡大等の検討 

学校休業日の

拡大等の検討  
学校休業日の

拡大等の検討  
学校休業日の

拡大等の検討  
《所管課：教育総務課、教育指導課、生涯学習・地域学校連携課》  

 

Ⅳ－１－⑤ 教育総合センターの整備 

世田谷区の教育を推進する中核的な機関として専門性の高い研究を進め、学

びの再構築に取り組むとともに、支援機能を集約し、効果的に学校を支援して

いく拠点と推進体制の整備を進めます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

教育総合セン

ターの整備・開

設 

実施設計 実施設計・解体

工事 

建設工事 建設工事・開設 

運営体制等の

検討 

準備組織の設

置 

準備組織によ

る新体制への

移行準備 

新体制による

運営 

《所管課：新教育センター整備担当課、教育総務課、教育指導課、教育相談・特別支援教育課、 

中央図書館》  
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Ⅳ－２ 信頼される学校経営の推進 

>> 現状と課題 

学校経営や学び舎運営のモデルとして、「世田谷９年教育」、「学校評価システ

ム」、「教科『日本語』」、「地域運営学校」、「人材育成」の５つの分野で構成され

る「世田谷マネジメントスタンダード」を策定し、「世田谷９年教育」の定着な

ど、質の高い学校教育の推進を図っています。また、各小・中学校では、「世田

谷マネジメントスタンダード」の一環である「学校評価システム」スタンダー

ドに基づき、学校関係者評価と学校の自己評価とによる学校評価を実施し、学

校としての組織的・継続的な改善に取り組んでいます。 

「世田谷マネジメントスタンダード」については、区立小・中学校への一層

の定着を図るとともに、新学習指導要領等や、これまでの実施状況等の検証を

踏まえ、内容の充実に向けた検討・取組みを行うことが必要です。 

各学び舎では、「世田谷マネジメントスタンダード」の内容等を踏まえながら、

小学校と中学校の教員が協働して学校運営や教育活動の充実に取り組んでいま

す。また、学校要覧や学び舎要覧、学校や学び舎のホームページ等により、学

校や学び舎の情報を、保護者や地域に発信しています。 

今後とも、各学校や各学び舎から積極的に情報発信を行い、保護者や地域へ

の「世田谷９年教育」の取組みの周知に努めることが必要です。また、教育委

員会として、都、大学等の教育に関する最新情報や研究成果等を収集・整理し、

学校経営の円滑化や授業改善に向けて、学校や教員へ提供することも重要です。 

 

>> 取組みの方向 

質の高い学校教育や円滑な学校経営・学び舎運営の実現に向けて、新学習指

導要領や、小・中学校での実施状況を踏まえ、「世田谷マネジメントスタンダー

ド」の改訂に向けた検証・検討に取組みます。併せて、「学校評価システム」マ

ネジメントスタンダードに基づく、学校評価システムの充実についても検討し

ます。 

引き続き、保護者や地域への「世田谷９年教育」の取組みの周知に向けて、

各学校や各学び舎から積極的に情報発信を行うとともに、教育情報等の収集・

整理・及び、学校経営の円滑化や授業改善の資料としての提供については、「世

田谷区教育総合センター」の教育情報収集・機能の整備のあり方とともに検討

していきます。 

 

>> ４年後の姿 

「世田谷マネジメントスタンダード」が区立小・中学校に定着し、それに基

づく、より質の高い学校経営や学び舎運営が行なわれています。 

各学校や各学び舎では、引き続き「世田谷９年教育」への理解の浸透に向け

て保護者や地域に積極的に情報発信を行うとともに、教育に関する最新情報や

研究成果を活用し、学校経営の円滑化や授業改善に向けた取組みや研究が進め

られています。 
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Ⅳ－２－① 「世田谷マネジメントスタンダード」の推進 

「世田谷９年教育」の定着など、質の高い学校教育を推進するため、学校経

営や学び舎運営のモデルとしての「世田谷マネジメントスタンダード」につい

て、新学習指導要領等や、これまでの実施状況等の検証を踏まえ改訂するとと

もに、区立小・中学校での取組みの定着をめざします。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

世田谷マネジ

メントスタン

ダードの改訂 

世田谷マネジ

メントスタン

ダードの検証 

世田谷マネジ

メントスタン

ダードの改訂 

改訂版・世田谷

マネジメント

スタンダード

の試行 

改訂版・世田谷

マネジメント

スタンダード

の実施 

《所管課：教育指導課》  

 

Ⅳ－２－② 学び舎による学校運営の充実 

「世田谷マネジメントスタンダード」に基づき、各学び舎の特性を踏まえ、

学び舎の教育目標や行動計画などを作成し、学び舎による学校運営や教育活動

の充実を図り、「世田谷９年教育」を推進します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学び舎による

学校運営の充

実  

学び舎による

学校運営の充

実  

学び舎による

学校運営の充

実  

学び舎による

学校運営の充

実  

学び舎による

学校運営の充

実  
《所管課：教育指導課》  
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Ⅳ－２－③ 学校情報等の発信 

学校や、保護者・地域に対して、学校や学び舎から積極的に情報発信を行い

「世田谷９年教育」等の取組みへの理解浸透を図るとともに、教育に関する多

様な情報を収集・整理し発信します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校及び学び

舎の広報活動

の充実  

学校及び学び

舎の広報活動

の充実  

学校及び学び

舎の広報活動

の充実  

学校及び学び

舎の広報活動

の充実  

学校及び学び

舎の広報活動

の充実  
世田谷区教育

総合センター

における教育

情報の収集・整

理・提供 

教育情報の収

集・整理・提供

に向けた検討 

教育情報の収

集・整理・提供

の環境整備 

教育情報の収

集・整理・提供

の試行  

教育情報の収

集・整理・提供

の実施  

《所管課：教育総務課、教育指導課》  

 

Ⅳ－２－④ 学校評価システムの推進 

学校としての組織的・継続的な改善を図り、学校・家庭･地域の連携・協力に

よる学校づくりを進めます。「学校評価システム」は、新学習指導要領やこれま

での教育施策、課題等を踏まえた評価・検証を行い、「学校評価システム」マネ

ジメントスタンダードを改訂し、学校評価システムを一層充実させ、学校改善

を図っていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

「学校評価シ

ステム」マネジ

メントスタン

ダードを踏ま

えた学校評価

の実施 

「学校評価シ

ステム」マネジ

メントスタン

ダードを踏ま

えた学校評価

の実施 

「学校評価シ

ステム」マネジ

メントスタン

ダードを踏ま

えた学校評価

の実施及び改

訂 

「学校評価シ

ステム」マネジ

メントスタン

ダードを踏ま

えた学校評価

の改訂 

「学校評価シ

ステム」マネジ

メントスタン

ダードを踏ま

えた学校評価

の実施 

《所管課：教育指導課》  
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Ⅴ 多様な個性がいかされる教育の推進 

 

基本的な考え方 

「新・才能の芽を育てる体験学習」では、国内外の第一線で活躍する講師等

による講座など、普段の生活ではふれることのできない体験を通じて、子ども

たちが自らの興味・関心を広げ、深め、自分自身の特性や才能を伸ばす機会を

つくること、また、子どもたちが将来の夢や希望をもち、たくましく生き抜く

力を育てていくことを目的としています。また、「遊び場開放事業」を実施し、

区立小学校の校庭を開放し、子どもたちの安全な遊び場を確保すると共に、子

どもたちが屋外の身近な場所で思いきり遊ぶことで豊かに成長していけるよう、

外遊びの推奨を図っています。 

また、配慮を要する子どもたちの自立や社会参加に向けた主体的な取組みを

支援するという視点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その子ども

の能力や可能性を最大限に伸長するために、特別支援教育を推進します。 

学校生活におけるこどもたち児童・生徒の状況を的確に把握し、いじめ等の

早期発見や未然防止及び深刻化防止のための適切な対応を図るとともに、児

童・生徒の心理的要因や家庭の福祉的要因等への対応を含めた学校内外の教育

相談機能の充実を図り、児童・生徒とその保護者が抱える問題の解決を支援し

ます。 

さらに、ほっとスクールにおける支援拡充等の不登校対策の充実を図り、不

登校状態にある児童・生徒とその保護者を支援し、学校復帰や社会的自立につ

なげます。 
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Ⅴ－１ 才能や個性をはぐくむ体験型教育の推進 

>> 現状と課題 

「新・才能の芽を育てる体験学習」を実施し、子どもたちが日常生活ではふ

れることのない体験・体感ができる機会をつくっています。また、子どもの五

感や体力を育てるためにも外遊びによる体験や発見は大切です。小学校の校庭

を子どもたちの安全な遊び場とし、地域の方々と連携を図りながら外遊びがで

きる身近な場所を確保しています。 

子どもたちが、豊かな体験・体感を通して、将来の夢や希望を持ち、たくま

しく生き抜く力を培いながら、個性を生かし、創造性を育み、能力を伸ばすた

めの環境整備をより充実していくことが必要とされています。 

 

>> 取組みの方向 

「新・才能の芽を育てる体験学習」では、平成２９年度より、子どもたちの

体験・体感の機会を一層充実するために５つの柱を設定し、事業の拡大に取り

組んでいます。５つの柱は①探求（自らの興味に合わせてそのテーマの面白さ、

不思議さ、奥深さに気づきさらに深く学ぶ）②表現（一人ひとりの個性や特性

が活かされるさまざまな表現活動について学ぶと共にコミュニケーション能力

を培う）③体力・健康（スポーツ、遊び等を通じてのびのびと身体を動かす楽

しさを学ぶと共に体力向上・健康増進を図る）④国際理解（東京 2020大会を契

機に日本の伝統含め、国際理解等を深める）⑤環境（環境や環境問題に対する

興味、関心を高める）からなり、この柱については複数が重なり講座の実施目

標となることもあります。 

参加対象については幼児期の体験・体感の大切さを踏まえ、心豊かにのびの

びと生きる力を身に付けていくきっかけとなるよう幼児からとし、広げていま

す。 

加えて、不登校児童・生徒への支援にもつなげるような取組みをはじめてい

ます。 

また、外遊びの推奨を図るために、土曜日、日曜日、祝日、学校休業日等に

区立小学校の校庭を開放し、地域と連携を図りながら子どもたちがいきいきと

外遊びができるように身近な「遊び場」を確保します。 

 

>> ４年後の姿 

子どもたちが、普段の生活ではふれることのできない体験を通じて、自らの

興味・関心を広げ、深め、自分自身の特性や才能を伸ばす機会としているとと

もに、将来の夢や希望をもち、たくましく生き抜く力を育てています。また、

小学校の校庭等を身近な遊び場として地域の方々に見守られながらいきいきと

外遊びをしています。 
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Ⅴ－１－① 新・才能の芽を育てる体験学習の充実 

国内外の第一線で活躍する講師等による講座など、普段の生活ではふれるこ

とのできない体験を通じて、子どもたちが自らの興味・関心を広げ、深め、自

分自身の特性や才能を伸ばす機会をつくること、また、子どもたちが将来の夢

や希望をもち、たくましく生き抜く力を育てていくことを目的に「新・才能の

芽を育てる体験学習」の取組みを推進します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実 

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実に向

けた取組み  

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実に向

けた取組み  

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実に向

けた取組み  

新・才能の芽を

育てる体験学

習の充実に向

けた取組み・及

び実施手法の

見直し  
《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  

 

Ⅴ－１－② 外遊びの推奨及び小学校の遊び場開放の充実 

区立小学校の校庭を開放し、地域と連携を図りながら子どもの安全な遊び場

を確保すると共に、子どもが屋外の身近な場所で思いきり遊ぶことで豊かに成

長していけるよう、外遊びの推奨を図っていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

外遊びの推奨

及び遊び場開

放事業の充実

に向けた取組

み  

外遊びの推奨

及び遊び場開

放事業の充実

に向けた取組

み  

外遊びの推奨

及び遊び場開

放事業の充実

に向けた取組

み  

外遊びの推奨

及び遊び場開

放事業の充実

に向けた取組

み  

外遊びの推奨

及び遊び場開

放事業の充実

に向けた取組

み  
《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  
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Ⅴ－２ 特別支援教育の推進 

>> 現状と課題 

特別支援教育の充実については第２次教育ビジョンの重点事業に位置付ける

とともに、平成２７年３月には「世田谷区における特別支援教育の今後の推進

のあり方」（以下「あり方」といいます。）を策定しました。また、「あり方」で

定めた「考え方」や「取組みの方向」を実現するための行動計画として平成２

８年４月に「世田谷区特別支援教育推進計画（第１期）」を策定し、特別支援教

育の充実に向けた取組みを行っています。 

障害者差別解消法の施行やインクルーシブ教育システム（障害のある者と障

害のない者が共に学ぶ仕組みなど）の構築など、特別支援教育を取り巻く環境

の変化を踏まえ、通常の学級における人的支援の大幅な拡充を行いました。こ

れらの取組みにより、配慮を要する児童・生徒の学習活動の向上や授業内容の

理解促進など、様々な教育的効果が現れてきています。一方、発達障害をはじ

め、配慮を要する児童・生徒の増加等に伴い、通常の学級における人的支援の

ニーズは依然として高い状況にあります。また、配慮を要する児童・生徒の人

数や状態は各校によって異なるため、これらの状況に応じた支援員等の配置や

人的支援を担う人材の確保が課題となっています。さらに社会状況や子どもを

取り巻く環境が大きく変わる中で、学校や教職員が抱える課題は、指導上の課

題をはじめ、より複雑・多様化し、学校組織や教職員の専門性だけで対応する

ことが難しくなってきています。 
障害のある児童・生徒一人ひとりの状態に応じた特別支援教育を充実するた

めには、特別支援学校、区立小・中学校における通常の学級、通級による指導、

特別支援学級といった、連続性のある支援の場を整備していくことが重要です。

発達障害等の児童・生徒の中には、「特別支援教室」や通級による指導だけでは

十分にその成果を挙げることが難しい児童・生徒もいることから、自閉症・

情緒障害特別支援学級（固定学級）の整備が求められています。また、区立中

学校における「特別支援教室」の全校導入や、知的障害学級（固定）、言語障害

学級（通級）の地域バランスに応じた設置に関する課題もあります。 
さらに、児童・生徒の学習意欲や学力等の向上を図るとともに、障害の状態

や特性に応じた指導を充実するため、特別支援学級の全学級へのパソコン及び

周辺機器、大型提示装置等を整備しました。あわせてタブレット型情報端末モ

デル事業の実施等にも取り組んでいます。今後、モデル事業の実施状況を踏ま

え、ＩＣＴの活用に関する教員の知識・技能の更なる向上に努めるとともに、

タブレット型情報端末の整備を進めていく必要があります。 

加えて、誰もがお互いを尊重し、支え合い、多様なあり方を認め合える地域

共生社会の実現に向け、次世代を担っていく児童・生徒が、障害者理解を深め

ていくことが重要です。区では、これまでにも「交流及び共同学習」や「副籍

交流」などに取り組んでいますが、今後更なる充実を図る必要があります。 
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>> 取組みの方向 

配慮を要する児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応するため、地域ボ

ランティアや大学生ボランティアの活用、児童・生徒の状態に応じた支援員等

の配置、人材確保の方策等について検討し、より一層充実を図ります。 
また、学校（園）の人材だけでは十分な支援が難しい場合などにおいて、校

外からも支えることができるよう、支援体制の強化に向け取り組みます。 

特別支援学級等に入級(室）する児童・生徒の増加等に対応するとともに、障

害の種別や学級形態、地域的なバランス等に配慮しながら、計画的な学級整備

に取組みます。教材・教具の整備については、児童・生徒の学習意欲や学力等

の向上を図るため、ＩＣＴの活用に関する教員の知識・技能の更なる向上に努

めるとともに、タブレット型情報端末の整備を進めます。 
誰もがお互いを尊重し、支え合い、多様なあり方を認め合える地域共生社会

の形成に向け、交流及び共同学習等を通じて、障害者理解教育を促進します。 
 

>> ４年後の姿 

多様な人的支援の下で特別支援教育体制を推進しています。 

障害の種別や地域のバランス等に配慮した特別支援学級の計画的整備・充実

を進めています。 

タブレット端末等の機器を活用し、配慮を要する児童・生徒の学習意欲や学

力の向上を図る取組みを行っています。 

交流や共同学習等を通じて、障害者に対する理解や配慮を促進しています。 
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Ⅴ－２－① 特別支援教育体制の充実 

配慮を要する児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応するため、学校包

括支援員、非常勤講師、地域人材等の多様な人的支援体制を強化し、特別支援

教育の更なる充実を図ります。 

学校（園）の人材だけでは配慮を要する子どもたちへの十分な支援が難しい

場合などにおいて、就学（就園）後も専門的な視点で子どもの状況を継続的に

見守り、学校（園）を支援する専門チーム（特別支援教育巡回チーム）の設置

に向け、取り組みます。 

また、配慮を要する子どもの一貫した支援のための情報共有や連携強化に向

けたシステムづくりについて、「世田谷区教育総合センター」の開設を見すえた

検討を行い、支援の充実に向け取り組みます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

特別支援教育

コーディネー

ター機能の充

実 

活動環境整備 活動環境整備 活動環境整備 活動環境整備 

小学校（代替講

師等の配置） 

 

人材確保に向

けた検討・取組

み 

効果や課題を

踏まえた仕組

みの改善 

効果や課題を

踏まえた仕組

みの改善 

－ 中学校（「特別

支援教室」の導

入状況を踏ま

えた検討） 

検討を踏まえ

た取組み 

効果検証 

学校包括支援

員の充実 

学校規模等に

応じた配置の

検討・取組み 

学校規模等に

応じた配置の

検討・取組み  

検討を踏まえ

た適切な配置、

支援の充実 

検討を踏まえ

た適切な配置、

支援の充実  
非常勤講師（教

科の補充）の充

実 

児童・生徒数や

状態等に応じ

た 配 置 の 検

討・取組み 

児童・生徒数や

状態等に応じ

た 配 置 の 検

討・取組み  

検討を踏まえ

た適切な配置、

支援の充実 

検討を踏まえ

た適切な配置、

支援の充実  

特別支援学級

支援員の充実 

学級数や障害

種別に応じた

配置の検討・取

組み 

学級数や障害

種別に応じた

配置の検討・取

組み 

検討を踏まえ

た適切な配置、

支援の充実  

検討を踏まえ

た適切な配置、

支援の充実  

地域ボランテ

ィア制度の検

討・取組み 

地域ボランテ

ィア制度のモ

デル事業実施 

地域ボランテ

ィア制度のモ

デル事業実施 

モデル事業を

踏まえた取組

み 

モデル事業を

踏まえた取組

み 

校（園）外から

支援する体制

の充実 

特別支援教育

巡回チームの

設置に向けた

検討 

特別支援教育

巡回チームの

設置に向けた

検討 

特別支援教育

巡回チームに

よる支援開始 

特別支援教育

巡回チームの

効果検証 
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情報共有・連携

強化に向けた

システム検討 

【再掲】情報共

有システムの

検討 

【再掲】情報共

有システムの

検討  

【再掲】情報共

有システムの

検討  

【再掲】検討を

踏まえた取組

み 

《所管課：教育相談・特別支援教育課》  

 

Ⅴ－２－② 特別支援学級等の整備・充実 

特別支援学級等に入級（室）する児童・生徒の増加等に対応するとともに、

障害の種別や学級形態、地域的なバランス、既設の学級規模などに配慮しなが

ら、学校の増改築等にあわせた計画的な学級整備に取り組むことによって、特

別支援教育の更なる充実を図ります。知的障害学級（固定）及び言語障害学級

（通級）の設置については、引き続き検討していきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

小学校「特別支

援教室」の巡回

指導体制 

小学校「特別支

援教室」拠点校

の整備・充実 

小学校「特別支

援教室」拠点校

のあり方検討 

拠点校のあり

方検討を踏ま

えた取組み 

巡回指導体制

の効果検証・課

題改善 

中学校「特別支

援教室」 

中学校「特別支

援教室」導入に

向けた検討・整

備 

中学校「特別支

援教室」の導入 

中学校「特別支

援教室」の効果

検証・課題改善 

中学校「特別支

援教室」の効果

検証・課題改善 

自閉症・情緒障

害特別支援学

級（固定級） 

自閉症・情緒障

害特別支援学

級（固定級）の

開設に向けた

検討 

自閉症・情緒障

害特別支援学

級（固定級）の

開設に向けた

整備 

自閉症・情緒障

害特別支援学

級（固定級）の

開設（小・中学

校） 

自閉症・情緒障

害特別支援学

級（固定級）の

充実 

《所管課：教育相談・特別支援教育課》  
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Ⅴ－２－③ 特別支援教育を推進する教材・教具の充実 

タブレット型情報端末等の教材・教具の効果的な活用により、配慮を要する

子どもたちの学習意欲や学力向上等を引き出し、特別支援教育の更なる充実を

図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

タブレット型

情報端末の整

備 

タブレット型

情報端末モデ

ル事業の実施 

モデル事業の

効果検証 

― ― 

タブレット型

情報端末の導

入に向けた検

討 

タブレット型

情報端末の整

備に向けた検

討 

検討を踏まえ

た取組み 

タブレット型

情報端末を活

用した指導の

充実 

《所管課：教育相談・特別支援教育課》  

 

Ⅴ－２－④ 障害者理解教育の推進 

誰もがお互いを尊重し、支え合い、多様なあり方を認め合える地域共生社会

の形成に向け、区立小・中学校の特別支援学級と通常の学級、また、都立の特

別支援学校と区立小・中学校との交流及び共同学習等を通じて、障害に対する

理解や配慮を促進することにより、特別支援教育の更なる充実を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

人権教育・道徳

教育の実施 

人権教育・道徳

教育の実施 

人権教育・道徳

教育の実施  
人権教育・道徳

教育の実施  
人権教育・道徳

教育の実施  
オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育を契

機とした教育

や交流活動の

実施 

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育を契

機とした教育

や交流活動の

実施  

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育を契

機とした教育

や交流活動の

実施  

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育を契

機とした教育

や交流活動の

実施  

オ リ ン ピ ッ

ク・パラリンピ

ック教育を契

機とした教育

や交流活動の

実施  
交流及び共同

学習等の実施 

交流及び共同

学習の実施 

交流及び共同

学習の実施  
交流及び共同

学習の実施  
交流及び共同

学習の実施  
副籍制度によ

る交流活動の

実施 

副籍制度によ

る交流活動の

実施  

副籍制度によ

る交流活動の

実施  

副籍制度によ

る交流活動の

実施  
保護者や学校

関係者への理

解啓発 

リーフレット

の作成・配布 

検討を踏まえ

た取組み 

効果検証・課題

改善 

効果検証・課題

改善 

《所管課：教育相談・特別支援教育課、学務課、教育指導課》  
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Ⅴ－３ ニーズに応じた相談機能の充実 

>> 現状と課題 

教育環境におけるいじめの未然防止や不登校となる可能性のある児童・生徒

の早期発見、発生後の深刻化防止等の重要性が高まっており、教育相談や不登

校対策の取組みとともに、いじめ防止対策等を進めていく必要があります。 

教育相談の件数は年々増加し、特に発達や障害に関する相談が増加しており、

質の高い支援や助言を的確に行い、課題解決を速やかに図る必要があります。

また、児童・生徒や保護者が抱える課題が多様化、複雑化する中、とりわけ福

祉的な課題を抱える児童・生徒、家庭への対応がさらに求められており、学校

を支援する体制を強化し、校内委員会の充実など学校教育相談の充実を図る必

要があります。 

不登校となる児童・生徒の数が増加傾向にあり、ほっとスクールを利用する

児童・生徒の数も増加傾向にある中、不登校の抑制を図るとともに、不登校児

童・生徒の自立を支援する必要があります。また、ほっとスクール通室生の継

続した通室の確保を図り、学校復帰や新たな進路に進む児童・生徒を支援する

必要があります。 

 

>> 取組みの方向 

いじめ防止対策推進法に基づき策定された「いじめ防止基本方針」を踏まえ、

「いじめ防止プログラム」等の取組みを進めます。 

教育相談の質的向上を図るため、相談員を対象とした的確な研修を継続して

実施します。また、スクールカウンセラー（ＳＣ）やスクールソーシャルワー

カー（ＳＳＷ）、校外アドバイザーなど、学校を支援する体制を強化します。 

不登校対策では、学校と連携し、予防から、初期対応、個別支援、事後対応

まで一貫した支援を行う体制を整備し、世田谷区教育総合センターをその拠点

として位置付けます。さらに、３か所目のほっとスクールを含め、多様な学習・

体験プログラムの開発など、ほっとスクール通室生に対する取組みを拡充しま

す。 

 

>> ４年後の姿 

いじめ等の早期発見や未然防止及び深刻化防止のための手法のさらなる定着

を図り、いじめ等へ適時適切に対応しています。 

学校内外の教育相談において、相談員等の体制の強化や資質向上を図り、複

雑化・多様化し増加する相談に適切に対応しています。 

世田谷区教育総合センターを拠点に世田谷区ならではの不登校対策を推進し、

不登校の抑制を図るとともに、不登校児童・生徒の学校や社会のへのつながり

をさらに確保しています。 
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Ⅴ－３－① 不登校等への取組みの充実 

不登校の予防から初期対応、個別支援、事後対応まで一貫した支援を行う体

制の整備、不登校児童・生徒の自立に向けた支援の強化など、不登校等への取

組みの更なる充実を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

不登校の初期

対応の段階か

ら学校を支援

する組織体制

の整備 

不登校の初期

対応の段階か

ら学校を支援

する組織体制

の整備 

不登校の初期

対応の段階か

ら学校を支援

する組織体制

の整備 

不登校の初期

対応の段階か

ら学校を支援

する組織体制

の運用 

不登校の初期

対応の段階か

ら学校を支援

する組織体制

の運用 

新たなほっと

スクールの開

設 

新たなほっと

スクール「希望

丘」開設 

新たなほっと

スクールの民

間による運営 

新たなほっと

スクールの民

間による運営 

新たなほっと

スクールの民

間による運営 

多様なプログ

ラムの検討 

多様なプログ

ラムの開発・実

施 

多様なプログ

ラムの開発・実

施 

多様なプログ

ラムの検証・見

直し 

《所管課：教育相談・特別支援教育課、教育指導課》  

 

Ⅴ－３－② 相談機能の充実 

学校内外の教育相談体制の強化や質の向上に取組み、相談機能の更なる充実

を図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校内外の教

育相談体制の

充実（心理教育

相談員、スクー

ルカウンセラ

ー、スクールソ

ーシャルワー

カー） 

学校内外の教

育相談体制の

検討・充実 

学校内外の教

育相談体制の

検討 

学校内外の教

育相談体制の

検討 

学校内外の教

育相談体制の

検討 

的確な研修・ス

ーパーバイズ

の実施  

的確な研修・ス

ーパーバイズ

の実施  

的確な研修・ス

ーパーバイズ

の実施  

的確な研修・ス

ーパーバイズ

の実施  

的確な研修・ス

ーパーバイズ

の実施  
《所管課：教育相談・特別支援教育課、教育指導課》  
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Ⅴ－３－③ いじめ防止等の総合的な推進 

教育環境におけるいじめの早期発見や未然防止、発生後の適切な対処を図り

ます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

早期発見・未然

防止を含めた

いじめ問題へ

の総合的・組織

的な対応 

いじめ防止プ

ログラムの区

立中学校全校

実施 

いじめ防止プ

ログラムの区

立中学校全校

実施 

いじめ防止プ

ログラムの区

立中学校全校

実施 

いじめ防止プ

ログラムの区

立中学校全校

実施 

児童・生徒の学

級生活意欲等

に関する調査

の区立小中学

校全校実施 

児童・生徒の学

級生活意欲等

に関する調査

の区立小中学

校全校実施 

児童・生徒の学

級生活意欲等

に関する調査

の区立小中学

校全校実施 

児童・生徒の学

級生活意欲等

に関する調査

の区立小中学

校全校実施 

教育支援チー

ムの拡充 

教育支援チー

ムの運営 

教育支援チー

ムの運営  
教育支援チー

ムの運営  
教育支援チー

ムの拡充 

《所管課：教育指導課、教育相談・特別支援教育課》  
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Ⅵ 教育環境の整備・充実と安全安心の確保 

 

基本的な考え方 

学校は、児童・生徒の学習の場であり、生活の場でもあります。計画的に改

築・改修等を行いながら、老朽化等施設の課題に対応し、児童・生徒にとって

良好な教育環境を整備していきます。 

児童・生徒が安心して通い、いきいきと活動できる学校であるために、防災

等の安全対策や、感染症対策、アレルギーへの対応を徹底するとともに、不審

者の侵入防止なども含めた学校の危機管理能力の向上を図ります。 

また、児童・生徒が事件や事故に巻き込まれないよう、学校・家庭・地域の

連携をさらに深めるとともに、学校敷地内やその近辺、また通学路の安全確保・

事故防止などに努め、児童・生徒への安全教育をより一層充実させる取組みも

推進します。 
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Ⅵ－１ よりよい学びを実現する教育環境の整備 

>> 現状と課題 

教育委員会では、平成２５年９月に策定した「世田谷区立小・中学校の適正

規模化・適正配置に関する具体的な方策（第２ステップ）」に基づき、年次計画

に沿って学校の適正規模化に関する具体的な取組みを進めてきました。 

また、校舎の老朽化が進む一方、建設コストの上昇、年少人口、高齢者人口

の増加等の要因により、財政上公共施設整備を取り巻く状況が一層厳しくなっ

ております。このため、区では平成２９年３月に「世田谷区公共施設等総合管

理計画」を策定し、学校改築のサイクルや手法の見直し、長寿命化改修の徹底

が求められています。 

さらに、少人数指導や特色ある教育活動等ソフト面での学校教育の充実に向

けた施設の整備も求められています。 

区立小・中学校の児童・生徒数は、地域や学校区単位によって増加傾向また

は減少傾向の偏在化がみられ、今後も引き続き学校の適正規模化の取組みを検

討していく必要があります。 

また、「世田谷区公共施設等総合管理計画」を踏まえ、計画的に改築、改修を

行い、長寿命化を図りながら、安全・安心や環境配慮、教育の充実や地域貢献

等学校に求められる様々なニーズに対応するべく効率的、効果的に施設整備を

進めていく必要があります。 

 

>> 取組みの方向 

児童・生徒のより良い教育環境の実現をめざし、学校の大規模化、小規模化

への対応について、児童・生徒数の推移等の状況を見極めながら、検討を進め

ていきます。 

また、従来の改築手法を改め、校舎棟を棟別に分けて、耐用年数である築６

５年を目安に順次改築する「棟別改築」を基本として改築を行っていきます。

躯体の状態が良く、耐用年数を超えて継続使用が可能であれば、長寿命化改修

を行い、築９０年程度までの使用をめざします。また、区長部局と連携して、

他の公共施設との複合化や空き時間の有効活用等による多機能化等もあわせて

検討していきます。 

 

>> ４年後の姿 

児童・生徒のより良い教育環境の実現をめざし、学校の大規模化、小規模化

への対応について、児童・生徒数の推移等の状況を見極めながら、検討すると

ともに、「世田谷区公共施設等総合管理計画」を踏まえ、計画的に学校の施設整

備を進めています。 
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Ⅵ－１－① 学校の適正規模化・適正配置 

学校の適正規模化への対応について、児童・生徒数の推移等の状況

を見極めながら検討を進め、児童・生徒のより良い教育環境の実現を図り

ます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校の適正規

模化の検討  
学校の適正規

模化の検討  
学校の適正規

模化の検討  
学校の適正規

模化の検討  
学校の適正規

模化の検討  
《所管課：教育環境課》  

 

Ⅵ－１－② 地域に貢献する学校改築の推進 

「世田谷区公共施設等総合管理計画」を踏まえ、学校施設の改築を計画的に

行い、改築にあわせて、学校がより地域に開かれ地域に信頼される施設となる

ように整備します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校改築の推

進 

「世田谷区公

共施設等総合

管理計画」を踏

まえた改築計

画の推進 

「世田谷区公

共施設等総合

管理計画」を踏

まえた改築計

画の推進  

「世田谷区公

共施設等総合

管理計画」を踏

まえた改築計

画の推進  

「世田谷区公

共施設等総合

管理計画」を踏

まえた改築計

画の推進  
《所管課：教育環境課》  

 

Ⅵ－１－③ 安全・安心の学校施設の改修・整備 

「世田谷区公共施設等総合管理計画」等を踏まえ、既存校舎を計画的に改修

し、適切に維持、保全することにより、長寿命化を図るとともに、ユニバーサ

ルデザインに基づき安全で安心できる教育環境を整備します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校施設の適

正な改修・整備 

「世田谷区公

共施設等総合

管理計画」を踏

まえた改修・整

備の推進 

「世田谷区公

共施設等総合

管理計画」を踏

まえた改修・整

備の推進  

「世田谷区公

共施設等総合

管理計画」を踏

まえた改修・整

備の推進  

「世田谷区公

共施設等総合

管理計画」を踏

まえた改修・整

備の推進  
《所管課：教育環境課》  
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Ⅵ－１－④ 環境に配慮した学校づくり 

学校施設の改築及び大規模改修時に省エネルギー機器等の導入や再生可能エ

ネルギーの活用等により環境に配慮した施設整備への取組みを進めていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

省エネルギー

機器の導入等

による環境に

配慮した学校

整備 

省エネ機器の

導入 

省エネ機器の

導入 

省エネ機器の

導入 

省エネ機器の

導入 

屋上の緑化等 

太陽光発電設

備等の導入 

太陽光発電設

備等の導入 

雨水貯留槽・雨

水浸透施設 

雨水貯留槽・雨

水浸透施設 

《所管課：教育環境課》  

 

Ⅵ－１－⑤ 学校給食施設の整備 

学校給食は、児童・生徒に対して栄養バランスのとれた多様な食事を提供し、

体力の向上と健康の維持・増進を図るとともに、正しい食生活についての考え

方やより良い食習慣を身に付けることを目的としています。また、年々増加す

る食物アレルギーを有する児童・生徒へ安全に給食を提供するため、衛生管理

基準に基づいた給食施設・整備することが必要となることから、老朽化した給

食施設を改築・改修等を行うことにより、安全・安心な給食提供を継続します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校給食施設

の整備 

児童数増等に

よる給食室改

修工事  

児童数増等に

よる給食室改

修工事  

児童数増等に

よる給食室改

修工事  

児童数増等に

よる給食室改

修工事  
学校改築に伴

う給食室整備  
学校改築に伴

う給食室整備  
学校改築に伴

う給食室整備  
学校改築に伴

う給食室整備  
太子堂調理場

大規模改修工

事 

― 改修工事 ― ― 

《所管課：学校健康推進課、教育環境課》  
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Ⅵ－２ 学校教育を支える安全の推進 

>> 現状と課題 

学校において児童・生徒が安全に楽しく活動ができるよう、各学校では安全

計画を策定し、計画に基づき安全指導等を実施し、安全教育に取り組んでいま

す。また、東日本大震災時の対応から明らかになった課題等を踏まえての防災

訓練等を実施するとともに、地震・火災・風水害などの災害に備えた防災対応

知識の啓発などにも取り組んでいます。 

一方、食物アレルギーのある児童・生徒の増加に対し、学校がより適切に対

応できるよう、よりわかりやすいマニュアルづくりと環境整備に努めるととも

に、家庭などすべての学校関係者に正しい情報と対応力を身に付けることがで

きる働きかけています。さらに、通学路の安全点検やパトロールなども、地域

との連携のもと行なっています。 

地震などの災害対策や通学路の安全確保など、児童・生徒をめぐる社会的環

境・自然災害状況は、緊急度を一層増しており、学校における危機管理能力の

向上や児童・生徒への防災・安全教育の充実が求められています。また、児童・

生徒の安全を確保するのは大人の使命であり、未来への責務でもあります。 

これを踏まえ、現在の施策をさらに充実させる必要があります。 

 

>> 取組みの方向 

各学校は学校保健安全法に基づき、学校安全計画を毎年度策定し、計画に基

づいた安全指導等を継続して実施するとともに、児童・生徒が自らの力で判断

し行動できるよう、防災・安全教育の取組みを推進します。 

感染症対策、アレルギー対策、熱中症予防対策、不審者の侵入防止、通学時

の安全確保など、多様化・複雑化する状況に適切に対応するため、学校の危機

管理能力の向上を図ります。 

また、児童・生徒の安全安心の確保のためには、地域と連携した安全対策の

推進も求められます。児童・生徒が事件・事故に巻き込まれないよう、学校・

家庭・地域が連携して、学校敷地内やその近辺、また通学路の安全対策、事故

防止などを強化する取組みを充実します。 

 

>> ４年後の姿 

学校がさらなる安全を確保できるよう、危機管理能力を一層向上させていま

す。そのために、災害や食物アレルギー、不審者の侵入、熱中症などへの対策

や通学路の安全確保など、教育委員会事務局からの支援や、家庭・地域との連

携が、より充実したものとなっています。 

また、防災・安全教育の充実により、緊急時に児童・生徒が自らの力で判断

し、行動できる力を身に付けています。 

 



114 
 

Ⅵ－２－① 学校教育を支える安全の推進 

児童・生徒が安心して通い、いきいきと活動できる学校であるために、防災

等の安全対策や、感染症対策、アレルギーへの対応を徹底します。 

不審者の侵入防止なども含めた学校の危機管理能力の向上を図るとともに、

児童・生徒が自ら判断し行動できる力を養う防災・安全教育の取組みを推進し

ます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

学校安全計画

の策定及び指

導の実施  

学校安全計画

の策定及び指

導の実施  

学校安全計画

の策定及び指

導の実施  

学校安全計画

の策定及び指

導の実施  

学校安全計画

の策定及び指

導の実施  
食物アレルギ

ーへの対応  
食物アレルギ

ーへの対応  
食物アレルギ

ーへの対応  
食物アレルギ

ーへの対応  
食物アレルギ

ーへの対応  
【再掲】防災・

安全教育の推

進  

【再掲】防災・

安全教育の推

進  

【再掲】防災・

安全教育の推

進  

【再掲】防災・

安全教育の推

進  

【再掲】防災・

安全教育の推

進  
《所管課：教育総務課、学校健康推進課、教育指導課》  
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Ⅵ－２－② 地域と連携した児童・生徒の安全対策の推進 

児童・生徒が事件や事故に巻き込まれないよう、学校・家庭・地域の連携を

さらに深め、学校敷地内やその近辺、また通学路の安全確保・事故防止などに

も努めます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

通学路の合同

点検の実施 

通学路の合同

点検の実施  
通学路の合同

点検の実施  
通学路の合同

点検の実施  
通学路の合同

点検の実施  
通学路防犯カ

メラの設置 

通学路防犯カ

メラの設置 

22校 

通学路防犯カ

メラの運用 

通学路防犯カ

メラの運用  
通学路防犯カ

メラの運用  

小・中学校通学

路等の警備、パ

トロールの実

施 

小・中学校通学

路等の警備、パ

トロールの実

施  

小・中学校通学

路等の警備、パ

トロールの実

施  

小・中学校通学

路等の警備、パ

トロールの実

施  

小・中学校通学

路等の警備、パ

トロールの実

施  
警察と連携し

た防犯訓練、セ

ーフティ教室

の実施 

警察と連携し

た防犯訓練、セ

ーフティ教室

の実施  

警察と連携し

た防犯訓練、セ

ーフティ教室

の実施  

警察と連携し

た防犯訓練、セ

ーフティ教室

の実施  

警察と連携し

た防犯訓練、セ

ーフティ教室

の実施  
こどもをまも

ろう１１０番

運動の実施 

こどもをまも

ろう１１０番

運動の実施  

こどもをまも

ろう１１０番

運動の実施  

こどもをまも

ろう１１０番

運動の実施  

こどもをまも

ろう１１０番

運動の実施  
緊急連絡メー

ルの安定運用 

緊急連絡メー

ルの安定運用  
緊急連絡メー

ルの安定運用  
緊急連絡メー

ルの安定運用  
緊急連絡メー

ルの安定運用  
防犯ブザー等

の貸与  
防犯ブザー等

の貸与  
防犯ブザー等

の貸与  
防犯ブザー等

の貸与  
防犯ブザー等

の貸与  
《所管課：教育総務課、学務課、学校健康推進課、学校職員課、教育指導課、 

生涯学習・地域学校連携課》  
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Ⅶ 生涯を通じて学びあう地域コミュニティづくり 

 

基本的な考え方 

教育委員会ではこれまで、生涯を通じて区民が主体的に学び、自らのライフ

ステージの充実とともに、学んだことを地域に還元する、学びの循環づくりに

向けて、場や機会の提供をはじめとする環境の整備・充実を進めてきました。 

誰もが自らの生き方に適した生涯学習を進めるために、社会の一員としての

参加意識をはぐくみ、地域社会の担い手として学びあい育ちあう社会教育を推

進します。 

また、学校施設、図書館の活用や、区内大学等との連携などによる学習の場

と機会の提供・開発を推進し、地域の大人自身が相互に学びあい育ちあう活動

を活発にするために、学習活動の発表交流や、ネットワークづくりなどを支援

します。 

こうした取組みから、生涯を通じて区民が主体的に学び、充実した生活や人

生を送れるよう支援するとともに、学んだことをいかす機会や場づくりを通じ

た地域コミュニティづくり・地域コミュニティの活性化を促進します。 

子ども・若者の地域での活動を支援することにより、子ども・若者自身の成

長と次代の地域リーダーとなる若者の育成をめざします。 

障害のある人や外国人などの生涯学習を支援するために、人権と平和の視点

に基づいて相互理解を深め、共に生きるための学習を支援します。 

世田谷区には、地域の歴史や文化を伝える文化財が多く存在しており、これ

らは、祖先の生活や文化を伝える貴重な遺産であるとともに、地域の貴重な文

化的な財産でもあります。これらの文化財とそれを取り巻く風景、自然環境な

どを通じて、郷土「せたがや」の豊かな歴史や文化を次の世代へ継承し、自分

たちの住む街や地域への愛着を高めていきます。 

区民の生涯学習活動の基盤である図書館は、「知と学びと文化の情報拠点」を

めざし、子どもの読書活動を推進するとともに、区民の生活や地域の課題解決

を支援する機能、区民の集い・交流の場としての機能を充実し、区民の暮らし

に役立つ図書館として、より一層の区民利用・参画の促進を図ります。またＩ

ＣＴの活用等により、地域情報の発信に努めるとともに、図書館ネットワーク

の整備・充実を進めていきます。 
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Ⅶ－１ 学びの場と機会の充実・地域社会の担い手づくり 

>> 現状と課題 

家庭教育や青少年育成活動など、学校・家庭・地域の連携・協働は一定の成

果を上げています。今後は、まちづくりなどと関連する施策や自主的な学習文

化団体などと連携・協働を一層進める必要があります。 

これまでの生涯学習の地域展開によって、地域で学びあう仲間づくりを通し

て学習の成果をいかし地域社会に参加する機会を広げてきました。今後は、地

域特性をいかし、多様な社会資源と連携・協働して、区民が主体的に参画する

生涯学習事業を充実させる必要があります。 

障害のある成人のための社会教育の機会として、知的障害、肢体不自由、聴

覚障害の人を対象とした障害者学級を開設し、その主体的な運営を支援してき

ました。加えて、「障害者差別解消法」の施行（平成２８年４月１日）やせたが

やノーマライゼーションプラン（平成２７年度～３２年度）の推進など、共生

社会の実現に向けた社会教育における福祉教育の充実が求められています。 

 

>> 取組みの方向 

多様な社会資源と連携・協働して、区民参画型の生涯学習事業を充実すると

ともに、身近な地域における区民の生涯学習の推進を支える体制を充実します。

また、地域で相互に学びあい育ちあう担い手づくりと活動の支援のために、社

会的な環境づくりを推進します。 

学校・家庭・地域と連携し、地域と学校をつなぐ担い手の育成と地域の教育

力の向上を図ります。また、関係諸団体とのネットワークと協働を進めます。 

区長部局と連携し、子ども・若者の社会的自立のための学習と活動の支援プ

ログラムを充実させます。 

障害のある成人を対象とした障害者学級のあり方と運営について検討し、ラ

イフステージを通した学習機会の充実を図ります。また、大学、各種団体との

連携を深めるなど、障害者学級の運営と活動を支援する福祉教育ボランティア

の確保、育成を進めます。 

 

>> ４年後の姿 

身近な地域における区民の主体的な生涯学習を支援する体制が整い、学びの

ネットワークをいかした地域コミュニティへの参画と担い手を育てるしくみが

整備されています。 

地域や青少年育成関係団体とのネットワークを構築し、地域の担い手を育成

するための施設整備と機能の充実を図っています。 

「福祉教育あり方検討チーム報告書」に基づいて、障害者学級の改善の取組

みが進んでいます。また、福祉教育ボランティアの応募の機会拡充と担い手の

育成環境等の充実を図っています。 
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Ⅶ－１－① 各種団体への支援の充実 

学区域や地域ごとの既存のネットワークを活かしつつ、全区的なネットワー

クを効果的に構築するとともに、地域の生涯学習と地域活動に関する幅広い情

報の発信や学習相談体制の充実により、学習の成果をいかし地域社会に貢献す

る活動を支援します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

地域における

関係諸団体の

ネットワーク

と協働を進め

るしくみの実

施 

関係諸団体の

ネットワーク

と協働の充実 

関係諸団体の

ネットワーク

と協働の充実 

関係諸団体の

ネットワーク

と協働の充実 

関係諸団体の

ネットワーク

と協働の充実 

《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  

 

Ⅶ－１－② 地域での生涯学習事業の推進 

学校施設、図書館の活用や、区内大学等との連携などによる学習の場と機会

の提供・開発を推進し、地域の大人自身が相互に学びあい育ちあう活動を活発

にするために、学習活動の発表交流や、ネットワークづくりなどを支援します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

区民企画講座

の実施 

幅広い層の対

象の取り込み

と環境整備 

幅広い層の対

象の取り込み

と環境整備 

幅広い層の対

象の取り込み

と環境整備 

幅広い層の対

象の取り込み

と環境整備 

《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  

 

Ⅶ－１－③ 社会教育の充実 

誰もが自らの生き方に適した生涯学習を進めるために、社会の一員としての

参加意識をはぐくみ、地域社会の担い手として学びあい育ちあう社会教育を推

進します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

担い手を育て

るしくみと環

境の整備 

ネットワーク

の充実 

ネットワーク

の充実 

ネットワーク

の充実 

ネットワーク

の充実 

《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  
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Ⅶ－１－④ 青少年教育の充実 

子ども・若者の地域での活動を支援することにより、子ども・若者自身の成

長と次代の地域リーダーとなる若者の育成をめざします。また、区長部局と連

携し、子ども・若者の社会的自立のための学習支援プログラムを充実していき

ます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

青少年教育事

業の拡充 

学習支援プロ

グラムの充実 

学習支援プロ

グラムの充実 

学習支援プロ

グラムの充実 

学習支援プロ

グラムの充実 

《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  

 

Ⅶ－１－⑤ 福祉教育の推進 

障害のある成人を対象とした障害者学級のあり方と運営について検討し、改

善を図ります。また、障害者学級の運営と活動を支援する福祉教育ボランティ

アの確保、育成を進めます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

福祉教育ボラ

ンティアとの

連携による福

祉教育のあり

方の改善 

福祉教育ボラ

ンティアとの

連携による福

祉教育のあり

方の検討及び

試行 

福祉教育ボラ

ンティアとの

連携による福

祉教育のあり

方の検討及び

試行 

福祉教育ボラ

ンティアとの

連携による福

祉教育のあり

方の検討及び

試行 

福祉教育ボラ

ンティアとの

連携による福

祉教育のあり

方の検討及び

試行 

大学、各種団体

との連携によ

る福祉教育ボ

ランティア育

成事業の改善 

応募機会の拡

充と育成の検

討及び試行 

応募機会の拡

充と育成の検

討及び試行 

応募機会の拡

充と育成の検

討及び試行 

応募機会の拡

充と育成の検

討及び試行 

《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  
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Ⅶ－２ 郷土を知り次世代へ継承する取組み 

>> 現状と課題 

世田谷区には、約３２０ヶ所の遺跡や建造物、古文書などの有形文化財、地

域の民俗行事や風習などの民俗文化財など、多くの文化財があるが、社会経済

状況の変化により、かつての風景や生活文化が失われつつあり、文化財の保護

はますます難しくなっている。教育委員会では区内に存する文化財について調

査・研究を行い、登録・指定制度を活用した保存の取組みを進めるとともに、

文化財の公開や世田谷の歴史・文化についての啓発事業を進め、地域の文化財

保護施策を推進している。また、区民が郷土の歴史や伝統的な文化に触れて、

体験し、学ぶ機会を設け、地域の文化財についての理解を深め、歴史や文化を

継承していく意識の醸成に努めている。 

平成２８年度に、今後の世田谷区の文化財行政の基本的な方向性を定めた「世

田谷区文化財保存活用基本方針」を策定し、これに基づく取組みを進めている。 

 文化財を単体として保存しても、その背景の歴史や生活文化を伝えることは

難しく、文化財とその周辺環境を意識した文化財の保存・活用を進めることが

求められている。また、新たに世田谷に住むようになった人も増えており、郷

土の歴史や文化に触れる機会や場づくりを充実させる必要がある。多くの方に

世田谷の歴史・文化への理解を深めていただき、世田谷の魅力を発信していく

ためには、インターネットなどのＩＣＴを活用した、情報発信の充実が不可欠

である。 

 

>> 取組みの方向 

文化財とそれを取り巻く環境の一体的な保存を推進するため、未指定の文化

財についても把握し、リストの作成を進め、保存・活用の方向性を検討する。 

文化財に関する総合的な把握及び情報化を図るために、文化財調査に取組み、

調査成果の電子データ化を進める。 

地域住民が主体となった保存活用を促進するため、伝統文化や文化財に触れ

る機会を増やし、地域の方の文化財保存・活用の取組みを支援していく。 

世田谷の郷土を学べる場や機会を充実していくため、ＩＣＴを活用して郷土

資料館を核とした郷土学習のネットワーク形成を進めるとともに、民家園や代

官屋敷を活用した体験事業の充実を図る。 

世田谷の歴史・文化に関する情報の効果的な発信を行うため、文化財だけで

なく周辺環境まで含めてテーマごとにストーリーを設定し、わかりやすく学ぶ

ための取組みを進めるとともに、まちなか観光などと連携していく。 

 

>> ４年後の姿 

様々な分野の文化財の調査を行い、その成果をまとめ、未指定の文化財を含

めた区内の文化財リストにより、地域の住民がそれぞれの地域の文化財を知り、

歴史や文化についての理解を深めている。 

地域の伝統行事の担い手の育成を進めるとともに、地域の方が文化財の保
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存・活用に参画し、地域住民が主体となった保存や活用の取組みが広がってい

る。 

ＩＣＴを活用した郷土学習のネットワークとして「（仮称）世田谷デジタルミ

ュージアム」により、誰もが手軽に世田谷の歴史や文化を学ぶ機会を得ること

ができるとともに、民家園や代官屋敷ではかつての生活文化の体験ができる。 

「せたがや歴史文化物語」の取組みにより、多くの方にわかりやすく世田谷

の歴史・文化についての情報発信を行うとともに、文化財を通じたまちなか観

光の情報発信を行っている。 

 

Ⅶ－２－① 文化財とそれを取り巻く環境の一体的な保存の推進 

地域に存在する文化財等、特に指定などがなされていない文化財等は価値を

十分に把握されずに失われてしまうことが多いことから、共通の歴史背景を伝

える一つのまとまりとしての保存や、文化財をとりまく風景・自然環境の視点

を取り込んだ保存等により、それらを一体的に捉え、失われやすい未指定の文

化財等を含めた複合的保存を図っていくことで文化財等の喪失を未然に防いで

いく必要があります。 

個々の文化財やそれをとりまく風景・自然環境を適切に把握し、複合的保存

を図ることで、それらを面として捉えることが可能となり、保存管理において

継続性のある保存施策の展開につなげていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

文化財カルテ

の作成 

未指定文化財

のリスト作成 

文化財保存活

用カルテの検

討 

文化財保存活

用カルテの作

成 

文化財保存活

用カルテの作

成 

《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  
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Ⅶ－２－② 文化財に関する総合的把握及び情報化の推進 

文化財等の喪失を防ぎ、適切に保存していくためには、現在区内において存

在する文化財等を総合的に把握していく必要があります。 

これまでの文化財調査の追跡調査を行い、現状把握を行うとともに、未調査

分野についての調査も行い、広く文化財の現状把握に努めていきます。また、

未指定分野を含め、文化財の指定・未指定にとらわれない、文化財としての価

値を踏まえた総合的調査を推進します。 

調査成果については、データ管理・利用における利便性の向上を図るため、

ＩＣＴ技術を利活用し、デジタル化、データ一元化を推進します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

民俗調査の実

施  
民俗調査の実

施  
民俗調査の実

施  
民俗調査の実

施  
『世田谷の民

俗』報告書刊行 

各種文化財調

査の実施  
各種文化財調

査の実施  
各種文化財調

査の実施  
各種文化財調

査の実施  
各種文化財調

査の実施  
《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  

 

Ⅶ－２－③ 地域住民が主体となった保存・活用の推進 

地域の中で文化財等を保存・活用してくためには、地域住民の存在が不可欠

です。 

保存の面においては、地域住民との情報交換及び協力関係を通じて、地域の

身近な文化財の保存・継承を推進します。また、小・中学生をはじめとする若

い世代において、地域の文化行事などの参加を促すなどし、文化財に接する機

会を切れ目なく提供することで、継承機会の増加を図ります。 

活用の面においても、地域の文化財に関する情報を積極的に区民に提供し、

地域の中で行われる歴史・文化に関するイベントの実施等につなげていきます。 

さらに、地域住民や地域の文化財保存団体等による保存・活用に関する活動

に対しては、専門職員によるアドバイスをはじめとする行政によるサポートを

通じ、地域の手による保存・活用への取組みを継続的に支えていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

ボランティア

の育成 

文化財ボラン

ティア養成講

座の実施 

文化財ボラン

ティア養成講

座の実施  

文化財ボラン

ティア養成講

座の実施  

文化財ボラン

ティア養成講

座の実施  
文化財ボラン

ティアの登録 

文化財ボラン

ティアの登録  
文化財ボラン

ティアの登録  
文化財ボラン

ティアの登録  
《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  
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Ⅶ－２－④ 世田谷の郷土を学べる場や機会の充実 

郷土学習においては、各所管との連携を強化していくとともに、学校教育を

通じて郷土を学べる機会の充実を図ります。 

さらに、世田谷のかつての風景、風俗慣習の継承を図るため、様々な体験学

習を通じて、郷土文化に触れる機会の充実を図ります。その他、区内において、

郷土文化について理解を深める多くの機会を設け、多面的な視点による郷土学

習を展開します。 

実際に文化財に触れる機会を増やし、世田谷の文化財の歴史・文化的価値の

普及啓発を推進します。あわせて、文化財を中心とする環境を活かした学びの

場づくりを推進します。 

これらを通じ、かつての世田谷の生活文化への理解を促し、世田谷の文化の

次世代への継承にもつなげていきます。また、一方で、生涯を通じての生涯学

習にもつなげ、地域の歴史・文化を知りたいという声に応えていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

(仮称)世田谷

デジタルミュ

ージアムの構

築 

(仮称)世田谷

デジタルミュ

ージアムの構

築 

(仮称)世田谷

デジタルミュ

ージアムの公

開 

(仮称)世田谷

デジタルミュ

ージアムの公

開  

(仮称)世田谷

デジタルミュ

ージアムの公

開  
民家園の機能

の再検討と事

業の充実 

民家園再整備

の基本構想 

民家園再整備

の基本設計・実

施設計・改修工

事等 

民家園での体

験事業の充実 

民家園の畑を

活用した事業

の評価と体験

事業の充実 

《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  
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Ⅶ－２－⑤ 世田谷の歴史・文化に関する情報の効果的な発信 

情報発信においては、新たな情報ツールを活用して、文化財に関する情報を

効果的に発信し、区内に向けて郷土「せたがや」の魅力を伝えていきます。 

また、多言語化をすすめ、外国人向けの情報発信を強化するとともに、外国

人向けの文化体験の機会の充実を図るなどし、東京 2020大会を一つのきっかけ

とした世田谷区の歴史・文化の発信を進めていきます。  

各年齢層、各目的に絞った情報発信を行うとともに、まちなか観光などと連

携し、効果的に区の魅力を発信します。 

さらに、ホームページなどの媒体においては、世田谷の歴史・文化に関する

情報のプラットフォームとしてデジタルミュージアムを構築し、情報のアクセ

シビリティを高めていきます。デジタルミュージアムでは指定文化財だけでな

く、未指定の文化財についても積極的にデジタル化し、情報発信していきます。 

また、案内・表示等については、ユニバーサルデザインの視点から、誰もが

快適に利用できるよう工夫します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

せたがや歴史

文化物語の取

組み 

せたがや歴史

文化物語の取

組みの選定・推

進  

せたがや歴史

文化物語の取

組みの選定・推

進  

せたがや歴史

文化物語の取

組みの選定・推

進  

せたがや歴史

文化物語の取

組みの選定・推

進  
《所管課：生涯学習・地域学校連携課》  
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Ⅶ－３ 知と学びと文化の情報拠点としての図書館の充実 

>> 現状と課題 

平成２７年に策定した「第２次世田谷区立図書館ビジョン」では、基本理念

を「知と学びと文化の情報拠点」と定めました。その実現に向け、第 1期行動

計画に基づき、学校図書館との連携、課題解決支援のためのサービス拡充やロ

ビーコンサートなどの交流事業、図書館カウンターの設置や地域図書室（旧ま

ちかど図書室）への図書館情報システム導入など様々な施策を推進してきまし

た。 

子どもの読書活動を推進するには、学校図書館との連携を進めるとともに、

読書量の減少する中高生世代への対応も必要です。また、レファレンスなどの

課題解決支援サービスについては、区民の認知度が必ずしも高くないため、周

知に努めるとともに職員の専門性の向上も求められます。 

多様化する区民ニーズに対応し、図書館サービスの充実と効率的な図書館運

営を図るための民間活力の活用については、図書館の公共性・専門性の維持や

施設の特性等を踏まえたうえで、活用形態等を検討する必要があります。 

 

>> 取組みの方向 

新たに策定した「第２次世田谷区立図書館ビジョン第２期行動計画」に基づ

く施策を着実に推進していきます。０歳児からの子ども読書活動の充実や課題

解決支援機能、交流機能の一層の拡充のほか、区民参画の促進や地域情報の収

集・公開を進めていきます。また、ＩＣタグの導入を全館で進め利便性の向上

を図るとともに、梅丘図書館改築による機能整備や中央図書館の機能拡充に向

け、図書館ネットワークの整備に取り組んでいきます。 

 

>> ４年後の姿 

乳幼児から小・中・中高生、大人までの多様な世代の図書館利用が拡大し、

区民の課題解決、交流の場としての機能の充実やＩＣＴの活用、図書館ネット

ワークの整備などにより、区民の多様な学習活動を支援し、地域に欠かせない

「知と学びと文化の情報拠点」として、区民の暮らしに役立つ図書館となって

います。 
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Ⅶ－３－① 地域で学びをいかす人材の育成 

区民の多様な学びの機会をつくるとともに、参加者による地域での読書や情

報にかかわるボランティア活動を促進するしくみをつくり、図書館活動への区

民参画を進め、区民がお互いに学びあう機会をつくります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

ボランティア

養成講座等の

開催  

ボランティア

養成講座等の

継続開催  

ボランティア

養成講座等の

継続開催  

ボランティア

養成講座等の

継続開催  

ボランティア

養成講座等の

継続開催  
ボランティア

の活動支援  
活動支援手法

の検討・実施  
活動支援手法

の検討・実施  
活動支援手法

の検討・実施  
活動支援手法

の検討・実施  
ボランティア

の活動内容の

拡大 

活動内容拡大

の検討・実施 

活動内容拡大

の検討・実施 

活動内容拡大

の検討・実施 

活動内容拡大

の検討・実施 

《所管課：中央図書館》  

 

Ⅶ－３－② 地域情報の収集・発信の充実 

地域資料（郷土資料、行政資料）を積極的に収集・整理・公開することによ

り、地域の課題解決に資するとともに、区民には郷土への理解、区外へは世田

谷の魅力を発信していきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

行政資料の収

集 

収集方法の検

討・実施 

収集方法の検

討・実施 

収集方法の検

討・実施 

収集方法の検

討・実施 

郷土資料の収

集 

収集方法の検

討・実施 

収集方法の検

討・実施 

収集方法の検

討・実施 

収集方法の検

討・実施 

ホームページ

等による公開 

公開手法の検

討・実施 

公開手法の検

討・充実 

公開手法の検

討・充実 

公開手法の検

討・充実 

《所管課：中央図書館》  
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Ⅶ－３－③ 多様な図書館サービスの充実 

区民の多様な学習活動に対応するため、地域や暮らしの課題の解決を支援す

るサービスや障害者、外国人等の図書館利用に配慮が必要な方向けのサービス

を充実するとともに、関心を共有する区民が集い交流できる場を設けるなど、

様々な図書館サービスの実施により、暮らしに役立つ図書館を実現します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

図書館活用講

座、情報検索講

座等の充実 

図書館活用講

座、情報検索講

座等の充実  

図書館活用講

座、情報検索講

座等の充実  

図書館活用講

座、情報検索講

座等の充実  

図書館活用講

座、情報検索講

座等の充実  
レファレンス

サービスの周

知 

周知手法の検

討・実施 

周知手法の検

討・実施 

周知手法の検

討・実施 

周知手法の検

討・実施 

職員のレファ

レンス能力の

向上 

レファレンス

能力向上に向

けた検討・実施 

レファレンス

能力向上に向

けた検討・実施 

レファレンス

能力向上に向

けた検討・実施 

レファレンス

能力向上に向

けた検討・実施 

区民の交流を

促す事業の実

施  

区民の交流を

促す事業の検

討・実施  

区民の交流を

促す事業の検

討・実施  

区民の交流を

促す事業の検

討・実施  

区民の交流を

促す事業の検

討・実施  
《所管課：中央図書館》  

 

Ⅶ－３－④ 図書館ネットワークの構築 

ＩＣＴの活用により利用者の利便性の向上を図るとともに、梅丘図書館の機

能整備や中央図書館の機能拡充に向け、図書館ネットワークの整備・充実を進

めていきます。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

ＩＣタグ及び

関連機器の導

入 

2施設 

(一部導入） 

5施設 

(一部導入） 

4施設 

(一部導入） 

8施設 

(全館導入) 

梅丘図書館の

機能整備 

基本設計 実施設計 改築工事 開設 

中央図書館の

機能拡充 

【再掲】多文化

体験コーナー

の開設 

【再掲】多文化

体験コーナー

の運営 

【再掲】多文化

体験コーナー

の運営 

【再掲】多文化

体験コーナー

の運営 

基本計画策定

による検討 

基本設計作成

による検討 

実施設計作成

による検討 

開館に向けた

検討・拡充 

《所管課：中央図書館》  
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Ⅶ－３－⑤ 家庭や地域、学校における読書活動の充実 

関連機関・施設と連携し、家庭や地域、学校での読書環境づくりを支援する

ことにより、乳児から中高生に至るまで、子どもの読書活動を充実させます。

また、学校図書館の運営体制の充実により、図書館と学校図書館の連携をさら

に推進する。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

はじめて出会

う絵本事業等

の検討・拡充 

はじめて出会

う絵本事業等

の検討・拡充  

はじめて出会

う絵本事業等

の検討・拡充  

はじめて出会

う絵本事業等

の検討・拡充  

はじめて出会

う絵本事業等

の検討・拡充  
中高生の読書

活動推進  
中高生向け事

業の充実  
中高生向け事

業の充実  
中高生向け事

業の充実  
中高生向け事

業の充実  
学校図書館と

の連携の推進  
学校図書館と

の連携の推進  
学校図書館と

の連携の推進  
学校図書館と

の連携の推進  
学校図書館と

の連携の推進  
《所管課：中央図書館》  

 

Ⅶ－３－⑥ 民間活力の活用 

図書館サービスの充実と効率的な図書館運営を進めるため、民間活力の活用

を推進します。活用にあたっては、図書館の公共性・専門性の維持、施設の特

性等を踏まえ、活用形態等を検討のうえ推進します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

図書館運営体

制の検討 

図書館運営体

制の検討  
図書館運営体

制の検討  
図書館運営体

制の検討  
図書館運営体

制の検討  
民間活力の活

用の推進・検証 

多様な民間活

力活用による

運営体制の検

討 

多様な民間活

力活用による

運営体制の導

入（1館）  

多様な民間活

力活用による

運営体制の導

入（1館）  

多様な民間活

力活用による

運営体制の導

入（2館）  
世田谷図書館

の更新 

《所管課：中央図書館》  
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Ⅷ 開かれた教育委員会の推進 

 

基本的な考え方 

平成２７年４月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「地教行

法」）が改正され、首長による「総合教育会議」の設置や教育・文化に関する「大

綱」の策定とともに、これまでの教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」

の設置や教育委員会会議の透明化が規定され、区長部局との連携強化や教育委

員会の迅速性・透明性を図ることが重要視されました。 

区教育委員会では、子どもを取り巻く教育の諸課題を学校・家庭・地域及び

教育委員会がともに考え、協働して取り組むため「世田谷教育推進会議」を平

成２６年度に設置し、区民参加型のシンポジウムやワークショップを開催して

きました。法改正後は、区の総合教育会議と教育委員会の教育推進会議を２部

構成で一体として開催するなど、区長部局との連携強化を図りながら、教育行

政への区民参加と協働をより一層進めていきます。 

また、教育委員会の会議の状況について、会議録や会議資料をホームページ

で公開するなど、教育行政の透明性を向上し、区民に開かれた教育委員会を推

進します。 
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Ⅷ－１ 開かれた教育委員会の推進 

>> 現状と課題 

地教行法の改正に先駆け、区教育委員会では、子どもを取り巻く教育の諸課

題を学校・家庭・地域及び教育委員会がともに考え、協働して取り組むための

協議の場として「世田谷教育推進会議」を平成２６年度に設置しました。これ

まで、「知育・徳育・体育」の観点から毎年度主要テーマを選定し、区民参加の

シンポジウムやワークショップを開催するなど、課題共有や意見交換等を行っ

ています。 

しかし、様々な家庭環境がある中で多様な教育的ニーズに応えていくために

は、今日的で喫緊な教育課題について、より多くの区民の参加と協働のもとに

課題解決に取り組む必要があります。 

また、教育委員会開催後に会議録や会議資料をホームページで公開するなど

教育行政の透明性の向上を図るとともに、毎年度、教育委員会の事務に関する

点検及び評価を実施し、その結果を公表するなど、開かれた教育委員会を推進

しています。 

 

>> 取組みの方向 

 教育委員会の会議開催後に会議録や会議資料を公開するとともに、教育行政

の執行状況について教育委員会自ら点検及び評価し、その状況についても公表

します。また、ホームページやツィッターなどを活用し、教育情報を広く発信

し、教育行政の周知や理解促進に努めるとともに、教育推進会議など区民参加

や区民意見を聴取する機会の拡充を図りながら、学校、家庭、地域、行政が連

携・協働して、世田谷区らしい質の高い教育の推進をめざします。 

 

>> ４年後の姿 

区民が必要な教育に関する情報を得ることができ、教育行政に参画できる環

境が整っています。 

区民と行政が相互の信頼関係を築きながら、連携・協働し、世田谷区の地域

特性をいかした質の高い教育を推進しています。 
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Ⅷ－１－① 情報提供の充実 

教育委員会の会議録や会議資料をホームページなどで公開することをとおし、

協力や信頼関係を醸成し、学校・家庭・地域が連携・協働した豊かな教育をめ

ざします。 

また、教育委員会の事業改善や教育行政の透明化を図るため、「地方教育行政

の組織及び運営に関する法律」第２６条に規定される「教育に関する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価」を実施し、次年度以降の事業改善に活かし

ていくとともに、結果について報告書を作成し広く区民に公表します。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

教育委員会資

料の公開  
教育委員会資

料の公開  
教育委員会資

料の公開  
教育委員会資

料の公開  
教育委員会資

料の公開  
教育行政の点

検及び評価の

実施・公開  

教育行政の点

検及び評価の

実施・公開  

教育行政の点

検及び評価の

実施・公開  

教育行政の点

検及び評価の

実施・公開  

教育行政の点

検及び評価の

実施・公開  
教育情報の発

信 

広報紙の発行 

年 3回 

広報紙の発行 

年 3回  
広報紙の発行 

年 3回  
広報紙の発行 

年 3回  
ホームページ

やツィッター

による情報発

信  

ホームページ

やツィッター

による情報発

信  

ホームページ

やツィッター

による情報発

信  

ホームページ

やツィッター

による情報発

信  
《所管課：教育総務課》  

 

Ⅷ－１－② 区民参画の推進 

子どもを取り巻く教育の諸課題等について、学校、家庭、地域及び教育委員

会がともに考え、協働して取り組むための協議の場として設置した世田谷教育

推進会議を実施し、教育課題の共有とそれぞれの役割に応じた取組みの浸透を

図ります。 

■年次計画 

 ３０年度 

(２０１８) 

３１年度 

(２０１９) 

３２年度 

(２０２０) 

３３年度 

(２０２１) 

区民参画の推

進  
世田谷教育推

進会議の実施  
世田谷教育推

進会議の実施  
世田谷教育推

進会議の実施  
世田谷教育推

進会議の実施  
シンポジウム

やワークショ

ップの実施  

シンポジウム

やワークショ

ップの実施  

シンポジウム

やワークショ

ップの実施  

シンポジウム

やワークショ

ップの実施  
《所管課：教育総務課》  
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第１節 世田谷区の教育関連データ 

１ 児童・生徒数の推移 

区立小・中学校の児童・生徒数は、この５年間で児童は３，３９５人、生徒は２１

０人増加しています。なお、区立幼稚園の園児数は減少しています。 

■園児・児童・生徒の年度別推移 

 年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

小

学

校 

児童数 32,015 32,526 33,397 34,358 35,410 

学級数 1,101 1,127 1,156 1,123 1,148 

校数 64 64 64 63 62 

中

学

校 

生徒数 10,491 10,617 10,674 10,670 10,701 

学級数 343 342 350 351 352 

校数 29 29 29 29 29 

幼

稚

園 

園児数 1,094 1,094 1,059 997 935 

学級数 36 36 36 36 36 

園数 9 9 9 9 9 

資料：教育のあらまし「せたがや」（平成２９年５月１日現在）  

 

２ 区立小・中学校卒業生進路状況 

 平成２８年度は、児童の６５．２％が公立中学校へ進学しています。また、生徒の

９１．８％が全日制の高等学校へ進学しています。 

■小学生の進路 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

中

学

校 

都内公立 3,499 65.5% 3,463 64.6% 3,471 64.1% 3,538 65.2% 

都内国立 56 1.1% 44 0.8% 53 1.0% 54 1.0% 

都内私立 1,629 30.5% 1,729 32.3% 1,760 32.5% 1,697 31.3% 

都外 144 2.7% 111 2.1% 102 1.9% 114 2.1% 

その他 11 11 0.2% 10 0.2% 28 0.5% 21 

合計 5,339 5,339  5,357  5,414  5,424 

■中学生の進路 

 平成 25 平成 26 平成 27 平成 28 

高

等

学

校 

全日制 3,205 91.6% 3,293 91.3% 3,317 92.0% 3,362 91.8% 

定時制 130 3.7% 140 3.9% 104 2.9% 123 3.4% 

通信制 47 1.3% 54 1.5% 65 1.8% 61 1.7% 

高専 17 0.5% 18 0.5% 15 0.4% 18 0.5% 

特別支援学校 48 1.4% 43 1.2% 52 1.4% 54 1.5% 

専修学校等 13 0.4% 17 0.5% 27 0.8% 9 0.2% 

就職 8 0.2% 13 0.4% 11 0.3% 12 0.3% 

その他 33 0.9% 27 0.7% 16 0.4% 22 0.6% 

合計 3,501  3,605  3,607  3,661  

資料：教育のあらまし「せたがや」（平成２９年５月１日現在）  
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３ 特別支援教育関係 

 平成２８年度の特別支援学級の設置校数は３９校で前年度より１３校減少、通級学

級数は３３学級で前年度より４４学級減少していますが、これは、平成２８年度より

小学校全校に特別支援教室を設置し、これまで情緒障害等通級指導学級に通っていた

児童が、在籍校において巡回指導員の指導を受けられるように制度変更したことによ

ります。 

 

■特別支援教育事業関係実績  

 平成 25 平成 26 平成 27 平成 28 

学級設置校数 48 49 52 39 

学級数（固定） 60 59 59 60 

学級数（通級） 62 68 77 33 

特別支援教室設置校数（小学校）※ － － － 63 

※平成 28年度より、小学校全校に特別支援教室を設置。巡回指導員が情緒障害等の指導を行う。  

資料：教育のあらまし「せたがや」（平成２５～２８年度版より集計）等  

 
４ 教育相談・不登校対策 

 平成２８年度の教育相談室への来室による相談件数は１，８９１件で前年度より１

９５件増加しています。 

 

■教育相談 不登校対策実績 

 平成 25 平成 26 平成 27 平成 28 

教育相談室の相談件数（来室） 1,360 1,475 1,696 1,891 

教育相談室の相談件数（電話） 627 536 647 553 

スクールカウンセラーの相談回数（小学校） 71,605 79,560 65,862 70,847 

スクールカウンセラーの相談回数（中学校） 19,005 19,250 20,406 19,861 

ほっとスクール相談件数 203 216 188 237 

ほっとスクール入室数 37 45 34 39 

不 登 校 保 護 者 の つ ど い 参 加 者 173 155 161 223 

不 登 校 相 談 窓 口 相 談 回 数 631 472 639 572 

資料：教育のあらまし「せたがや」（平成２６～２９年度版より集計）  
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計画策定の流れ 

１ 策定体制 

（１） 第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画策定委員会 

第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画策定委員会設置要綱 

 

平成２９年４月１２日 
２９世教総第５０号 

 

（目的及び設置） 

第 1条 「第２次世田谷区教育ビジョン」がめざす教育目標等の実現に向け、

第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画策定委員会（以下「委員会」

という。）を設置し、第１期行動計画の推進状況を踏まえた検討を行い、「第

２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画」を策定する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の事項について調査検討する 

（１）第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画の策定に関すること 

（２）その他必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、別表１に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織す

る。 

２ 委員会は、検討部会を設けることができる。 

 

（委員） 

第４条 委員会に委員長１名、副委員長３名を置く。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代

理する。 

４ 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

  

（委員会） 

第５条 委員会は委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会以外の者の出席を求めて、

意見若しくは説明を聴き、又は、これらの者から必要な資料の提出を求める

ことができる。 

 

（庶務）  

第６条 委員会の事務局は教育総務課におき、委員会の庶務等を処理する。 

 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、
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教育長が別に定める。 

 

附  則 

１ この要綱は、平成２９年４月１２日より施行する。 
２ この要綱は、第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画の策定日にそ

の効力を失う。 
 

別表１（第３条関係） 

 

委員長 教育長 

副委員長 教育委員会事務局教育次長 

 教育委員会事務局教育政策部長 

 教育委員会事務局生涯学習部長 

委員 幼稚園長代表 

 小学校長代表 

 中学校長代表 

 幼稚園ＰＴＡ連絡協議会代表 

 小学校ＰＴＡ連合協議会代表 

 中学校ＰＴＡ連合協議会代表 

 学校運営委員代表（小学校） 

 学校運営委員代表（中学校） 

 社会教育委員代表 

 青少年委員代表 

 総合支所地域振興課長代表 

 スポーツ推進部スポーツ推進課長 

 保健福祉部計画調整課長 

 子ども・若者部子ども育成推進課長 

 世田谷保健所健康企画課長 

委員(事務局) 教育委員会事務局教育総務課長 

 

（２） 策定委員会委員 

 

委 員 長 堀  恵 子 （世田谷区教育委員会教育長） 

副委員長 志賀 毅一 （世田谷区教育委員会事務局教育次長） 

副委員長 工藤 郁淳 （世田谷区教育委員会事務局教育政策部長） 

副委員長 花房 千里 （世田谷区教育委員会事務局生涯学習部長） 

委 員 北 村  博 （世田谷区立幼稚園長会長（松丘幼稚園長）） 

委 員 稲 葉  実 （世田谷区立小学校長会長（山崎小学校長）） 

委 員 中 村  豊 （世田谷区立中学校長会長（用賀中学校長）） 

委 員 山守 陽子 （世田谷区立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会代表） 

委 員 相賀 巳幸 （世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会代表） 

委 員 松浦 夏乃 （世田谷区立中学校ＰＴＡ連合協議会代表） 

委 員 冨永 順子 （学校運営委員会代表（山崎小学校学校運営委員）） 
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委 員 長谷川 聡 （学校運営委員会代表（用賀中学校学校運営委員）） 

委 員 宮田 春美 （社会教育委員代表） 

委 員 宇佐美 武志 （青少年委員代表） 

委 員 淺 野  康 （世田谷区教育委員会事務局教育総務課長） 

委 員 梅 田  亨 （世田谷区教育委員会事務局学校職員課長） 

委 員 土屋 雅章 （世田谷区教育委員会事務局生涯学習・地域学校連携課長） 

委 員 青木 雄二 （世田谷区教育委員会事務局教育指導課長） 

委 員 板澤 健一 （世田谷区教育委員会事務局副参事(学校経営推進担当）） 

委 員 加藤 敏久 （世田谷区教育委員会事務局副参事(第２次教育ビジョン推進担当)） 

委 員 長岡 光春 （総合支所地域振興課長代表(北沢総合支所地域振興課長)） 

委 員 渡邉 謙吉 （スポーツ推進部スポーツ推進課長） 

委 員 岩元 浩一 （保健福祉部計画調整課長事務取扱(地域包括ケア担当参事)） 

委 員 尾方 啓美 （子ども・若者部子ども育成推進課長） 

委 員 伊藤 美和子 （世田谷保健所健康企画課長事務取扱(世田谷保健所副所長)） 

事 務 局 米倉 宗利 （世田谷区教育委員会事務局教育総務課教育計画・事務調整担当係長） 

 

２ 計画策定の経過 

 

[平成２９年] 

 ４月１２日  第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画策定委員会の 
設置 

 ５月２２日  第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画策定委員会 
(第１回) 

 ７月２１日  第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画策定委員会 
(第２回) 

 ８月２１日  平成２９年第１５回教育委員会へ素案を報告 
 ９月 ５日  区議会文教常任委員会へ素案を報告 
 ９月 ７日  小中合同校長会へ素案を報告 
 ９月２０日～ 素案に対する区民意見提出手続（パブリックコメント）の 
１０月１１日  実施（同時に区立小・中学校からも意見聴取を実施） 
１１月 ９日  第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画策定委員会 

(第３回) 
[平成３０年] 

 １月１２日  小中合同校長会へ案を報告 

１月２３日  平成３０年第２回教育委員会へ案を報告 

 ２月 ５日  区議会文教常任委員会へ案を報告 

 ３月２６日  平成３０年第６回教育委員会にて計画策定 
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用語集 

 用語 説明文 

あ 朝学習 児童・生徒の基礎・基本などをはぐくむため、朝の時間に行なう学

習活動。 

い 

  

  

  

  

いじめ防止等対策

連絡会 

いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえるとともに、世田谷区子ども

条例に基づき、いじめの防止及びいじめの早期発見並びにいじめへ

の対処に関係する機関及び団体の連携を図るための連絡会。 

いじめ防止プログ

ラム 

「いじめ」の未然防止や早期発見をめざして、生徒が自分自身や他

者と人間関係について考え、自尊感情を高めるとともに暴力によら

ないコミュニケーションの方法を身に付けるためのプログラム。 

①いじめ防止連絡講演会、②いじめ防止ワークショップ、③スクー

ル・バディ・トレーニングの３段階で構成される。 

移動教室 授業の一環として校外学習を行うこと。ただし、行事名称として必

ずしも「移動教室」を付している訳ではない。世田谷区では宿泊を

伴う移動教室として、小学校５年生の「川場移動教室（群馬県川場

村）」、中学校１年生、小・中学校の特別支援学級、夜間学級の「河

口湖移動教室（山梨県富士河口湖町）」を実施している。 

イングリッシュタ

イム 

区立中学校２年生を対象に、放課後の時間を利用し、ＡＬＴと日本

人講師のティームティーチングにより、実践的なコミュニケーショ

ンを通して英語に親しむとともに、積極的にコミュニケーションを

図ろうとする態度の育成を図る。 

インクルーシブ教

育システム 

障害者の権利に関する条約第２４条により、人間の多様性の尊重等

の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで

発達させ自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目

的の下、障害のある者とない者が共に学ぶ仕組み。 

え 

  

英語活動支援員 区立小学校の英語教育（授業）で担当教員を補助する者。 

英語スピーチコン

テスト 

英語の発音・イントネーション・ストレスなど、表現力全体の研さ

んと英語への興味・関心を高めることを目的に実施している。 

お オリンピック・パ

ラリンピック教育 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催を契機とし

て、区立小・中学校全校と幼稚園全園の子どもたちに「ボランティ

アマインド」、「障害者理解」、「スポーツ志向」、「日本人とし

ての自覚と誇り」、「豊かな国際感覚」などの資質をはぐくむ取り

組み。 

か 海外派遣・受入事

業 

国際交流・国際理解教育の一環として、区立小・中学校の児童・生

徒を海外の姉妹都市に派遣するとともに、姉妹都市の生徒のホーム

ステイの受け入れを行っている。 

か 

  

外国人英語指導補

助員 

ＡＬＴと同義。 
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か 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

科学センター 区立小・中学校の科学教育の振興を目的として、さまざまな事業を

展開する、教育センター内の施設。 

学習指導要領 文部科学省が、学校教育法施行規則に基づき、告示する初等教育及

び中等教育における教育課程の基準。 

学習習得確認調査 児童・生徒が基礎的・基本的な知識・技能などを確実に身に付けて

いるか、学習状況を確認するために行う調査。 

（仮称）世田谷デ

ジタルミュージア

ム 

文化財に関連した情報を一元的にわかりやすく情報発信するウェ

ブサイト。 

学校安全計画 学校保健安全法第２７条により、学校に策定が義務付けられた、児

童生徒等の安全に関する計画のこと。 

学校運営委員会 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、地域住民、

保護者などで構成し、校長の学校運営に関する基本方針の承認な

ど、一定の権限と責任をもって学校運営に参画する合議体の機関。

法令上の名称は「学校運営協議会」、国の呼称は「コミュニティ･

スクール」。区では学校運営委員会を設置している学校を「地域運

営学校」と呼称している。 

学校エコライフ活

動 

学校・子ども・家庭・地域がともに知恵を出し合い、継続的に協力

して活動することにより、地域環境を守り育てる主体者となること

をめざして各学校で行う様々な環境学習活動。 

学校関係者評価 学校関係者評価委員会が、保護者、地域の方、児童・生徒を対象に

学校の教育活動について調査を行い作成した報告書をもとに、学校

運営の改善・充実を行う仕組み。 

学校関係者評価委

員会 

学校経営・運営全般に対して行う児童・生徒、保護者、地域の方に

よる評価の透明性および客観性を向上させるため、各学校に校長が

設置する委員会。委員会には保護者、元保護者、卒業生、学校協議

会会員、自校と直接関係のない第三者（学識経験者等）で構成する

学校関係者評価委員を置く。 

学校協議会 「児童・生徒の健全育成」「地域防災・防犯」「教育活動の充実」

の３つを目的とし、学校、ＰＴＡ、町会・自治会、青少年地区委員、

民生・児童委員、青少年委員、行政関係機関などで構成する連携組

織。地域による学校支援の基盤として「地域への情報発信の場」「地

域の総会的な場」との位置付け。 

学校支援地域本部 学校の依頼に基づき、学校支援コーディネーターが地域のボランテ

ィアと調整し、授業の補助、自学自習の支援、図書の読み聞かせ、

花壇の整備等の校内の環境整備、登下校時における安全確保、学校

行事の運営支援など、様々な教育支援活動を行うしくみ。 
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か 

  

  

  

  

  

学校図書館司書 区立小・中学校の学校図書館司書業務の民間委託に伴い、受託事業

者から司書業務の担い手として各学校に配置されている図書館司

書・学校図書館司書教諭等の有資格者。平成２７年９月より、学校

図書館司書業務委託校を順次拡大している。 

学校図書標準 公立義務教育諸学校の学校図書館に整備すべき蔵書の標準として、

平成５年３月に定めたもので、学校種別、学級数に応じて定められ

ている。 

学校評価システム 平成１7年度から区立学校全般において導入した、保護者や地域の

方々が学校運営や教育活動の評価に参画し、学校運営の改善につな

げる仕組み。 

学校包括支援員 特別支援教育の推進に向けて、区立小・中学校の通常の学級に在籍

している配慮を要する児童・生徒に対して、学習活動上のサポート

や教室間の移動補助等の学校生活上必要な支援を行うなど、子ども

たち一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を実施する非常勤職

員。 

家庭教育学級 学校などを拠点に、保護者同士が家庭教育に関する学習したいこと

を自ら企画し、計画的に学習活動を行っていくもの。 

家庭教育支援関係

課連絡会 

家庭教育及びその支援の充実を図るために、家庭教育支援事業に係

る庁内の関係各課の横断的な連携を推進するための連絡会。 

き 

  

  

  

  

 

  

  

キャリア教育 児童・生徒が望ましい職業観・勤労観をもち、主体的に進路を選択

できる能力・態度を育てる教育。 

教育支援チーム 区立学校において発生する、学校だけでは対応が難しい課題につい

て、深刻化の未然防止、早期対応を図るために専門的な立場から助

言・支援を行う、法律や精神医学・心理等の専門家で構成されたチ

ーム。 

教育総合センター 世田谷区の教育推進の中核的な機関として平成３３年に開設を予

定。 

保護者、家庭、地域、教育関係機関等と連携・協働し、時代の変化

を捉え、学びの再構築などに取り組む、幼稚園・保育所等と小・中

学校を積極的に支援する『学校教育の総合的バックアップセンタ

ー』として世田谷の教育を担う拠点。（「世田谷区教育総合センタ

ー構想（平成２９年６月）」） 

教育に関する事務

の管理及び執行の

状況の点検及び評

価 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に規定。教育委

員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について、自ら

行う点検及び評価。年１回実施し、結果は区議会へ報告後、区民へ

周知している。 

教科「日本語」 ｢深く考える子どもを育てる｣、｢自分を表現することができ、コミ

ュニケーションができる子どもを育てる｣、｢日本の文化を理解し大

切にして、継承・発展させることのできる子どもを育てる｣を目的

に、小・中学校に新しい教科｢日本語｣を設置し、全区立小・中学校 
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き  で 9年間を通して授業を行うもの。 

共食 一人だけではなく、家族や友人、地域の人など、誰かと共に食事を

すること。 

緊急連絡メール 緊急時に、各学校(園)から登録している保護者等の携帯電話等に、

情報をメール送信する仕組み。併せて送信した情報をインターネッ

トでいつでも見ることができる。 

こ 

  

  

  

  

  

  

校外アドバイザー 教育相談室の「学校支援」の取組みとして、心理教育相談員やスク

ールソーシャルワーカーが校外アドバイザーとして、幼稚園、小・

中学校を支援するもの。 

校内委員会 発達障害の傾向等がある児童・生徒の実態把握や支援方策の検討等

を行うことを目的として各学校に設置される委員会のこと。世田谷

区においては、特別支援教育コーディネーターの教員が調整役とな

り、関係する教職員が、児童・生徒の課題や指導・支援について、

検討等を行っている。 

国際理解教育 海外の姉妹都市との交流等を通して、国際化の進展に対応し、子ど

もたちの国際理解を深め、世界の人々とともに生きていくことので

きる資質・能力の基礎の育成を図るための教育 

心と体の元気アッ

プ！～世田谷３快

プ ロ グ ラ ム ＜ 快

眠・快食・快運動

＞ 

平成２６年１０月の世田谷区体力向上・健康推進検討委員会からの

提言を踏まえ｢体力向上｣、｢健康教育｣、｢幼児教育｣、｢地域との連

携｣の４つの視点から、学校・家庭・地域が協力・連携を図りなが

ら、区の幼児・児童・生徒の「運動能力の向上」、「健康の保持増

進（防衛体力の向上）」、「意志・判断・意欲（気力）の向上、精

神的な強さの伸長」をめざす取組み。 

ことばの力 ｢ことば｣は、すべて知的活動、コミュニケーションの基盤であり、

日本文化の基調をなすものであり、｢世田谷９年教育｣では｢『世田

谷９年教育』で育てたい力・資質｣である｢豊かな人間性｣や｢豊かな

知力｣、｢健やか身体｣の基盤として｢ことばの力｣を位置付けている。 

子どものインター

ネット利用に関す

る啓発講座 

これから携帯電話等を持つことが考えられる区立小学校の児童の

保護者を対象として、インターネットの利用実態、インターネット、

ソーシャルメディア等との上手な付き合い方、危険や注意点などに

ついて、講義を行うことで児童のインターネット利用に対する啓発

を図る。 

こどもをまもろう

１１０番 

子どもたちの安全確保のために、「子ども１１０番の家」の登録な

ど、地域の人々の協力を得ながら行われている見守り活動。 

し 

  

 

  

  

  

持続可能な発展の

ための教育 

ＥＳＤと同義。 

児童・生徒の学級

満足度及び学校生

活意欲等に関する

調査 

学校生活における児童・生徒個々の意欲や満足感及び学級集団の状

態を測定し、不登校になる可能性の高い生徒の早期発見、いじめの

発生の予防や、よりよい学校づくりに活用するためのアンケート調

査。 
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し 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

指導力向上サポー

ト室 

学校管理職経験者の非常勤職員が、その経験に基づくノウハウを活

かし、学校の依頼により、児童・生徒等の相談を受けたり、生活指

導主任研修などにおいて具体的な支援を行うなどの学校における

健全育成のための取組みをサポートする。 

社会教育 学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及

び成人に対して行われる組織的な教育活動。 

主権者教育 今後、新たな有権者となる子どもたちが政治や選挙への関心を高

め、政治的な教養をはぐくみ、国家や社会の形成者として主体的に

参画しようとする資質や能力の育成を図る。 

障害者学級 障害のある方とない方が、共に学び、支え合いながら、豊かな人間

性を育み、皆でそれぞれの活躍の場を見つける、創る、得るための

継続的な生涯学習の機会、場あるいはしくみ。 

小学校放課後学習

支援 

小学校において、基礎的な学力について支援を要する児童を対象に

基礎・基本の確認・定着に向けて、放課後に実施する補習授業。 

少人数教育 区立小・中学校において、少人数指導（習熟度別学習など）や複数

の教師による協力的指導（ティーム・ティーチング）など少人数に

よる授業を実施する。 

世田谷区では、正規教員の加配等、都の制度に加え、区費負担によ

る講師を配置し、少人数教育を推進している。 

情報モラル教育 学習指導要領では、「情報社会で適切な活動を行うための基になる

考え方と態度」を「情報モラル」と定め、各教科の指導の中で身に

付けさせることとしている。 

食育 生涯を通じて健全な食生活を送れるよう、食に関するさまざまな知

識を身に付ける取組み。 

新学習指導要領 本計画では平成２９年３月改訂の学習指導要領のことを指す。｢主

体的・対話的で深い学び｣の導入やプログラミング教育の充実が示

される。小学校は平成３２年度、中学校は平成３３年度、幼稚園教

育要領は平成３０年度から完全実施される。 

人格の完成をめざ

して 

市民として、よりよい生活習慣を身に付けさせるために、「あいさ

つ」や「思いやり」など全区立小・中学校共通のテーマについて、

児童・生徒が自ら考え、行動し、振り返る取組みであり、学校と、

家庭、地域が連携して実施する。 

新・才能の芽を育

てる体験学習 

区立小・中学校の児童・生徒が自らの才能や個性に気付き、将来の

夢や目標を発見し成長する機会として、各界の第一線で活躍する講

師による、普段の授業や生活では経験できない体験学習講座。 

新ＢＯＰ 区立小学校施設を活用し、安全・安心な遊び場を確保し、遊びを通

して社会性、創造性を培い、児童の健全育成を図るＢＯＰ事業に、

学童クラブ事業を統合し、一体的に運営する事業。 
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す 

  

スクールカウンセ

ラー（ＳＣ） 

ＳＣと表記することもある。学校内の教育相談機能として、教職員

と連携しながら、いじめや不登校など児童・生徒・保護者の抱える

問題の解決を支援する心理の専門職。 

スクールソーシャ

ルワーカー（ＳＳ

Ｗ） 

ＳＳＷと表記することもある。福祉分野に関する専門的な知識や技

術を用いて、家庭や福祉関係施設など関係機関と連携しながら、児

童・生徒を取り巻く環境に働きかけ支援を行う福祉の専門職。（社

会福祉士、精神保健福祉士） 

せ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

青少年教育 青少年の健全育成を目的に、青少年の自主的活動を促進するため、

学校外で行われる教育。 

青少年地区委員 まちづくりセンターの区域を単位として、健全な社会環境づくり、

青少年の指導育成活動など、地域の実情に沿った活動を行い、区長

が委嘱している。 

セーフティ教室 警視庁職員等による非行防止や犯罪被害に逢わないための指導・学

習。 

せたがや eカレッ

ジ 

世田谷区内の大学と世田谷区教育委員会が連携した、インターネッ

トを活用した講座。 

世田谷ガリレオコ

ンテスト 

区立中学校の生徒を対象に理科や科学について疑問をもち、実験や

観察をもとにして考え、発表することを通して、自然科学や科学技

術への興味や関心を高めることをねらいとして、平成２２年度より

実施している。 

世田谷９年教育 小・中学校の義務教育９年間を一体ととらえ、区立小・中学校が一

体となって、２１世紀を生きる児童・生徒一人ひとりの有する個性

や能力を伸ばし、自立した個人として生きる基礎を培い、基本的な

資質を養う、区民の高い期待信頼にこたえられるより質の高い義務

教育を実現していこうとする取組み。 

世田谷教育推進会

議 

子どもを取り巻く教育の諸課題等について、学校、家庭、地域及び

教育委員会がともに考え、協働して取り組むための協議の場として

平成２６年度に設置した会議体。区民参加型のワークショップや区

民公募のワークショップを開催している。 

世田谷区教育要領 区立小・中学校における質の高い授業、教育活動の展開を目的に、

学習指導要領を踏まえつつ、幼稚園教育も視野に入れた世田谷区独

自の工夫を加えて作成した教育指針。 

世田谷区文化財保

存活用基本方針 

平成２８年度に策定した、世田谷区の文化財の保存・活用に関する

基本的な方針。 

世田谷の民俗 昭和５２年より６２年まで実施された、民俗文化財に関する総合調

査の報告書。 

世田谷マネジメン

トスタンダード 

質の高い学校教育を推進するため、区立小・中学校の学校経営・学

び舎運営のモデルとして平成２７年度に策定。｢世田谷９年教育｣

｢学校評価システム｣｢教科『日本語』｣｢地域運営学校｣｢人材育成｣

の５つの分野のマネジメントスタンダードで構成されている。 



145 
 

せ せたがや歴史文化

物語 

文化財と、その周辺環境を一体的にとらえ、ストーリーを設定した

もの。 

そ 

  

総合型地域スポー

ツ・文化クラブ 

子どもから高齢者まで、地域の誰もが気軽に様々なスポーツや文化

活動に親しみ楽しむことができる主に学校を活動拠点とした地域

住民主体で運営する団体。 

総合教育会議 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の４に規定。地方

公共団体の長が、大綱の策定や教育の諸条件の整備等、教育、学術

及び文化の振興を図るための重点施策等を協議する会議体。地方公

共団体の長と教育委員会で構成する。 

た 

  

  

大綱 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に規定。地方

公共団体の長が、教育基本法第１７条第１項に規定する基本的な方

針を参酌し、その地域の実情に応じ策定する、当該地方公共団体の

教育、学術及び文化の振興に関する総合的な大綱。 

第２次世田谷区立

図書館ビジョン 

平成２７年に策定された、今後１０年間の図書館の基本計画。知と

学びと文化の情報拠点を基本理念とし、０歳児からの読書を支える

図書館、大人の学びを豊かにする図書館など、６つの基本方針を示

す。 

多文化体験コーナ

ー 

子どもたちが体験を通して、英語への関心を高めるとともに、区民

が気軽に立ち寄り、多様な文化に触れることができる場。小学校に

おける外国語の教科化や東京 2020オリンピック・パラリンピック

競技大会の開催を踏まえ、区民の文化理解の促進を図るために、中

央図書館の機能拡充の一環として、教育センター2階に整備。 

ち 

  

地域運営学校 保護者や地域の方が一定の権限と責任を持って学校運営に参画す

る仕組み。平成２５年度には区立全小・中学校を地域運営学校に指

定した。 

地域図書室 地域図書館を補完する施設として設置された小規模な図書館。平成

２８年度に図書館情報システム導入を機に、まちかど図書室から名

称を変更した。 

と 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

特別支援学級 学校教育法第８１条の規定に基づき、特別の支援を必要とする幼

児、児童及び生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克

服するための教育を行うことを目的に設置する学級。 

特別支援学級支援

員 

世田谷区では、特別支援学級（固定学級）に学級担任を支える補助

者として、非常勤職員の「特別支援学級支援員」を各学級の状況に

応じて配置しています。特別支援学級支援員は、学級担任の指導・

指示のもと、児童・生徒への教育活動上、生活指導上必要な援助や

安全管理等を行っている。 

特別支援教育 障害等のある子どもたちが自立し、社会参加するために必要な力を

培うため、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その可能性

を最大限に伸ばし、生活や学習上の困難を改善または克服するた

め、適切な指導や必要な支援を行うもの。 
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と 特別支援教育巡回

チーム 

学校（園）の人材だけでは配慮を要する子どもたちへの十分な支援

が難しい場合などにおいて、就学（就園）後も専門的な視点で子ど

もの状況を継続的に見守り、学校（園）を支援する専門チームのこ

と。 

特別支援教室 東京都が推進している施策で、小・中学校に「特別支援教室」を設

置し、教員が巡回指導することによって、これまで通常の学級に在

籍する発達障害の児童・生徒に対して通級指導学級で行ってきた特

別な指導を、在籍校で受けられるようにする仕組み。 

特別の教科 道徳 平成２７年３月の学校教育法施行規則及び学習指導要領の一部改

正により、｢道徳｣が教科として位置付けられたもの。小学校は平成

３０年度から、中学校は平成３１年度から完全実施となる。 

図書館カウンター 駅周辺や公共施設の中などに設置され、資料の予約や貸出・返却等

が行える、図書館の補完施設。 

図書館司書 図書館で資料の選書・分類・保存、貸出業務などを行う専門職員。

レファレンス（調べ物相談）やブックリスト作成、行事・資料展示

など、利用者と資料を結びつける役割を担う。 

図書館情報システ

ム 

図書館が所蔵する資料の目録を電子化し、データベースとして構築

したもの。コンピュータ上やインターネットを通じた蔵書の検索

や、本の貸出・返却及び予約の管理に使用している。 

土曜講習会 区立中学校３年生を対象に、土曜日に行う学習支援。 

に 乳幼児教育アドバ

イザー 

保育者等の資質及び専門性の向上や、世田谷の特色を活かした乳幼

児期における教育・保育を推進するアドバイザー。 

ね ネットリテラシー

醸成講座 

区立小・中学校の児童・生徒を対象として、ネットいじめ防止対策

の一環として、児童・生徒を取り巻くネット・メディアの最新情報

に詳しい講師が、インターネット、ソーシャルメディア等との上手

な付き合い方、危険や注意点などについて講義を行うことで、児

童・生徒のネットリテラシーの醸成を図る。 

ふ 

  

  

  

  

  

  

部活動支援員制度 区立中学校の部活動において、教員の負担軽減や部活動の安定的な

運営を目的とし、地域の方々に部活動支援員として、技術的な指導

に関わっていただくしくみ。 

部活動連絡協議会 区立中学校の部活動について、学校、ＰＴＡ、地域の代表などで構

成し、部活動の支援及び活性化を図るための検討を行う会議体。 

福祉教育 障害の有無、国籍、使用する言語にかかわらず、共に学び、支えあ

い、豊かな人間性を育み、地域コミュニティの一員としてそれぞれ

の能力や知識、個性を地域・社会に活かしていく生涯学習。 
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ふ 副籍 特別支援学校の小学部・中学部に在籍する児童・生徒が、居住する

地域の区市町村立小学校、中学校に副次的な籍（副籍）を持ち、直

接的な交流（小学校、中学校の学校行事や地域行事等における交流、

小学校、中学校の学習活動への参加等）や間接的な交流（学校・学

年・学級だよりの交換等）を通じて、居住する地域とのつながりの

維持・継続を図る制度。 

プログラミング教

育 

コンピュータに動きを指示するために使われるプログラムを学ぶ

教育。技術を学ぶだけでなく、自分が求めることを実現するために

必要な動作や記号を考え、組み合わせながら、改善していく、論理

的な｢プログラミング的思考｣をはぐくむのがねらいとされている。 

文化財カルテ 文化財だけでなく、その周辺環境や関連する文化財等についても記

載された、総合的な文化財のカルテ。 

文化財ボランティ

ア 

文化財に関するボランティアスタッフ。 

ほ 

  

  

  

保育所保育指針 保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営

に関する事項を定めるもの。厚生労働省の告示。 

ほっとスクール 心理的理由で登校できないでいる児童・生徒のための「心の居場所」

として、自主性を養い、社会性を育みながら学校復帰に向けて気持

ちを整えていくための支援を行う施設。 

ボランティアマイ

ンド 

社会に貢献しようとする意欲や他者を思いやる心。 

まちなか観光 地域の様々な魅力をつなぎ合わせ、まちをゆっくり歩きながら再発

見・認識してもらう観光。 

ま 学び舎（学舎） 近隣の区立小・中学校で構成し、各学校と地域が一体となって質の

高い授業をはじめとする教育活動を進めていくための世田谷区独

自の小・中学校運営形態。 

み 民生委員 社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立ち、住民の幸せな生

活を支えるために活動する「民間奉仕者」。 

よ 幼児教育・保育推

進ビジョン 

世田谷区が乳幼児期に大切にする子どもの育ちや育む力を明確に

し、保護者や幼稚園・保育所等、小学校、地域など区全体が共有し、

連携しながら乳幼児期における教育・保育に取り組むことをめざす

ためのビジョン。 

よ 幼稚園教育要領 学校教育法に基づき、学校と社会とが共有する理念の実現に向けて

必要となる教育課程の基準を大綱的に定めるもの。 

り 

  

理科支援員 授業における観察・実験の充実などを通して、理科教育の一層の質

の向上を目的として配置する支援員。 

リカレント学習連

携講座 

区内大学と連携し、区民向けに行われている各種の公開講座。 

Ａ ＡＬＴ（外国人英

語教育指導員） 

Assistant Language Teacher（外国人英語教育指導員）の略。外国

語（英語）を母語とする外国語（英語）指導助手。 
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Ｅ ＥＳＤ（持続可能

な発展のための教

育） 

Education for Sustainable Developmentの略。持続可能な社会の

担い手をはぐくむ教育。日本ユネスコ国内委員会の提言により｢持

続可能な発展のための教育｣と訳している。｢持続可能な開発のため

の教育｣と訳す場合もある。 

Ｉ 

  

ＩＣタグ 商品や物資などの識別に利用される極小型のＩＣチップ。図書資料

等１点１点に貼付することで資料の識別をＩＣタグ読み取り機器

等で行うことができるようになり、貸出・返却や蔵書点検の作業効

率の向上が図れる。 

ＩＣＴ Information and Comunicaition Technology（情報通信技術）の略。

コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報コミュニケーシ

ョン技術。 

Ｎ ＮＩＥ Newspaper in Educationの略。新聞を教材として学習し、情報の

自己判断能力の向上等を図る。 

Ｐ ＰＴＡ Parent Teacher Associationの略。子どもの幸せの実現を目指し、

保護者と教師が互いに学びあうと共に、協力して活動する社会教育

関係団体。 

Ｓ 

  

  

ＳＣ スクールカウンセラーの項を参照。 

ＳＳＷ スクールソーシャルワーカーの項を参照。 

ＳＴＥＭ教育 

 

ＳＴＥＭは、Science（科学）、Technology（技術）、Engineering

（工学）、Mathematics（数学）の４つの理数系教育分野を表す単

語の頭文字をとったもの。ＳＴＥＭ教育は、この４つの理数系教育

分野に力を注ぎ、将来、科学技術分野で活躍する人材の育成を図る。 
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「第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画（素案）」パブリックコメント実施結果（案） 

 

１．実施概要 

・期  間：平成２９年９月２０日（水）～１０月１１日（水） 

・媒  体：区のお知らせ特集号（概要のみ）、ホームページ・出張所等（全文） 

・受付状況：９１人（意見件数：１５６件） 

      ハガキ７７人、手紙１人、ファックス１人、ホームページ１１人、電話１人 

 

２．反映状況 

第２次世田谷区教育ビジョン･第２期行動計画（案）に反映したもの   ５件 

策定の参考にしたもの               ６９件 

その他                      ８２件 

 

３．項目別内訳件数 

項目 件数 

計画全体 １３ 

Ｌ１ 地域の教育力をいかした学校の支援 ３ 

Ｌ２ 「世田谷９年教育」の推進 １２ 

Ｌ３ 才能や個性をはぐくむ体験型教育の推進 ２ 

Ｌ４ オリンピック・パラリンピック教育の推進 ２ 

Ｌ５ 一人ひとりの個性を伸ばす特別支援教育の推進 

（施策の柱５ 多様な個性がいかされる教育の推進を含む） 
５ 

Ｌ６ いじめ防止対策及び不登校対策等の総合的な推進 １０ 

Ｌ７ 世田谷の教育を推進する拠点づくり～教育総合センター～ ５ 

Ｌ８ 歴史・文化を次世代へ継承するための文化財の保存活用 ４ 

Ｌ９ 家庭教育への支援と幼児教育の充実 

（施策の柱２ 家庭教育への支援と乳幼児期からの教育の推進を含む） 
９ 

Ｌ10 教員が子どもとかかわる時間の拡充 １４ 

施策の柱１ 地域との連携・協働による教育 １０ 

施策の柱３ 「世田谷９年教育」で実現する質の高い教育の推進（学習内容） ２９ 

施策の柱４ 「世田谷９年教育」で実現する質の高い教育の推進（学校経営・

教員支援） 
２ 

施策の柱６ 教育環境の整備・充実と安全安心の確保 １５ 

施策の柱７ 生涯を通じて学びあう地域コミュニティづくり ７ 

施策の柱８ 開かれた教育委員会の推進 ２ 

その他 １２ 

合計 １５６ 

 

別紙３ 
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４．意見概要及び教育委員会の考え方 

（１）第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画（案）に反映したもの（５件） 

意見の概要 件数 教育委員会の考え方 

Ｌ１ 地域の教育力をいかした学校の支援 １  

学校運営委員会を見直しすべき。 １ 

「学校運営委員会」、「学校支援地域本部」、

「学校協議会」の３つのしくみの検討を行う

「学校を地域で支えるしくみの検討委員会」

を設置し、各しくみの課題について検討を行

っています。学校運営委員会について、今後

も継続的、安定的に学校を支え、地域が学校

に参画するしくみとして制度の検証及び見

直しの検討を行っていきます。 

Ｌ２ 「世田谷９年教育」の推進 ３  

発明教室や科学実験教室等、理系の力を伸ば

す施設や教室の設置を望む。 
１ 

児童・生徒に学校では得にくい体験学習の機

会を提供する場として、現在、教育センター

に設置している科学実験室では科学センタ

ー事業を実施しています。また、世田谷ガリ

レオコンテストや学校エコライフ活動の実

施など、科学や環境・エネルギー教育に取り

組んでいます。 

今後は、平成 33年度に開設を予定している

教育総合センターにおいても科学やプログ

ラミング教育等に取組み、科学・数学・工学・

技術等の分野にわたる広い意味での理数教

育（ＳＴＥＭ教育）の充実に向けた取組みを

行っていきます。 

「科学」の視点が少ない。科学（生物、物理、

化学）や環境問題を考える教育の文言を入れ

るべき。 

１ 

ＳＴＥＭ教育を重視するのは評価できる。遊

びながら科学技術を学べるサイエンストラ

ンプなど、全く新しい教育アプローチを実践

してほしい。 

１ 

Ｌ５ 一人ひとりの個性を伸ばす特別支援

教育の推進 
１  

Ｌ５一人ひとりの個性を伸ばす特別支援教

育の推進の主な取組み例に「共生社会の形成

に向けたインクルーシブ教育システムの構

築」を入れるべき。 

１ 

障害のある人と障害のない人が互いを尊重

し、支え合い、多様なあり方を認め合える共

生社会を形成していくため、インクルーシブ

教育システムの構築に向けた特別支援教育

をさらに充実していきます。 
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（２）第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画（案）の参考としたもの（６９件） 

意見の概要 件数 教育委員会の考え方 

計画全体 １  

教育基本法第１条の「平和で民主的な国家及

び社会の形成者」を育む為の方針を加えてほ

しい。 

１ 

第２次教育ビジョンの教育目標では、全ての

教育活動を通して人権教育を推進すること

と、自他を敬愛し、理想と志をもち、我が国

と郷土を愛し、世界の人々とともに生きるこ

とのできる自立した個人の育成を期するこ

とを掲げています。第２期行動計画において

も、「主権者教育の推進」を新たに位置付け、

国家や社会の形成者として主体的に参画し

ようとする資質や能力をはぐくんでいきま

す。 

Ｌ１ 地域の教育力をいかした学校の支援 １  

地域教育力の向上は無償ボランティアでは

なく、有償で高度な要求ができるチームを組

織してほしい。 

１ 

これまでも「学校運営委員会」、「学校支援地

域本部」、「学校協議会」のしくみの中で、地

域のボランティアの方々に様々な教育活動

にご協力いただいています。さらに高度な技

術や専門性を必要とする教育活動において

は、有償により講師や指導者、あるいはNPO

法人や企業、大学等に依頼していくなどの対

応を検討していきます。 

Ｌ２ 「世田谷９年教育」の推進 ６  

英語教育は日本語による思考が前提。区の歴

史・文化を日本語で表現し英訳する作業をし

てはどうか。 

１ 教育委員会では、小学校英語の教科化への対

応や教科｢日本語｣の推進に向けた取組みを

進めるとともに、海外派遣・受入事業なども

しています。また、今後、教育センター２階

の郷土学習室に整備を検討している「多文化

体験コーナー」ではＡＬＴ（外国人英語教育

指導員）とのやりとりを通して、英語のコミ

ュニケーションに慣れるとともに、日本文化

を含む多様な文化に触れる取組みも想定し

ています。 

対インターナショナルという視点が欠けて

いる。ミニ大使館、ミニ観光会館という性質

を備えた施設を作ることを提案する。 

１ 

英語が国際化における最重要ポイントでは

ないか。 
１ 

英語の授業も一貫性がない。専任の教員を確

保し、どんどん文法等も教えていくべき。 
１ 

英語は小学校５・６年生で教科化されるの

で、外部の先生を入れてほしい。 
１ 

すべての小・中学校にタブレット型情報端末

機を支給し、IT教育を行ってもらいたい。 
１ 

現在、区立小・中学校全校にタブレット型端

末機を配備しています。今後は、効果の検証

を行い、子どもたちのＩＣＴ活用能力の育成

に向けて、学校のＩＣＴ環境の整備も含め、
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研修による教員のＩＣＴ活用能力の向上等、

多様な手法によるＩＣＴ機器を活用した授

業の推進を検討していきます。 

Ｌ３ 才能や個性をはぐくむ体験型教育の

推進 
１  

ジュニアオーケストラは、音楽を楽しく学べ

るものでありたい。日野氏は、音楽家だが、

指導力はない。音楽のすばらしさを教えるに

は適していない。学校の教師ですぐれた人を

捜すべきだ。 

１ 

このたびのドリームジャズバンドワークシ

ョップコンサートの件では、参加していたお

子さん達や保護者の皆様、当日会場にいらし

た方々、多くの皆様にご心労をおかけいたし

ましたことをお詫び申し上げます。今後の取

組みについては、皆様よりいただいたご意見

を踏まえて事業委託先の「せたがや文化財

団」と協議をしながら進めていきます。 

Ｌ４ オリンピック・パラリンピック教育の

推進 
１  

学校ごとにオリンピック参加国についてテ

ーマを決めて発表する機会を設けるのもよ

いと思う。 

１ 

現在、教育委員会では、オリンピック・パラ

リンピック教育の一環として、区立小・中学

校が東京 2020大会参加国と大使館等と交流

する｢世界ともだちプロジェクト｣を実施し

ています。いただいたご意見については、今

後この取組みを進めていくにあたっての参

考とさせていただきます。 

Ｌ５ 一人ひとりの個性を伸ばす特別支援

教育の推進 
４  

特別支援教育の推進について、インクルーシ

ブ教育を他区や他県のモデルになるように

整えていってほしい。 

１ 

教育委員会では、特別支援教育の充実を第２

次教育ビジョンの重点事業に位置付け取り

組んできました。第２期行動計画では、特別

支援教育をリーディング事業に位置付ける

とともに、特別支援教育推進計画を策定し、

インクルーシブ教育システムの構築に向け、

今後も具体的かつ積極的に充実を図ってい

きます。 

今や１学級に２～３名の個性豊かな児童が

いて一歩間違えれば学級崩壊になる可能性

もある。他の児童の心の持ちようやストレ

ス、迷惑等は考えているのか。通常学級の支

援体制に不安を感じる。 

１ 

これまで、学校包括支援員を１校１人配置す

るなど、通常の学級における人的支援の充実

を図ってきました。教育委員会では、個性豊

かな児童を含め、すべての子どもが充実した

学校生活を送ることができるよう、教育環境

を整えていく必要があると考えています。引

き続き特別支援教育推進体制の充実に向け、
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取り組んでいきます。 

スマイル教室担当教師を常勤化してほしい。

夏休みにも教室を開くなどして授業数を増

やしてほしい。 

１ 

現在、特別支援教室（すまいるルーム）の運

営については、２校から４校で構成されるグ

ループを編成し、教員がグループ内を巡回指

導しています。教育委員会では、特別支援教

室（すまいるルーム）を利用する児童の増加

を踏まえた巡回体制や指導時間等について

今後検討し、さらに充実できるよう取り組ん

でいきます。 

ブラインドサッカー、車いすでのテニス等々

のイベントを各学校にて年に数回行い、障害

者理解教育を深めるべき。 

１ 

次世代を担う子どもたちに対し、障害を理解

する心のバリアフリーを浸透できるよう、オ

リンピック・パラリンピック教育を契機とし

た交流活動の充実を図っていきます。 

Ｌ６ いじめ防止対策及び不登校対策等の

総合的な推進 
３  

いじめ対策として、教師の目の届かない所で

行われる事が多いので教室に担任以外の人

を１名おくと良いのでは。 

１ いじめ防止につきましては、いじめ防止対策

推進法に基づき策定された「いじめ防止基本

方針」を踏まえ、いじめの早期発見や未然防

止、発生後の適切な対処に向けて、様々な取

組みによる支援を検討しています。 

今後は、諸外国の先進的な取組みについても

参考にするなど、いじめ防止等の総合的推進

に取り組んでいきます。 

リーディング事業の中でも重点的に取組ん

で欲しいのは、「いじめ防止対策」。「世田谷

区＝いじめ０」を全国に示すべき。 

１ 

いじめ問題について、周りの大人がしっかり

対応すること。周りの友人が誰も助けてくれ

ないことが一番つらい。声をあげるよう指導

してほしい。 

１ 

Ｌ７ 世田谷の教育を推進する拠点づくり

～教育総合センター～ 
３  

授業内容は教師の創意工夫等を大切にする、

教員同士でレベルアップを図りながら各学

校で特色を出すことを検討し、学校教育の魅

力を高めることが大事。 

１ 

教育委員会では、様々な教育課題への的確な

対応や授業の改善等に向けて、年間を通じ

て、各種の研修を実施し、区立小・中学校、

幼稚園の教員の資質・能力の向上に取り組ん

でいます。また、「世田谷区教育総合センタ

ー」の整備に向けた検討・取組みの中で、今

後の教員に必要とされる資質・能力の育成・

向上や授業の改善、教材開発、教員の自主的

研究の支援等に向けて、教員研修・教育研究

機能の充実、地域人材等を活用するため人材

バンク的機能及びいじめの未然防止、早期発

見・対応等のための学校支援機能・体制につ

各種支援員の充実より教員の人材の充実を

図るべき。区が率先して人材の確保をする仕

組みを作るべき。 

１ 

いじめ対策に経験の多い、実効性の高い教育

者、スポーツ経験者等を起用し、キメの細か

い人間性ある支援をしてほしい。 

１ 
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いても検討を行っていきます。 

Ｌ８ 歴史・文化を次世代へ継承するための

文化財の保存活用 
３  

幼少期より宗教・精神文化のため、有形文化

財だけでなく、無形文化財の興隆、伝承が大

事。 

１ 教育委員会では無形の文化財についても、映

像記録し積極的な情報発信を行うなど、保

存・活用を推進しています。具体的な取組み

については、いただいたご意見を参考に取り

組んでいきます。 

有形文化財について、現在はよい映像が記録

で出るので、できるだけ予算をかけてしっか

りしたものを作成すべき。無形の教育が忘れ

られているのではないか。 

１ 

リーディング事業の１～１０はいずれも大

切だが、８の文化財の保存活用の推進をのぞ

む。 

１ 

教育委員会では平成２８年度に「世田谷区文

化財保存活用基本方針」を策定し、文化財の

保存・活用を推進しています。今後とも、文

化財の保存・活用に取り組んでいきます。 

Ｌ９ 家庭教育への支援と幼児教育の充実 ８  

まず障がいのある児を地域の保育園・幼稚園

に、それを援助する専門職の採用をしてほし

い。 

１ 

生涯の中で最も発達・成長の著しい乳幼児期

の教育・保育の重要性を改めてとらえ、配慮

を必要とする子どもが安心して地域におけ

る幼稚園・保育所等での生活が送ることがで

きるよう、適切な支援体制のあり方を検討し

ていきます。 

乳幼児期に形成される「生きる力」に最も必

要な事は「鼻と口の正しい使い方と姿勢」の

習得である。世田谷区の保育・教育の重点課

題として取り上げてほしい。 

１ 
いただいたご意見については、今後の施策の

参考とさせていただきます。 

父親が父親らしく、母親が母親らしく、祖父

母が尊敬される家庭が理想。もっと家族の中

で子どもたちを守るあたりまえの考えをも

ってほしい。 

１ 

家庭環境の多様化や地域社会の変容等に対

応するため、今後は、親の学びの機会や場の

提供などを支援し、家庭教育の情報提供の充

実、親同士や地域との連携などを通して、豊

かな親子関係づくりや、家庭の教育力の向上

のための支援を充実させていきます。 

教育の平等化は、人材育成と活性化に重要な

役割を果たす。世田谷区は特に、幼小教育に

も取り組んでもらいたい。 

１ 

国内外の先進的な事例も参考にしながら、今

後設置予定の乳幼児教育支援センターを中

心に、区全体で乳幼児期における教育・保育

がより一層充実し、子どもが人を思いやり、

心豊かにのびのびと生きる力を身につけて

いくことをめざし、実行性のある施策展開を

進めていきます。 

世田谷版ネウボラの構想は賛成するが、まず １ 平成 33年度開設予定の教育総合センターで
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は子育て家庭が精神的に余裕をもち、その上

で安心して教育に取り組める態勢が必要。 

は、乳幼児教育センター機能として、家庭教

育に関わる情報提供や講座等の実施などの

家庭教育支援の充実や、教育相談機能とし

て、子どもや保護者が安心して相談できる場

の整備を検討していきます。 

保育基準の厳格化をやめ、もっと民間事業者

の参入しやすい環境づくりや小規模保育の

拡大を目ざすべき。 

１ 

地域ごとの保育需要等を踏まえ、保育の質の

維持・向上を前提としながら、保育待機児童

の解消に向け、計画的に保育施設の整備を進

めていきます。 

保育士や親自身の自尊感情の実態について

調査し、確かめること。 
１ 
いただいたご意見については、今後の施策の

参考とさせていただきます。 

遊びや自分を育てている人々、友だちとのか

かわりを通して「ことばの力」を向上できる

ようにしてほしい。 

１ 

乳幼児期における教育は、小学校以降のよう

ないわゆる教科指導で行われるのではなく、

環境を通して行う教育が基本となります。自

発的な活動である遊びや生活の中で、様々な

資質・能力が育まれていきます。この視点を

踏まえながら、世田谷区がこれまで取り組ん

できた「ことばの力」の育成など、区の特色

を活かした取組みを進めていきます。 

Ｌ10 教員が子どもとかかわる時間の拡充 １５  

教科「日本語」、小学校「英語」、中学校「部

活動」は教員ではなく、専門家による指導を

してほしい。 

１ 

教育委員会では、教科「日本語」指導アドバ

イザー・教科「日本語」支援員、英語活動支

援員・ＡＬＴ（外国人英語指導補助員）、部

活動支援員など専門家や地域人材を活用し

効率的・効果的な教育活動の実践に取り組ん

でいます。 

教員の部活動負担をなくす事に賛成。外部か

ら部活専門のコーチなどで人的支援をお願

いしたい。 

３ 

教育委員会では現在、中学校部活動の顧問教

員の負担軽減のため部活動支援員制度にお

いて、外部支援員に協力いただき部活動を運

営しています。今後も教員の負担軽減や部活

動の安定的運営のため、地域との連携や人材

の確保等さらに制度の充実を図っていきま

す。 

中学校での部活動は、顧問の先生の負担は過

大であり不健全である。もっと地域のスポー

ツ団体と連携し開かれた場にすべきだ。 

１ 

Ｌ１０「教員が子どもとかかわる時間の拡

充」に一般人が関われる方法はないのか。例

えば、英語の補習、その他の科目、部活動で

も外に目を向けてはどうか。 

１ 

現在、教育委員会では、地域人材等を英語活

動支援員や理科支援員、中学校の部活動支援

員等として学校に配置し教員の負担軽減を

図っています。また、教育総合センター整備

の取組みの中では地域人材等を活用するた

め人材バンク的機能についても検討してい
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きます。 

世田谷区が先駆者として全国の市町村に先

がけて思い切った教育への投資を願う。教師

の支援体制を破格に拡充するべき。 

１ 

｢世田谷９年教育｣の定着と質の向上の取組

みや教育総合センターの整備に向けた検

討・取組み等の中でより学校教育の一層の充

実、魅力ある公立学校づくりを図っていきま

す。 

少人数学級、副担任制を導入してほしい。も

っと教員の数を増やして、先生方に充分な時

間を使って授業の準備をし、もっと一人ひと

りに向き合えるようにしてほしい。 

２ 

教育総合センター整備の取組みの中で、法律

や心理、福祉、教育の専門家で構成した教育

支援チームの拡充や教育相談体制の充実、地

域人材等を活用するための人材バンク的機

能の整備等により、教員の負担軽減に向けた

学校支援機能・体制についても検討していき

ます。 

Ｌ１０「教員が子どもとかかわる時間の拡

充」で負担軽減を図るだけではレベルアップ

する環境が整うとは思えない。 

１ 

現場で働く方々が、時間的、金銭的に健全な

待遇を得られることを望む。現場の犠牲の上

に施策に取り組むべきではない。 

１ 

教員が子どもとかかわる時間の拡充・教員の

負担軽減に向けて、様々な検討・取組みを通

じて、効率的な学校経営・学級運営の実現を

図っていきます。 

教員が子どもとかかわる時間を拡充する為

には、教員数を増員し、小中とも１クラス２

名教員配置を実現してほしい。 

１ 

現行制度を根本的に変更、改正しない限り、

教育の質の向上もない。努力しても身を粉に

して学校現場で働く教員の労働条件改善を

文科省・都教委・教委は真剣に考えるべきだ。 

１ 

教員不足という大きな問題がビジョンから

外れている。教育の質の確保が最重要課題。 
１ 

全て、現在の教員数では実行不可能なので、

教員補助職員採用が必要。 
１ 

施策の柱１ 地域との連携・協働による教育 ３  

通学路途中の地域の方の家で、放課後の子ど

もが過ごし、同時に子どもが高齢者の見守り

という社会貢献に関ることはできないか。 

１ 

現在の放課後の学習において、学校の教室を

活用し、地域の高齢者の方々に、見守り等と

してご協力をいただいている取組みがあり

ます。通学路途中において、地域の１人暮ら

しの高齢者の方の家でお互いの見守りを行

うとのご提案に関しては、取り組む上で、ど

のような課題があるか研究していきたいと

思います。 

日体大、日大、国士舘大など、区内にある大 １ 学校施設を活用した施設として弦巻中学校
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学の施設やグランドをトレーニング施設と

して利用できるようにすることを要望する。 

トレーニングルームがあります。また区内の

大学と連携した開放事業については、スポー

ツ担当所管課とも連携に関して情報共有を

図っていきます。 

行政と区内の大学、企業が連携し、地域貢献

のため、世田谷区の子どもたちに様々な経

験、体験ができるよう、小学校や地域に学生

や企業人が出向いてその専門分野に特化し

た授業・イベント等を行うよう働きかけをし

たほうがよい。 

１ 

現在もゲストティーチャー事業において、

様々な企業より地域貢献として、区内小中学

校において授業時間に野球、サッカー等の指

導をしていただいています。引き続き企業等

と連携をしながら子どもたちが豊かな体験

が出来る機会の提供に取り組んでいきます。 

施策の柱３ 「世田谷９年教育」で実現する

質の高い教育の推進（学習内容） 
１１  

社会を企業主導ではなく人間主導にするた

め、「考える力を育む教育」を目標にするべ

き。 

１ 

変化の激しい時代を担う子ども一人ひとり

が、多様な個性や能力を発揮しながら、人と

かかわり、自ら課題を見つけ、自ら学び考え、

主体的に判断・行動し、よりよく問題を解決

する資質・能力等、これからの社会を生き抜

く力の基礎をはぐくむため、「世田谷９年教

育」の様々な取組みをはじめ、ＥＳＤ（持続

可能な発展のための教育）、キャリア教育、

国際理解教育、ＩＣＴ活用能力の育成等に取

り組んでまいります。 

哲学を持つ人間に育つための教育（人文系、

歴史等）の教育もしっかりやってほしい。 
１ 

教育委員会では、世田谷区独自の教科｢日本

語」において、中学校１年生で「哲学」領域、

中学校２年生で「日本文化」領域の学習を進

めています。また、子どもたちの読書力や情

報を読み取り表現する力の育成に向けて、新

聞を活用した朝学習（国語）、研究指定校等

におけるＮＩＥ（Newspaper in Education）

など新聞を教材に活用した教育や学校図書

館の活用の取組み等を検討していきます。 

「世田谷９年教育」は各項目をうまく組み合

わせた内容にするとよい。 
１ 

「世田谷９年教育」では、国の学習指導要領

を基盤としながら、世田谷区の子どもたちが

義務教育９年間で学習する各教科等の目

標・内容を独自に定めた「世田谷区教育要領」

に基づき、質の高い教育の実現をめざし、

様々な取組みを実施していきます。 

個人が自分に適した社会の中で居場所をさ

がし、たくましく生き抜く力をつけるため、
１ 
ＥＳＤ（持続可能な発展のための教育）、キ

ャリア教育、国際理解教育、ＩＣＴ活用能力
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「学ぶ力」を伸ばす教育をしてほしい。 の育成等の様々な取組みを通して、変化の激

しい時代を担う子ども一人ひとりが、多様な

個性や能力を発揮しながら、人とかかわり、

自ら課題を見つけ、自ら学び考え、主体的に

判断・行動し、よりよく問題を解決する資

質・能力等、これからの社会を生き抜く力の

基礎をはぐくんでいきます。 

また、学習習得確認調査の結果を踏まえた児

童・生徒へのきめ細やかな指導や、学力に課

題のある児童に対する小学校放課後支援、少

人数教育の推進等により、個に応じた学習支

援に取り組んでいきます。 

家庭の収入と教育格差の問題について、実態

把握となんらかの支援の具体策の実現が極

めて大事。 

１ 

現在、区では、｢世田谷９年教育｣の一環とし

て、中学校３年生の希望者を対象として｢土

曜講習会｣をテキスト代のみ利用者負担で実

施しています。また、小学校中学年を主な対

象として、基礎基本の定着を図る｢小学校放

課後学習支援｣については、利用者負担を徴

収していません。今後とも、家庭環境によら

ない教育機会の提供に努めていきます。 

家庭環境に恵まれない児童生徒への支援な

ど、世田谷区ならではの取組みを力強く打ち

出す必要がある。 

１ 

「和楽器の表現活動」の推進。「世田谷９年

教育」の理念は和楽器にも適用すべきであ

り、洋楽一辺倒は非常識化していることを強

く意識してほしい。 

１ 
今後とも学習指導要領に基づき、和楽器の表

現活動の充実に努めていきます。 

１学級の生徒数を３０人以下にして欲しい。

１年生はもっと少なくてもよいと思う。 
１ 

一学級の児童・生徒数については、公立義務

教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標

準に関する法律に定められている４０人以

下の範囲内で編成します。また、幼児教育と

義務教育の円滑な接続に向けて、取組み・検

討を進めていきます。 

生きる力のつけかた、いのちの大事さを教え

る授業も同時並行で行ったほうがよい。 
１ 

人権教育等を通じて、児童・生徒に、何もの

にも代えがたい「人権」や「生命」を尊び、

重んじる精神を実感させ、情操と感性を高

め、多様な個性を尊重し合う姿勢をはぐくん

でいきます。 

すべての小学校、中学校で新聞をよむ時間を

設けたほうがよい。 
１ 

現在、教育委員会では、子どもたちの読書力

や情報を読み取り表現する力の育成に向け

て、朝の時間を活用して新聞の社説の要約を

行う朝学習（国語）を実施しています。また、
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研究指定校等におけるＮＩＥ（Newspaper in 

Education）など新聞を教材に活用した教育

や取組み等を検討していきます。 

英語だけではなく、多言語があること、様々

な文化があることを学ぶため、区内の大使館

や領事館、ジャーミー等の協力のもと勉強会

やイベントを行ったりするとよい。 

１ 

今後、教育センター２階の郷土学習室に整備

を検討している「多文化体験コーナー」では

ＡＬＴ（外国人英語指導補助員）とのやりと

りを通して、英語でのコミュニケーションに

慣れるとともに、日本文化を含む多様な文化

に触れる取組みも考えています。また、生活

文化部等関係所管とも連携し、区民と在住外

国人等との交流の場としての活用も検討し

ていきます。 

施策の柱４ 「世田谷９年教育」で実現する

質の高い教育の推進（学校経営・教員支援） 
１  

新着校長に学区内探訪をさせてほしい。 １ 

各校において実情に応じて検討してまいり

ます。また、「学校運営委員会」「学校支援地

域本部」「学校協議会」等を通じて、学校と

地域の連携を一層充実させ、地域とともに子

どもを育てる教育をさらに推進していきま

す。 

施策の柱６ 教育環境の整備・充実と安全安

心の確保 
７  

池之上小学校が改築により新校舎になるこ

とを切に願う。 
１ 

昨年度、区では、学校を含めた公共施設を適

切に管理、保全、更新するための計画として、

「世田谷区公共施設等総合管理計画」を策定

しました。学校の改築については、この計画

を踏まえ、築年数を基本とし、さらに児童・

生徒数の推移や複合化の有無等の視点も踏

まえながら、検討していきます。 

区内公立小学校の施設・環境に違いがありす

ぎると感じる。 
１ 

財政状況や建物の個々の状況等の理由から、

トイレの洋式化を含めた大規模改修等の工

事を段階的に進めています。今後も改修を計

画的に行いながら、学校間の格差を少なく

し、良好な教育環境の保持に努めていきま

す。 

小・中学校の空教室を保育所として活用して

はどうか。兄弟の少ない子どもが幼児と接す

る機会が増える。 

１ 

昨年度、区では、学校を含めた公共施設を適

切に管理、保全、更新するための計画として、

「世田谷区公共施設等総合管理計画」を策定

しました。この計画の中で、改築等の機会を
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捉えて他の公共施設との複合化を推進して

いくこととしており、今後も関係課と協議し

ながら検討していきます。 

大規模校にならない工夫をしてほしい。 １ 
学校の大規模化への対応としては、特別教室

の普通教室への転用、指定校変更の制限、通

学区域の見直し、校舎の増築、校舎の改築と

いった方策に基づいて取り組んでいますが、

引き続き児童・生徒数の推移等を見極めなが

ら、個々の学校の大規模化対策に取り組んで

いきます。 

世田谷小は５～６年前は１学年１０数名の

人数で推移していたが、この２、３年で急に

児童が増加をはじめた。近隣の小学校への分

散は考えられないのか。 

１ 

小さくなっても地域の学校を廃校にするこ

とは極力避けてほしい。 
１ 

学校の小規模化への対応検討にあたっては、

子どもたちにとってより良い教育環境を目

指し、児童・生徒数の推移のほか、学校や地

域にかかわる様々な状況を考慮しながら、取

り組んでいきます。 

安全安心に関する防犯に取り組んでほしい。 １ 
継続して子どもの安全を確保するよう努め

ていきます。 

施策の柱７ 生涯を通じて学びあう地域コ

ミュニティづくり 
１  

北沢には子ども向けの公的スポーツ施設、文

化施設、図書館がないので、作ってもらいた

い。子どもたちが読書、自習できる場所も同

じように提供してもらいたい。 

１ 

小・中学校の校庭や体育館等の学校施設開放

の拡大や学校図書室の活用、学校支援地域本

部の取組みによる放課後の自学自習の場の

確保等の取組みを進めていきます。 
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（３）その他（８２件） 

意見の概要 件数 教育委員会の考え方 

計画全体 １２  

計画に賛成。 ４ 

第２期行動計画に基づき、様々な施策を通し

て世田谷らしい質の高い教育を推進してい

きます。 

基本的な考え方「一人ひとりの多様な個性・

能力を伸ばし、社会をたくましく生き抜く力

を、学校・家庭・地域が連携してはぐくむ」

に賛成。 

１ 

子ども一人ひとりがもつ多様な個性や能力

を十分把握し、個に応じた指導を発達段階に

応じて、きめ細かく系統的に実施できるよう

充実を図ります。 

施策の柱が８項目も示されているが、柱とい

うものは８本も要るのか。 
１ 

第２期行動計画では、「世田谷９年教育」の

推進、多様な個性の伸長、開かれた教育委員

会の推進について再整理し、８本の施策の柱

を掲げて行動計画を作成しました。様々な施

策を通して世田谷らしい質の高い教育を推

進していきます。 

この種の計画を立てると教員やＰＴＡはそ

ちらを優先し子どもたちは放ったらかしに

なる。余計なことをせずに、本来の教育に立

ち戻ることをのぞむ。 

１ 

第２期行動計画では、第１期行動計画での取

組みを踏まえるとともに、新たな時代をみす

えた、豊かな人間性と生きる力の育成に向け

て、様々な施策を通して世田谷らしい質の高

い教育を推進していきます。 

もっと自由な行動を執れるルールを設ける

べき。社会に出ても指示待ち人間になる事を

恐れる。 

１ 

新学習指導要領では、「主体的・対話的で深

い学び」を掲げるとともに、子どもたちの実

態や教科等の学習内容等に応じた指導の工

夫改善や授業改善を行うことが示されまし

た。これを踏まえ、第２期行動計画において

も、各校の実情に合わせ、様々な施策を通し

て世田谷らしい質の高い教育を推進してい

きます。 

リーディング事業として１０項目を挙げて

いるが多すぎる。内容は全て概ね良いと思う

が、項目を減らすか、力点配分を示すべき。 

１ 

リーディング事業では、第２期行動計画の４

年間に力点を置いて横断的に取り組む事業

を掲げています。地域と連携した取組みや学

校教育、社会教育など教育委員会事務局の重

点的な取組みを網羅しており、様々な施策を

通して世田谷らしい質の高い教育を推進し

ていきます。 

達成目標が示されていないので、行動計画と

はいえない。 
１ 

行動計画に基づく各施策については、年１回

教育委員会が自らの施策について点検及び

評価を行っています。点検及び評価の結果に
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ついては、年度末に区議会へ報告し、ホーム

ページなどで広く区民にも公表しています。

第２期行動計画に基づき、様々な施策を通し

て世田谷らしい質の高い教育を推進してい

きます。 

どこの市区町村でも書けそうなありきたり

の内容になっている。 
１ 

教育委員会では、地域運営学校の全校指定や

「世田谷９年教育」や世田谷区独自の教科

「日本語」など、区立小・中学校全校で世田

谷らしい質の高い教育を推進しています。ま

た、第２次教育ビジョンの行動計画を踏まえ

ながら、各学校では地域特性をいかした特色

ある学校づくりを進めています。 

第１期の振り返りが不十分。 １ 

第２期行動計画の策定においては、全校を指

定した地域運営学校の取組みと合わせて学

校を支援するしくみとして位置付けた「学校

支援地域本部」や、義務教育９年間を一体と

して捉えた「世田谷９年教育」など、主な取

組みを振り返り、課題や取組み状況などを新

たな行動計画へ反映しています。さらに、新

学習指導要領に基づく新たな取組みなども

踏まえ、様々な施策を通して世田谷らしい質

の高い教育を推進していきます。 

Ｌ１ 地域の教育力をいかした学校の支援 １  

地域とともに子どもを育てる地域との連

携・共同について、例えば、月に２回程度、

地元町会・商店街等の地域住民と共同で清掃

や駅前の植栽や歩道の雑草刈りを行ったり、

区職員や警察との共同によるポイ捨て防止

キャンペーン等を行ってはどうか。 

１ 

「学校運営委員会」、「学校支援地域本部」、

「学校協議会」等を通じて、学校と地域の連

携を一層充実させ、地域とともに子どもを育

てる教育を推進していきます。 

Ｌ２ 「世田谷９年教育」の推進 ３  

小・中・高校生に一般の公徳心を身につけさ

せたい。 
１ 

｢特別の教科 道徳」をはじめとするすべて

の教育活動を通じて、児童・生徒の人間性・

道徳性をはぐくむとともに、社会の構成員と

しての自覚や社会生活を送るうえで必要な

規範意識を身につけさせるために、道徳教育

の取組みを進めていきます。 

リーディング事業２「『世田谷９年教育』の

推進」、リーディング事業６「いじめ防止対

策及び不登校対策等の総合的な推進」の主な

１ 

「特別の教科 道徳」は、学習指導要領の改

訂により教科として位置付けられたもので

す。区としては、いじめ防止等の推進に向け
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取り組みにある「特別の教科 道徳」の推進

を削除するべき。 

て、｢特別の教科 道徳」をはじめとするす

べての教育活動を通じて、児童・生徒の人間

性・道徳性をはぐくんでいきます。 

批判が多々ある「新学習指導要領」に世田谷

区独自の検討を加えないままの「世田谷区教

育要領」改訂に反対。 

１ 

｢世田谷区教育要領｣は、国の学習指導要領を

基盤としながらも、世田谷区独自の学習内容

を加えたものです。新学習指導要領の内容を

踏まえながらも、より質の高い学習内容の実

現を図るため｢世田谷区教育要領｣の改訂に

向けた検討に取り組んでいきます。 

Ｌ３ 才能や個性をはぐくむ体験型教育の

推進 
１  

エネルギー発散・思いやり・集中力の為、川

や山や海や丘で本来の自然教育をさせたい。

人工的に美しい公園ではなく、荒々しい自然

の中で経験させれば良い。 

１ 

豊かな自然環境のもとで、体験学習や集団生

活を通じて豊かな人間関係を作り出すこと

を目的に、小学校５年生は群馬県川場村で、

中学校１年生は山梨県富士河口湖町で２泊

３日の宿泊行事を実施しています。 

Ｌ４ オリンピック・パラリンピック教育の

推進 
１  

Ｌ４オリンピック・パラリンピック教育の推

進の主な取組みで、「人権教育の推進」は、

削除し、Ｌ５一人ひとりの個性を伸ばす特別

支援教育の推進と、Ｌ６いじめ防止対策及び

不登校対策の総合的な推進に入れるべき。 

１ 

第２次教育ビジョンの教育目標では、すべて

の教育活動を通して人権教育を推進すると

しており、子どもたちに、何ものにも代えが

たい「人権」や「生命」を尊び、重んじる精

神や、多様な個性を尊重し合う姿勢をはぐく

むため人権教育に取り組んできたところで

す。スポーツを通して、心身を向上させると

ともに、文化や国籍の違いを超えて友情やフ

ェアプレーをはぐくみ、平和でより良い世界

をめざす東京 2020大会の開催を契機とし

て、人権教育のより一層の推進を図っていく

ため、リーディング事業に掲げています。 

Ｌ６ いじめ防止対策及び不登校対策等の

総合的な推進 
７  

いじめが「卑怯」な行為であることを人権教

育で教え、親にも意識を持たせるべき。 
１ 

教育委員会では、児童・生徒に、何ものにも

代えがたい「人権」や「生命」を尊び、重ん

じる精神を実感させ、情操と感性を高め、多

様な個性を尊重し合う姿勢をはぐくむ人権

教育の推進に向けて人権尊重教育推進校を

指定し実践に取り組むとともに、教職員への

研修の実施など、教職員の資質の向上を図っ
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ています。 

また、いじめ防止対策推進法に基づき、「い

じめ防止基本方針」を策定し、「いじめ防止

プログラム」、「児童・生徒の学級満足度及び

学校生活意欲等に関する調査」等、いじめの

早期発見や未然防止に向けた取組みを進め

ています。 

現場の先生は忙しすぎる。学校でいじめがあ

った場合に教育委員会は現場とどのように

関わっているのか。 

１ 

区立小・中学校が円滑な学校経営ができるよ

うに、教育指導課の指導主事や心理や法律、

福祉、教育の専門家で構成した教育支援チー

ムが教員や管理職と連携して、いじめの早期

発見や未然防止、発生後の適切な対処を図っ

ています。 

スクールカウンセラーは話を聞くだけでな

く、行動してほしい。 
１ 

スクールカウンセラーは、学校長の指揮監督

の下に、児童・生徒及び保護者への教育相談、

学校・教員への助言・協力、区立教育相談室

及び他機関との連携等の職務に当たります。

引き続き、この職務の範囲において、学校の

教職員と連携し適切に活動するよう指導し

ていきます。 

いじめ対策で校内に監視カメラを設置すべ

き。 
１ 

プライバシー保護等の観点から慎重に検討

する必要があると考えます。いじめ防止につ

きましては、いじめ防止対策推進法に基づき

策定された「いじめ防止基本方針」を踏まえ、

「いじめ防止プログラム」、「児童・生徒の学

級満足度及び学校生活意欲等に関する調

査」、心理や法律、福祉、教育の専門家で構

成した教育支援チームによる助言・支援等、

様々な取組みにより、いじめの早期発見や未

然防止、発生後の適切な対処を支援していき

ます。 

いじめ等の情報が当事者以外の保護者に入

ってこない。もっと共有すべき。 
１ 
個人情報等に十分に配慮し、適切に判断・対

応していきます。 

いじめ防止について「いじめ」の定義をし諸

施策を行わない限り根本解決とならない。 
１ 

区がいじめ対策推進法を踏まえ策定した｢い

じめ防止基本方針｣では、いじめについて「児

童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍す

る学校に在籍している等当該児童・生徒と一

定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心

理的又は物理的な影響を与える行為（インタ
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ーネットを通じて行われるものを含む。）で

あって、当該行為の対象となった児童・生徒

が心身の苦痛を感じているもの。」と定義し

ています。引き続き、いじめの未然防止、早

期発見･対応等に総合的に取り組んでいきま

す。 

Ｌ６いじめ防止対策及び不登校対策の総合

的な推進から「特別の教科 道徳」の推進を

はずすべき。 

１ 

いじめ問題が深刻な状況にあり、心と体の調

和の取れた人間の育成から、道徳教育の重要

性を改めて認識し、その充実を図る観点か

ら、学習指導要領の改訂により、「特別の教

科 道徳」が教科として位置付けられまし

た。｢特別の教科 道徳」をはじめとするす

べての教育活動を通じて、児童・生徒の人間

性・道徳性をはぐくみ、いじめ防止等の推進

を図っていきます。 

Ｌ７ 世田谷の教育を推進する拠点づくり

～教育総合センター～ 
１  

一人ひとりの子どもを指導するには先生１

人に生徒は１０人～１５人が限界では。先生

がレベルアップできる環境を如何に整える

かが第一。 

１ 

一学級の児童・生徒数については、公立義務

教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標

準に関する法律に定められている 40人以下

の範囲内で編成します。また、教員の資質・

能力の向上のため、区では、年間を通して、

各種研修を実施するとともに、教育総合セン

ターの整備に向けた取組みの中で、教育研

修・研究機能についても検討を進めていきま

す。 

Ｌ８ 歴史・文化を次世代へ継承するための

文化財の保存活用 
１  

文化財保存のためにはまず区庁舎から保存

してほしい。 
１ 

区では、本庁舎等整備について、設計の与条

件として区がまとめました「世田谷区本庁舎

等整備基本構想」に基づき、「世田谷区本庁

舎等整備基本設計業務委託公募型プロポー

ザル」を実施し、本庁舎等設計者審査委員会

が、各応募者からの提案を踏まえ、公正で、

透明性・公開性のある選定方法で審査し、最

優秀者を選定しました。 

区としては、審査委員会の審査結果を尊重

し、最優秀者となった株式会社佐藤総合計画

と設計業務委託契約を締結したことから、今
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後は、今回の提案内容を基本に基本設計を進

め、さらに深化、発展させ、より安全・安心

で魅力のある本庁舎及び区民会館の整備へ

向けて取り組んでいきます。 

なお、提案内容については、区ホームページ

で掲載していますので、ぜひご覧ください。 

Ｌ９ 家庭教育への支援と幼児教育の充実 １  

結婚世代は不安と戸惑いに満ちており、人々

に寄り添い、自宅訪問や集会所などで、生活

を活性化させる料理やヨガ・生け花などの実

践とコラボさせながら、赤ちゃんや子どもの

事を伝えられる環境が欲しい。それにより子

どもを慈しむ心が芽生え、心豊かな子ども達

の育成に繋がる。 

１ 

教育委員会では、子どもの成長や親と子の関

係、家庭のあり方、学校・地域との結びつき

など、家庭教育に関する諸問題をともに学習

する場として、家庭教育学級を実施してお

り、多くの方が参加しやすいようにテーマの

工夫もしています。世田谷版ネウボラとの連

携等も検討しながら、家庭教育への支援に努

めていきます。 

施策の柱１ 地域との連携・協働による教育 ７  

今の子どもはゲーム感覚で物事をするのは

得意だが人の生の声が聞けない、話せない。

小さい頃から近所の公園等で清掃や花植え

などを地域の方と話しながらできると良い。 

１ 

学校支援地域本部を導入している学校では、

学校の依頼により学校支援コーディネータ

ーが地域のボランティアの協力を得ながら、

様々な教育活動を行っています。中には校外

の地域において、地域の方々と緑化に関わっ

たり、商店街に出向いてお店のことを調べた

り様々な地域における教育活動を行ってい

ます。今後も学校支援地域本部の導入を全校

へ拡充し、地域と児童・生徒が関わる教育活

動の充実を図っていきます。 

教育も家庭環境が個別の財政状況に深く影

響していく。いろんな面で学習をさまたげる

ような環境があればなるべく社会がフォロ

ーしてあげるべき。もう１つのホームを実現

できるような、頼りになる、楽しいスペース

教室を作ってあげたらいい。夕食だけ食べに

くる憩いの場でもいい。 

１ 

世田谷区内には名誉区民も始め、多くの知識

人、専門家がたくさんいるので、その方々を

招いてのワークショップや勉強会等々をも

っと増やしたほうがよい。 

１ 

少子高齢化、両親の就業化の進展の中で、祖

父母と子どもたちの二世代交流の具体的な

展開をのぞむ。 

１ 

施策の柱である「地域との連携・協働による

教育」では、学校支援地域本部のしくみを活

用し、学校の依頼により学校支援コーディネ

ーターが地域のボランティアの協力を得な

がら、様々な教育活動を行っています。子ど

もたちの登下校の見守りや補習の丸付け、昔

遊びを学ぶ等の活動では、ボランティアとし

て祖父母世代の方々が関わっていただいて
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いる取組みもあります。今後学校支援地域本

部の導入を全小・中学校に拡大し、学校と地

域と連携した教育活動の充実を図っていき

ます。 

区内に多数ある大学との教育プログラムで

の連携など、世田谷区ならではの取組みを力

強く打ち出す必要がある。 

１ 

「新・才能の芽を育てる体験学習」事業にお

いて区内大学にご協力いただきながら科学

実験教室、自然体験教室等大学の施設を活用

させていただきながら体験学習を実施して

います。 

「遊び場解放」と称した、一部団体による学

校グラウンドの占有はおかしい。利用してい

る子どもは少ないので、もっと地域のスポー

ツ団体に利用させるべきだ。 

１ 

「遊び場開放」事業は教育委員会が地域の幼

児や児童の遊び場不足を補うとともに安心

して遊べる場として学校の校庭を開放して

います。今後とも多くの区民が利用できるよ

う努めていきます。 

校庭をただ遊び場開放させるだけでなく、も

っとイベント的な要素を入れ、大勢が集まれ

るようにし、もっと外遊びをするような機会

を作ってあげたほうがよい。 

１ 

小学校の遊び場開放事業においては、実施内

容は各校により様々な状況があります。地域

の方向けにイベントを実施している場合も

あります。今後とも、校庭等で外遊びが出来

る機会について、引き続き設けていくよう取

り組んでいきます。 

施策の柱３ 「世田谷９年教育」で実現する

質の高い教育の推進（学習内容） 
１８  

在日外国人の子どもが増え、多文化共生のた

めの教育の充実が必要である。 
１ 

教育委員会では、帰国、外国人児童・生徒を

対象として教育相談や日本語指導等の支援

を行っています。また、多様な文化に触れる

機会の工夫や、小・中学生の海外派遣・受入

事業等を行い、子どもたちが世界の人々と共

に生きていくことのできる資質・能力の基礎

の育成を進めていきます。 

家庭状況による経済力による学力格差拡大

への早期対応をのぞむ。 
１ 

区では、小学校中学年を主な対象として無料

で実施する「小学校放課後学習支援」や中学

校３年生の希望者を対象としたテキスト代

のみの負担で受講できる「土曜講習会」等を

通じて、児童・生徒の基礎的学力の定着・向

上に取り組んでいます。 

教科「日本語」を更に工夫発展、全国のモデ

ルケースに育てるべき。 
１ 

現在、教育委員会では、教科「日本語」検討

委員会を設置し、これまでの取組みの検証結

果や、新学習指導要領の内容を踏まえ、今後

の教科「日本語」のあり方や教材、カリキュ
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ラムなどの検討に取り組んでいます。 

学校図書館を有効活用し、生徒に本とふれあ

う機会を作ってほしい。 
１ 

現在、教育委員会では、学校図書館について、

子どもたちの読書力・学力の向上に向けて、

委託により司書、司書教諭等の有資格者を配

置する運営体制への移行を進めています。移

行後は、小学校が週６日（月～土）、中学校

は週５日（月～金）及び授業日の土曜日が開

館日となり、貸出冊数や利用者数が増加して

います。平成３１年度には、小・中学校全校

の学校図書館の運営体制の移行を終える予

定です。 

読書の時間をもっともつべき。 １ 

日本の歴史の成り立ちを明治から昭和まで

十分に史実を教え、且つ個人個人が祖国を守

るとはどういうことかを教える時間を設け

てほしい。 

１ 

現在、教育委員会では、歴史等について社会

科で教えるとともに、教科｢日本語｣において

日本文化を理解し大切にする子どもの育成

に取り組んでいます。また、小・中学校の海

外派遣・受入事業を通じて、子どもたちの国

際理解を深め、世界の人々とともに生きてい

くことのできる資質・能力の基礎の育成を図

っています。 

家庭科の名称を「生活科」に改め、裁縫、電

気機械技術など男女共通に実施するべき。 
１ 

生活科という教科は、小学校１・２年生の科

目として既にあります。小学校５・６年生で

は家庭科が、中学校では技術・家庭科がそれ

ぞれ男女共に履修されています。 

「世田谷９年教育」とあるが、公立小・中学

校の学習面での連携はないに等しい。小５で

小６の漢字を終わらせるなど安心して公立

中に行ける体制をとらないと私立中へ流れ

る。 

１ 

近隣の小・中学校で構成される｢学び舎｣で

は、｢世田谷９年教育｣の一環として実施して

いる学習習得確認調査の結果を踏まえ、合同

学習確認会議を行い授業の改善や指導の充

実に向けた検討に取り組んでいます。今後と

も、魅力ある公立学校づくりを図っていきま

す。 

小学校、中学校の課外活動として、琴や三味

線や、茶道や華道等々の伝統文化を体験する

時間を設けられるよう、世田谷区内の文化人

たちの協力のもと行ってもらいたい。 

１ 

各学校で実施している｢特色ある学校づくり

推進事業｣の講師や教科｢日本語｣の日本語支

援員として茶道、華道等や日本の伝統的な楽

器等について専門的な知識・技術を有する地

域の方にご協力いただいています。 

道徳・人の道の教育を推進するべき。 １ 

｢特別の教科 道徳」をはじめとするすべて

の教育活動を通じて、児童・生徒の人間性・

道徳性をはぐくむとともに、社会科等の学習

を通して有権者となる子どもたちが政治や



21 
 

選挙への関心を高め、政治的な教養をはぐく

み、主権者としての資質や能力を育成してい

きます。 

小中９年教育について 国、都立は中高一貫

（中等教育校）で優秀な人材を育てているの

に、なぜ区は小中なのか。 

１ 

｢世田谷９年教育｣は、近隣の区立小・中学校

で構成する｢学び舎｣が核となって、義務教育

９年間の教育課程で児童・生徒に必要な基礎

的な力、資質をはぐくむことを目的としてい

ます。 

ＩＣＴ、理科の備品の不足で満足に体験活動

ができていない。顕微鏡も古く、数も少ない。

予算の増額をのぞむ。 

２ 

教材・教具については、各学校にその規模等

に応じて一定額の予算を配分しています。学

校は、状況に応じて必要な物品を優先順位を

付けて購入しており、一度に整備が難しいも

のは、年次計画により順次購入するよう依頼

しています。 

また、理科設備については、国の補助金も活

用して充実に努めています。 

新学習指導要領をみすえた、教科「日本語」

の改訂について、「日本語」を止め、国語の

時数でことばの学習を充実する方がよい。 

１ 

子どもたちが、日本人としてのアイデンティ

ティー、グローバル社会で活躍するための資

質などを総合的に身に付けていくために教

科｢日本語｣は引き続き重要だと考えていま

す。教科｢日本語｣については、現在、これま

での取組みの検証結果及び新学習指導要領

の内容を踏まえ、今後の教科「日本語」の教

材、カリキュラム等について検討・改善に取

り組んでいきます。 

教科国語があるのだから教科日本語は不要、

廃止すべきだ。 
１ 

日頃より喫煙の害等の教育を徹底し子ども

の頃からの健康への意識付けを植え付ける

べき。 

１ 

区立学校や教育委員会が関係諸機関等と連

携して、望ましい運動習慣、食習慣、生活習

慣を身に付け、健やかな心と体をはぐくむこ

とができるように、子どもたちの心と体の健

康づくりの推進を図っていきます。 

すべての小学校、中学校で毎朝ラジオ体操を

導入し、全国平均を下回っている現状を踏ま

え、体力向上を目指したほうがよい。 

１ 

子どもたちの体力向上・健康推進に向けて、

平成２７年度から、実践モデル校・園を指定

し、｢体力向上｣｢健康教育｣｢幼児教育｣｢地域

との連携｣の視点から「心と体の元気アップ!

～世田谷３快プログラム<快眠・快食・快運

動>」に取り組んでいます。実践モデル校・

園のこれまでの取組みの成果を活かし、区立

学校全校で実施するとともに今後に向けて

検証し、取組みの普及を図ります。 
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すべての小学校、中学校で小動物を飼い、児

童や生徒、地域やＰＴＡが面倒をみるように

して、情操教育を行ったほうが命の大切さも

分かるのでは。 

１ 

小・中学校では、児童・生徒が、移動教室等

での自然体験、飼育指導や授業での動物との

ふれあい等を通して、自然への畏敬や生命の

大切さを学び、共生する心や情操をはぐくん

できました。現在小学校のモデル校におい

て、子どもたちが、小動物飼育指導等、「動

物」に触れ、命の大切さを感じる機会の拡充

に向けた検討に取り組んでいます。 

施策の柱４ 「世田谷９年教育」で実現する

質の高い教育の推進（学校経営・教員支援） 
１  

区立中学校への進学率アップを図るべき。 １ 

教育委員会では、「小学生の保護者のための

都立高校フォーラム」等の取組みを通じて、

私立中学校、高校以外の選択肢も示し、公立

学校の魅力を子どもたちや保護者に発信し

ています。 

施策の柱６ 教育環境の整備・充実と安全安

心の確保 
８  

通学路の防災・安全対策は必須なので、早急

に行ってほしい。子どもの通学の時間帯を中

心にわんわんパトロールを導入したほうが

よい。 

１ 

通学路の安全対策をはじめ、学校教育を支え

る安全対策の推進にあたっては、学校・家

庭・地域が連携して取り組んでいます。通学

路に関しては、危険箇所を記した安全マップ

の作成や通学路の見守りなど、ＰＴＡ等と連

携して実施しています。ご提案の犬の散歩に

合わせた安全パトロールについては、時間や

ルートの指定が困難なことが考えられます。

今後とも、地域の特性にあった安全対策を推

進していきます。 

小・中学校のプールは全校に必要か。中学校

のプールを地域プール（温水プール）として

年間使用し小学校利用や一般公開されると

活用されるし維持・管理面からもよいので

は。 

１ 

各学校の授業実施上の問題があること、温水

プールとするには経費の負担増となること、

プール水は災害時や火災時に活用すること

も想定しているなど、様々な問題があること

から、小学校のプールを廃止することは、難

しいと考えています。 

悪名高き「弦小のカラス」を何とかしてほし

い。 
１ 
学校もカラスの被害等に苦慮していますの

で、関係課と連携して対応しています。 

世田谷区千歳烏山東口の開かずの踏切り（京

王線）は、子どもたちの通学等の際に危険な

状況にある。区として対策をすべき。 

１ 

教育委員会では、学校、ＰＴＡ、警察、道路

管理者等と連携し、通学路の合同点検を行う

など安全対策に取り組んでいます。また、学

校においてもＰＴＡと毎年通学路の安全点
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検を行い、通学路安全マップの作成などを進

めています。ご意見をいただいた箇所は通学

路として指定していない箇所になりますが、

交通安全の観点から関係所管に情報提供さ

せていただきます。 

北沢小学校の廃校までのプロセスを見る限

り第２次世田谷区教育ビジョンは期待でき

ない。地域の連携の部分がスッポリと抜け落

ちている。 

１ 

北沢小学校につきましては、ＰＴＡ、学校運

営委員、町会・自治会等の関係者の皆様と話

し合いを重ね、子どもたちの教育環境を第一

に考えた結果、平成３０年４月１日に下北沢

小学校と統合することを決定いたしました。

統合後は、下北沢小学校が地域とともに子ど

もを育てる学校として更に発展するよう取

り組んでいきたいと考えています。 

北沢小学校の廃校は、地域とともに子どもを

育てる環境をあえてなくすことを疑問に思

う。 

１ 

区民が自由に利用できる「人工芝」のグラウ

ンドを作ってほしい。 
１ 

区では、スポーツ推進計画の重点的な取組み

の一つである「場の確保」の実現を目指して、

世田谷区スポーツ施設整備方針に基づきス

ポーツの場の確保、整備に取り組んでいま

す。 

東京 2020大会の開催を契機にスポーツに対

する区民の関心が益々高まる中、今後も、区

民の誰もがスポーツに親しむ環境づくりを

進めるため、区民ニーズや活用状況等を踏ま

えた施設整備に取り組んでいきます。 

前区長が提唱していた「学校100年計画」を

継続し、拙速な学校の合併はやめ、小規模特

任校制度を取り入れるべきだ。 

１ 

「特認校制」とは、学校選択制の類型の一つ

で、従来の通学区域は残したままで、特定の

学校について、通学区域に関係なく、当該市

区町村内のどこからでも就学を認めるもの

ですが、世田谷区では学校選択制を採用して

いません。また、北沢小学校は平成３０年４

月に下北沢小学校と統合することが決定し

ており、北沢地域への小規模特任校等の設置

は考えていません。 

施策の柱７ 生涯を通じて学びあう地域コ

ミュニティづくり 
６  

ビジョンに成人や高齢者が入っていない。社

会教育は別の計画が作られるのか。 
１ 

社会教育の計画は作りません。教育ビジョン

の取組み項目「Ⅶ生涯を通じて学びあう地域

コミュニティづくり」に含まれています。具

体的には、地域での生涯学習事業の推進とし

て、地域の大人自身が相互に学びあい育ちあ
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う活動を活発にするために、区民企画講座を

はじめ、学習活動の発表交流や、ネットワー

クづくりなどを支援していきます。 

子どもの教育は大切だが、生涯学習も必要で

ある。リーディング事業ではＬ８「文化財の

保存活用」くらいで軽視されている。 

１ 

生涯学習の推進も重要であると考えていま

す。リーディング事業は、第２期行動計画の

４年間に力点を置いて横断的に取り組む事

業ですが、施策の柱「Ⅶ 生涯を通じて学び

あう地域コミュニティづくり」では、生涯を

通じて区民が学び、学んだことをいかす機会

や場づくりを通じた地域コミュニティづく

りを推進していくなどを掲げています。 

図書館について地域コミュニティの中核、ま

ちづくり拠点としての存在意義が感じられ

ない。もっと図書館の力を地域に活かすこと

を考えてほしい。 

１ 

平成２７年に策定した第２次図書館ビジョ

ンでは、「大人の学びを豊かにする図書館」

「暮らしに役立つ図書館」を基本方針とし、

知識や関心を共有する区民が集い交流する

機会を設け、コミュニティの醸成を図ること

を図書館の重要な役割として位置付けてい

ます。また区内の大学等の教育機関・文化施

設等との連携をより深め「知のネットワー

ク」づくりをめざすこととしています。 

図書館機能の抜本的改革など、世田谷区なら

ではの取組みを力強く打ち出す必要がある。 
１ 

区立図書館の将来像を見据え、図書館を取り

巻く状況の変化に対応していくため、平成２

７年に第２次図書館ビジョンを策定しまし

た。図書館のこれまでのあり方を大切にしな

がら、多様なニーズに基づく新しい図書館サ

ービスの実現に向けて、「暮らしに役立つ図

書館」などを基本方針に掲げ、区民の生活や

仕事などの課題解決の支援に向け、レファレ

ンス機能の強化などに取り組んでいます。 

民間活力の導入は無責任になるので、税金で

賄うよう、予算要求するべき。 
１ 

平成２７年に策定した第２次図書館ビジョ

ンでも示しているとおり、区民の多様化する

ニーズに対応し、図書館サービスの向上や効

率的な運営の視点から民間活力の活用等を

推進するとしています。民間活力の推進にあ

たっては、仕様書等で責任分担を明確にする

とともに、適切に事業者を指導・監督してい

きます。 

施策の柱Ⅶ「生涯を通じて学びあう地域コミ

ュニティづくり」に賛成。 
１ 
生涯を通じて区民が主体的に学び、充実した

生活や人生を送れるよう支援していきます。 



25 
 

施策の柱８ 開かれた教育委員会の推進 ２  

この教育ビジョンは区民とともにフォーラ

ムやワークショップ、教育イベント等を継続

的に開催しながら区民論議や各関係団体と

の意見交換により人づくしに関わる様々な

方との共感、共有に基づく協働、連携を進め

ることが大事。 

１ 

教育委員会では、学校・家庭・地域及び行政

がともに教育課題を考え、協働していく教育

推進会議を設置しており、区民参加型のシン

ポジウムや区民公募による教育課題のワー

クショップを開催しています。こうした機会

を通して様々な方々と教育課題を共有し、協

働・連携を進めていきます。 

教育委員会は自らの施策の点検及び評価を

しているのか。報告がほしい。 
１ 

教育委員会では、法に基づき、年１回教育委

員会が自らの施策について点検及び評価を

行っています。点検及び評価の結果について

は、年度末に区議会へ報告し、ホームページ

などで広く区民にも公表しています。 

その他 １２  

教育委員会のメンバー構成を考えるべき。 ２ 

教育委員は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の規定に基づき、人格者で教育、

学術及び文化に関して識見を有する者から、

区長が区議会の同意を得て任命しています。

また、構成にあたっては、年齢、性別、職業

等に偏りが生じない等の配慮をしています。 

両親共働き世帯が増えており、学童保育の充

実をしてほしい。 
１ 

教育委員会では遊びを通して社会性、創造性

を培い児童の健全育成を図るＢＯＰ事業に

学童クラブ事業を統合し「新ＢＯＰ事業」と

して実施しています。今後とも、学童クラブ

を含めての新ＢＯＰ事業の充実に務めてい

きます。 

放課後児童育成事業について、小４～６の共

働き世帯学童も小学校敷地内にて育成でき

るようにしてほしい。難しいのであれば児童

館などに指導員の配置を増やし、集団移動し

育成できるようにしてほしい。 

１ 

新ＢＯＰでは「ＢＯＰ」については全学年の

児童が参加できるようになっています。高学

年になると、学校の授業時間数も増えて放課

後のＢＯＰへの参加率が減少している傾向

にあります。しかしながら、高学年のお子さ

んが放課後楽しく新ＢＯＰに参加できるプ

ログラムについても各新ＢＯＰで工夫をし

ているところです。引き続き、新ＢＯＰで全

学年のお子さんが豊かな放課後を過ごせる

工夫についてさぐっていきます。 

保育園の次は学童保育に目を向けるべき。学

校の教室利用も多いが、できれば専門の施

設、保育園との協働運営など。 

１ 

新ＢＯＰ学童クラブは区内全小学校内で運

営しています。小学校の施設内にあることで

活動スペースとして新ＢＯＰ専用室のほか
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に校庭、体育館、図書室等の学校施設を有効

に活用しています。今後とも小学校施設内で

運営している良さを活かして、子どもたちが

安全、安心に放課後を過ごすことができるよ

う取り組んでいきます。 

小学校の学童保育も教育の場としてしっか

り位置付けてもらいたい。 
１ 

新ＢＯＰ学童クラブは区内全小学校内で運

営しております。各新ＢＯＰにおいてはプロ

グラムをさまざま工夫しながら、創作活動や

外遊び活動等を取り入れ運営しております。

新ＢＯＰでの様々な経験でお子さんの創造

性、自主性、社会性などを培うことができる

よう務めていきます。 

その他の意見等 ６ ― 

 


